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Ŧ  ǡ  

Ŧ ǡ Ǜ∞ Ǆ 

ŦÉ ǡ  

一般廃棄物処理基本計画は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下、｢廃棄物処理

法｣という。）第６条第１項に基づき策定するもので、本市の区域内から発生する一般廃棄物の

処理・処分について長期的・総合的視野に立った基本となる事項について定めるものです。 

平成27 年９月、国連サミットにおいてSDGs「Sustainable Development Goals （持続可

能な開発目標）」が、同年12 月には、第21 回国連気候変動枠組条約締約国会議(COP21)

において「パリ協定」が採択されました。 

国においては、平成30 年４月に「第五次環境基本計画」が閣議決定され、その中で地域の

活力を最大限に発揮する「地域循環共生圏」の考え方を新たに提唱し、各地域が自立・分散

型の社会を形成しつつ、地域の特性に応じて資源を補完し支え合う取組を推進しています。 

続く同年６月、持続可能な社会づくりと総合的な取組に対する将来像を定めた「第四次循

環型社会形成推進基本計画」が閣議決定され、令和元年５月には、資源・廃棄物制約及び海

洋プラスチックごみ問題等の幅広い課題に対応するための「プラスチック資源循環戦略」の策

定や、令和４年４月には、あらゆる主体によるプラスチック資源循環等の取組を促進するため

「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が施行されるなど、国内におけるプラ

スチックの資源循環を一層促進する重要性が高まっています。 

本市では、平成29 年３月に「一般廃棄物（ごみ）処理基本計画（以下「前計画」という。）」

を策定し、ごみ処理・処分の４原則（減量化、安定化、安全化、資源化）に加え、４Ｒ〔リフューズ

（発生回避）、リデュース（発生抑制）、リユース（再使用）、リサイクル（再生利用）〕を推進して

きました。 

今後も、資源が循環し環境負荷が低減される社会の構築に向けて、さまざまな主体がそれ

ぞれの役割と責任を果たし、協働しながら取り組むことが重要です。 

このような背景を踏まえ、前計画の評価及び見直しを行い、改めてごみ処理に関する方針を

定めるものとしました。 
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ŧÉ ǡ∞ Ǆ 

本計画は、環境基本法をはじめとする各種法律、鹿児島県廃棄物処理計画、第２次日置市

総合計画などの諸計画との整合を図っています。 

 

 
 

1.1.1  
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ŧ ǡ  

本計画は、令和３年度を基準年度とし、令和５年度から令和９年度を計画目標年度とします。し

たがって、計画期間は令和５年度から令和９年度までの５年間とします。 

なお、計画はおおむね５年ごとに改定するほか、計画の前提となる諸条件の変動によっては、必

要に応じて適宜見直しを行います。 

 

 
1.2.1  

 

 

Ũ ǡ  

ŦÉ╗  

一般廃棄物処理基本計画はごみ処理基本計画と生活排水処理基本計画から構成されま

すが、生活排水に関する基本計画は令和４年度を初年度とし、計画目標年度令和８年度として

計画がスタートしています。 

本計画は、生活排水処理基本計画に続きごみ処理に関する基本計画を策定するものです。 

 

 
1.3.1  
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ŧÉ ǡ  

本計画の内容構成は、次に示すように全４章で構成しています。まず、第１章（本章）で計画

策定の趣旨を示し、第２章で本市の地域概況の整理、第３～４章でごみ処理に関する現状の

整理、処理に関する基本方針・計画のまとめとなっています。 

 

 
1.3.2  
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ũ ǡ  

本計画の進行管理については、Plan （計画の策定）、Do（実行）、Check （評価）、Act ion（見

直し）の PDCAサイクルの概念を導入するものとします。 

PDCAサイクルは「ごみ処理基本計画策定指針 環境省大臣官房 廃棄物・リサイクル対策部 

破棄物対策課」（平成28 年９月）に示された進行管理を基本として実施していくものとします。 

計画の進行管理の内容及び PDCAサイクルに関する模式図を以下に示します。 

 
1.4.1  
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ŧ  ╓ǡ  

Ŧ ∞  

本市は県の西部、薩摩半島のほぼ中央に位置し、東は県都鹿児島市に、北はいちき串木野市

と薩摩川内市に、南は南さつま市に隣接し、また、西は日本三大砂丘の一つ、白砂青松の吹上浜

と東シナ海に面しています。 

地勢は、主に東側が薩摩半島の脊梁部をなす山

地が連なり、西側が海岸平野で形成され、市街地

を含む平野は鹿児島特有の火山灰台地で、古くか

ら温泉地として人々の交流が図られ、風情ある温泉

街は日帰りや滞在型観光の大きな資源となってい

ます。川はこの地形に沿って東から西へ流れ、各河

川が流れ込む白砂青松の吹上浜は「日本の渚百

選」にも選ばれ雄大で、吹上浜金峰山県立自然公

園にも指定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.1.1  
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ŧ ¤  

本市の面積は253.0 1km2で、鹿児島県全域面積9, 187 .01 km2の2.8% の面積となっていま

す。 

土地利用構成を見ると、宅地が6.0 ％、農地が16.8％、森林が52 .6％であり、農地・森林の面

積が７割を占める自然豊かな地域となっています。 

 
2.2.1  

֩ ∞ֹ  ֪         

   ᴴ   ᵼᶍ   

 17 .69  2 4 .79  13 3 .19  15 .29  6 2 .05  253 .0 1 

資料:「2020日置市の統計」令和２年度固定資産税概要調書より 

 

 

 

 
2.2.1  
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Ũ  

日置市は、戦国大名の島津義弘の菩提寺である妙円寺等の史跡、大汝牟遅神社の流鏑馬、

文禄４年頃から日吉地域に伝わるお田植え祭りの「せっぺとべ」などの歴史的伝統行事が今も

伝わる歴史の深い地域です。 

平成17 年５月１日に、旧東市来町、旧伊集院町、旧日吉町、旧吹上町が合併し誕生しました。 

 

 
 

 
 2.3.1  
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ũ Ǜ  

ŦÉ Ǜ  

国勢調査によると、令和２年の本市の人口は47,153 人であり、平成12 年をピークに減少

傾向にあります。 

平成27年の本市の世帯数は19, 649 世帯で、人口と同じく平成12 年を境に、増加は止まり、

平成22 年以降は減少に転じている状況です。 

人口の減少傾向と比べ、世帯数はあまり減少していないことから、世帯人口は年々減少する

傾向にあります。 

 
2.4.1  

 12  17  22  27  ŧ  
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地域別の人口（住民基本台帳による）をみると、日置市の4地域のうち、伊集院地域はやや

増加していますが、その他の３地域は減少しています。 

世帯数は伊集院地域が増加、その他の３地域は減少傾向となっています。 

 
2.4.2  

 17  22  27  ŧ  

 

╓ 

 13,207 12,564 11, 865 10, 894 

 5, 575 5,566 5,449 5,2 20 

 2. 37 2.26 2. 18 2. 09 

√ ╪ 

╓ 
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ŧÉ  

令和２年の年齢別人口の構成比は、年少人口（0～14 歳）が13.0％、生産年齢人口（15 ～

64 歳）が51.6％、老年人口（65 歳以上）が35.3％となっており、過去15 年間で、少子高齢

化が徐々に進んでいることがわかります。 

 

 
2.4.3  

 0 14  15 64  65 ∙    

17  7,205 30,595 14,605 6 52,411 

22  6,611 29,407 14,801 3 50,822 

27  6,341 26,909 15,569 430 49,249 

2  6, 134 24, 323 16, 626 70 47, 153 

資料：国勢調査（各年10月1日現在） 
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令和２年国勢調査における各地域別の年齢別人口は以下のとおりです。 

年齢別人口構成は、65～69才及び10～19 才にピークを持つ双山型となっています。65～

69才のピークが年齢構成としては最も多く、高齢化が進行しつつある状況がわかります。 

また、10～19 才のピークは修学後、市外に人口が流出しているため、20 ～29才人口が減

少していることから形成されているピークです。 

 

 

 
資料：令和２年国勢調査 
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ŨÉ  

令和２年の就業人口は21,957 人で、そのうち第１次産業就業者が1, 324 人（6.0%）、第２

次産業就業者が5, 335 人（24.3%）、第３次産業就業者が15,049 人（68.5%）を占めてい

ます。 

近年、第３次産業就業割合の増加に伴い、第１次産業・第２次産業就業割合は減少傾向を

示していましたが、平成27 年から令和２年にかけては、ほとんど変化がみられません。就業人

口は、平成27 年から令和２年にかけて僅かに増加しています。 

 

 
2.4.4  

 Ŧ  ŧ  Ũ    

17  2,716 6,182 15,034 20 23,952 

22  1,643 5,555 14,834 221 22,253 

27  1,358 5,208 15,063 54 21,683 

ŧ  1,3 24 5, 335 15,049 249 21, 957 

資料：国勢調査（各年10月1日現在） 
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Ū  

ŦÉ  

本市の農家戸数及び農家人口は、年々減少し、平成27年で2, 323 戸、2,263 人となってい

ます。平成12 年と比較して、農家戸数で61.7 %、農家人口で24.6%まで減少しています。特

に平成12 年から平成17 年の減少が著しくなっています。 

 
2.5.1  

 

קּ קּ   

 
 

 קּ

 קּ
קּ

 

קּ  

 
 

Ŧ  ŧ     

╓ 

12  993 455 176 82 280 3,026 2,266 1,183 1,083 

17  914 497 179 49 189 1,253 1,004 526 478 

22  785 432 189 18 146 996 827 437 390 

27  619 369 135 29 86 621 525 281 244 

√ ╪ ╓ 

12  1,186 479 239 76 392 3,611 2,685 1,384 1,301 

17  1,151 555 246 55 295 1,802 1,442 748 694 

22  1,019 540 222 34 223 1,353 1,099 585 514 

27  839 475 172 24 168 994 818 440 378 

╓ 

12  670 290 158 40 182 1,895 1,441 765 676 

17  571 278 127 31 135 870 697 382 315 

22  473 230 116 9 118 697 577 323 254 

27  383 192 78 9 104 500 426 236 190 

╓ 

12  919 398 210 62 249 2,528 1,931 997 934 

17  769 365 209 48 147 1,096 882 491 391 

22  631 307 177 22 125 859 679 378 301 

27  482 227 139 17 99 611 494 276 218 

 

12  3,768 1,622 783 260 1,103 11,060 8,323 4,329 3,994 

17  3,405 1,695 761 183 766 5,021 4,025 2,147 1,878 

22  2,908 1,509 704 83 612 3,905 3,182 1,723 1,459 

27  2,323 1,263 524 79 457 2,726 2,263 1,233 1, 030 

資料：2020日置市の統計；農林業センサス 
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ŧÉ  

本市の漁業数は、平成29 年を境に漁獲量及び水揚金額ともに減少し、令和元年は漁獲量

657 トン/ 年、水揚金額36 0,0 97 千円/ 年となっています。 

令和２年の漁業の経営体数は個人が43 経営体で最も多く、次いで漁業生産組合５経営体、

会社は1経営体となっています。 
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ŨÉ  

製造事業所は減少傾向であり、平成23年以降は100 事業所を下回っています。従業者数

は平成26 年に2,512 人まで減少したものの、概ね3,000 人程度で推移しています。出荷額は

平成26 年に430 億円まで減少しましたが、令和元年は508 億円となっています。 

 

 

 
2.5.4  
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ũÉ  

商店数は平成９年から減少を続け、平成26 年には10 年前の平成16 年より34. 8％少ない

450 商店となっています。 

これに対し、従業員数と商品販売額は平成１６年以降減少しており、１０年間で従業員数が

20.2% 減の2,692 人、商品販売額が14.9% 減の486 億円となっています。 

 
2.5.5  
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ū  

本市には「日本の渚百選」にも選ばれた白砂青松の日本三大砂丘「吹上浜」、伊集院地域の

妙円寺詣り、日吉地域のせっぺとべ、吹上地域の流鏑馬などの歴史的行事・祭事、また湯之元温

泉や吹上温泉、薩摩焼などの伝統工芸品などの多彩な観光資源を有しています。 

観光客数は、令和元年に2, 472 ,181 人となっていましたが、新型コロナウィルス感染症拡大

の影響により、令和２年は2,067,736 人まで落ち込みました。 

なお、観光客数の大半は日帰り客であり、令和２年では99.2％となっています。 

 
2.6.1  

 27  28  29  30    

 

 ɭ 759,789 782,561 757,521 756,529 697,712 631, 500 

 2,711 2,541 2,699 2,154 2,491 1, 104 
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√ ╪ 

 ɭ 972,446 903,108 900,931 1,002,131 1,124,015 890, 388 

 5,789 4,923 5,135 4,953 4,534 2, 144 

 978,235 908,031 906,066 1,007,084 1,128,549 892,5 32 
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 113,013 128,629 135,020 135,427 104,511 78, 796 
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 417,989 418,814 447,026 563,543 538,918 463, 804 
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Ŭ ּט  

本市には旧薩摩藩当主の島津家縁の神社仏閣のほか城跡、窯跡など、今日の市の風土を形

成してきた数多くの文化財が存在しています。 

また、これらの歴史の中から生まれた大田太鼓踊り、徳重大バラ太鼓踊り、北山の火振り、伊

作太鼓踊り、お田植え踊、太鼓踊などの無形の文化財も多く、市民に受け継がれています。 
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ŭ ǡ  

ŦÉ ŧ  

本市の上位計画である総合計画¬計画期間：201 6～20 25年ºの施策体系を下表に示しま

す。 

 
2.8.1  
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2.8.1  

 

また、総合計画において設定されている将来人口の推計は図2.8.2 のとおりです。推計では、

令和７年に45,1 50 人、令和12年に42,84 5人と減少し、65 歳以上の高齢者人口割合は増

加するものとされています。 
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Ũ  Ǉǲ ǡ Ǜ  

Ŧ Ǉǲǡ  

ŦÉǇǲǡ  

ごみの分別区分は以下のとおり統一され、収集処理が行われています。 

 
3.1.1  
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ŧÉ ǞƽǄǾǇǲ ǡ  

本計画においては、「収集ごみ」と「直接搬入ごみ」の２種類の区分を用いて、ごみ排出状況

の実態を整理しています。 

まず、「収集ごみ」とは、本市が委託する収集業者がごみ集積所から収集したごみと定義し

ています。次に、「直接搬入ごみ」とは、個人や事業者が直接本市の処理施設へごみを搬入す

るものや、事業所が収集運搬の許可を持つ収集業者に委託して本市の処理施設へ搬入する

ものの合計値として定義しています。 

なお、集団回収及び生ごみ堆肥化事業並びに廃食用油の排出量は、「収集ごみ」や「直接

搬入ごみ」以外の区分として位置づけています。 

 
3.1.1  

Ǉǲǡ  

Ǉǲ Ǉǲ 

  
 טּ
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ɀɒȢȪȬȘ  ø ø ø ø ø    ø ø Ǉǲ 

ǀƾȆ ø ø ø ø ø    ø ø Ǉǲ 

ǀǦȆ ø ø ø ø ø    ø ø Ǉǲ 

ɃȬȱɅȱɔ ø ø ø ø ø    ø ø Ǉǲ 
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         ø  ø ø 

ǐǡ        ø  ø ø 
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Ǉǲ ø ø  Ǉǲ        טּ  טּ

ǲ  ø       ø ø  Ǉǲ  טּ

Ǉǲ ø ø ø ø ø    ø ø Ǉǲ 
※日置市クリーンリサイクルセンターにおいて処理できるものについては、直接搬入できる。 

※“△”は、市からの助成金がないもの。 
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ŧ Ǉǲ ǡ ǿ 

本市のごみ処理・処分の流れ（令和４年度時点）は次図フローのとおりです。 

本市において排出されたごみは、生ごみ回収堆肥化の生ごみ及び廃食用油並びに集団回収

ごみ以外はすべて「クリーンリサイクルセンター」へ一旦持ち込まれます。 

持ち込まれたごみのうち燃やせるごみは焼却施設で中間処理を行います。焼却施設ではリサ

イクルプラザで発生した可燃性破砕残渣も焼却による中間処理を行います。なお、焼却処理後に

発生する焼却残渣のうち焼却灰・飛灰はセメント原料として資源物として搬出します。 

その他の持ち込まれたごみのうち、有害ごみ、使用済み小型家電は場内で保管したのち、一定

量が貯まった時点で委託業者引き取りにより資源化を行います。残りのごみはリサイクルプラザ

の処理設備により、資源物を選別・回収し、資源化物として搬出します。 

燃やせるごみのうち、平成２４年度から取り組みを開始した「生ごみモニター回収処理事業（生

ごみ堆肥化事業）」は、10年目となった令和４年度現在、日置市内176 自治会の内135 自治会

が参加し、参加世帯数は、約14,000 世帯となっています。事業に取り組んでいる世帯は、市が提

供した保管用バケツに生ごみを排出します。排出された生ごみは回収業者が引き取り、堆肥とし

て資源化します。これにあわせて、生ごみの発酵、堆肥化を促進するために、廃食用油も回収し、

堆肥化処理過程においてこれを添加します。 

集団回収ごみは、地区ごとに資源ごみを回収し、民間業者により資源化されます。 

なお、最終処分場に埋立処分されるものは、焼却施設からの焼却残渣の一部、リサイクルプラ

ザからの破砕残渣の一部のほか、極僅かな量の直接埋立ごみがあります。 

災害ごみについてもリサイクルプラザで処理後、資源化を行う流れとなっています。 

しかしながら、稼働開始から20年以上が経過し施設の老朽化が進んでいることから、平成24

年４月の溶融施設閉鎖に続き、可燃ごみの焼却についても令和６年９月から（仮称）南薩地区衛

生管理組合新クリーンセンターへの移行を予定しています。 
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Ũ Ǉǲ ǡ Ǧ  

ŦÉǇǲ  

本市のごみ排出量は、収集ごみ及び直接搬入ごみともに減少傾向にありますが、行政区域

内人口が年々減少していることを考慮すると、収集ごみは１人１日当たりの排出量が微増傾向

にあるといえます。 

なお、令和２年度の総ごみ量の排出原単位は、全国平均値が900.8 g/ 人/ 日、鹿児島県平

均値は920.6 g/ 人/ 日に対し、本市は832 .1g/ 人/ 日と低くなっています 

 
3.3.1  

 ∞ 29  30   ŧ  Ũ  

╓ ֩  ֪  49,386 48,875 48,288 47,817 47,468 

Ǉǲ  t /  15, 135 14, 534 14,5 63 14, 524 14, 280 

 

Ǉǲ t /  9,025 8,765 8,633 8,671 8,520 

Ǉǲ t /  5,004 4,559 4,622 4,687 4,584 

Ǉǲ t /  343 286 257 155 149 

꜠  t /  0 0 0 0 0 

Ǉǲ t טּ /  763 925 1,051 1,011 1,027 

Ŧ Ŧ ǒǽ Ǉǲ  g/ /  839.6 814.7 826.3 832.1 824.2 

 Ǉǲ g/ /  543.0 543.1 549.5 554.7 551.0 

Ŧ Ŧ ǒǽ Ǉǲ È É g/ /  920.1 918.6 918.5 900.8  

Ŧ Ŧ ǒǽ Ǉǲ È É g/ /  918.2 922.9 919.6 920.6  

※全国平均及び鹿児島県平均は、一般廃棄物処理実態調査の公表数値 

“空白”は現時点では未公表データ 

 
↔╖ ₈ ↔╖  29 ₉⌐⅔↑╢ ┘ ─  

 ∞ 29  30   ŧ  Ũ  

Ŧ Ŧ ǒǽǇǲ ă1 g/ /  568.5 570.0 571.3 572.5 573.6 

Ŧ Ŧ ǒǽǇǲ ă2 g/ /  568.5 570.0 566.6 563.3 560.0 

Ŧ Ŧ ǒǽǇǲ ă3 g/ /  500.7 491.3 489.8 496.8 491.7 

※１：減量化・資源化に関する対策を行わない場合の推計値（平成29年度計画書記載数値） 

※２：減量化・資源化に関する対策を行う場合の推計値（平成29年度計画書記載数値） 

※３：実績値（平成29年度～令和３年度） 

 
↔╖ ₈ ↔╖  29 ₉⌐⅔↑╢ ┘ ─  

 ∞ 29  30   ŧ  Ũ  

Ŧ ǒǽǇǲ ă1 t /  16.0 16.6 17.1 17.6 18.0 

Ŧ ǒǽǇǲ ă2 t /  16.0 16.6 15.8 15.1 14.4 

Ŧ ǒǽǇǲ ă3 t /  13.7 12.5  12.7  12.8 12.6 

※１：減量化・資源化に関する対策を行わない場合の推計値（平成29年度計画書記載数値） 

※２：減量化・資源化に関する対策を行う場合の推計値（平成29年度計画書記載数値） 

※３：実績値（平成29年度～令和３年度） 
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ŧÉּס Ǉǲ 

可燃ごみの排出量については、ごみ総排出量と同様に全体としては減少傾向となっています。

なお、生ごみ回収堆肥化は着実に浸透してきましたが、令和元年度以降は横ばいとなっていま

す。 

 
3.3.2  

 ∞ 29  30   ŧ  Ũ  

╓ ֩  ֪  49,386 48,875 48,288 47,817 47,468 

סּ ǇǲÈ ǷǎǾǇǲÉ t /  13,184 12,571 12,605 12,469 12,359 

 

Ǉǲ t /  8,091 7,812 7,697 7,641 7,528 

Ǉǲ t /  4,330 3,834 3,857 3,817 3,804 

Ǉǲ t טּ /  763 925 1,051 1,011 1,027 

 
↔╖ ₈ ↔╖  29 ₉⌐⅔↑╢ ┘ ─  

 ∞ 29  30   ŧ  Ũ  

Ŧ Ŧ ǒǽ ăŦ g/ /  514.3 515.9 517.3 518.5 519.6 

Ŧ Ŧ ǒǽ ăŧ g/ /  514.3 515.9 512.6 509.4 506.2 

Ŧ Ŧ ǒǽ ăŨ g/ /  448.9 437.9 436.7 437.8 434.5 

※１：減量化・資源化に関する対策を行わない場合の推計値（平成29年度計画書記載数値） 

※２：減量化・資源化に関する対策を行う場合の推計値（平成29年度計画書記載数値） 

※３：実績値（平成29年度～令和３年度） 

 
↔╖ ₈ ↔╖  29 ₉⌐⅔↑╢ ┘ ─  

 ∞ 29  30   ŧ  Ũ  

Ŧ ǒǽ ă1 t /  14.1 14.6 15.1 15.5 15.9 

Ŧ ǒǽ ă2 t /  14.1 14.6 13.9 13.2 12.5 

Ŧ ǒǽ ă3 t /  11.9 10.5 10.6 10.5 10.4 

※１：減量化・資源化に関する対策を行わない場合の推計値（平成29年度計画書記載数値） 

※２：減量化・資源化に関する対策を行う場合の推計値（平成29年度計画書記載数値） 

※３：実績値（平成29年度～令和３年度） 
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ŨÉ Ǉǲ 

資源ごみの排出量は増加傾向であり、その排出量の大半を占める収集ごみの増加が主な

要因と考えられます。 

 
3.3.3  

 ∞ 29  30   ŧ  Ũ  

╓ ֩  ֪  49,386 48,875 48,288 47,817 47,468 

Ǉǲ t /  575 593 589 612 618 

 
Ǉǲ t /  568 584 581 604 613 

Ǉǲ t /  7 9 8 8 5 

※集団回収は除く 

 
↔╖ ₈ ↔╖  29 ₉⌐⅔↑╢ ┘ ─  

 ∞ 29  30   ŧ  Ũ  

Ŧ Ŧ ǒǽ ăŦ g/ /  32.2 32.1 32.0 31.9 31.8 

Ŧ Ŧ ǒǽ ăŧ g/ /  32.2 32.1 32.0 31.9 31.8 

Ŧ Ŧ ǒǽ ăŨ g/ /  31.5 32.7 33.0 34.6 35.4 

※１：減量化・資源化に関する対策を行わない場合の推計値（平成29年度計画書記載数値） 

※２：減量化・資源化に関する対策を行う場合の推計値（平成29年度計画書記載数値） 

※３：実績値（平成29年度～令和３年度） 

 
↔╖ ₈ ↔╖  29 ₉⌐⅔↑╢ ┘ ─  

 ∞ 29  30   ŧ  Ũ  

Ŧ ǒǽ ă1 t /  0.0  0.0  0.0 0.0  0.0  

Ŧ ǒǽ ă2 t /  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

Ŧ ǒǽ ă3 t /  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

※１：減量化・資源化に関する対策を行わない場合の推計値（平成29年度計画書記載数値） 

※２：減量化・資源化に関する対策を行う場合の推計値（平成29年度計画書記載数値） 

※３：実績値（平成29年度～令和３年度） 
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ũÉ Ǉǲ 

不燃ごみの排出量は、令和２年度まで増加を続けてきましたが、令和３年度に減少していま

す。 

 
3.3.4  

 ∞ 29  30   ŧ  Ũ  

╓ ֩  ֪  49,386 48,875 48,288 47,817 47,468 

ǇǲÈ ǷǎǝƷǇǲÉ t /  763 815 828 964 826 

 
Ǉǲ t /  310 310 304 357 312 

Ǉǲ t /  453 505 524 607 514 

 

 
↔╖ ₈ ↔╖  29 ₉⌐⅔↑╢ ┘ ─  

 ∞ 29  30   ŧ  Ũ  

Ŧ Ŧ ǒǽ ăŦ g/ /  18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 

Ŧ Ŧ ǒǽ ăŧ g/ /  18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 

Ŧ Ŧ ǒǽ ăŨ g/ /  17.2 17.4 17.2 20.5 18.0 

※１：減量化・資源化に関する対策を行わない場合の推計値（平成29年度計画書記載数値） 

※２：減量化・資源化に関する対策を行う場合の推計値（平成29年度計画書記載数値） 

※３：実績値（平成29年度～令和３年度） 

 
↔╖ ₈ ↔╖  29 ₉⌐⅔↑╢ ┘ ─  

 ∞ 29  30   ŧ  Ũ  

Ŧ ǒǽ ă1 t /  1.2  1.2  1.2  1.3  1.3  

Ŧ ǒǽ ă2 t /  1.2  1.2  1.2  1.2  1.1  

Ŧ ǒǽ ă3 t /  1.2  1.4  1.4  1.7  1.4  

※１：減量化・資源化に関する対策を行わない場合の推計値（平成29年度計画書記載数値） 

※２：減量化・資源化に関する対策を行う場合の推計値（平成29年度計画書記載数値） 

※３：実績値（平成29年度～令和３年度） 
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ŪÉ Ǉǲ 

粗大ごみの排出量は、増加傾向となっています。特に排出量の大半を占める直接搬入ごみ

の影響が大きく、増加の主な要因となっています。 

 
3.3.5  

 ∞ 29  30   ŧ  Ũ  

╓ ֩  ֪  49,386 48,875 48,288 47,817 47,468 

Ǉǲ t /  257 255 270 308 314 

 
Ǉǲ t /  43 44 39 53 53 

Ǉǲ t /  214 211 231 255 261 

 

 
↔╖ ₈ ↔╖  29 ₉⌐⅔↑╢ ┘ ─  

 ∞ 29  30   ŧ  Ũ  

Ŧ Ŧ ǒǽ ăŦ g/ /  2.7  2.7  2.7  2.8  2.8  

Ŧ Ŧ ǒǽ ăŧ g/ /  2.7  2.7  2.7  2.7  2.7  

Ŧ Ŧ ǒǽ ăŨ g/ /  2.4  2.5  2.2  3.0  3.1  

※１：減量化・資源化に関する対策を行わない場合の推計値（平成29年度計画書記載数値） 

※２：減量化・資源化に関する対策を行う場合の推計値（平成29年度計画書記載数値） 

※３：実績値（平成29年度～令和３年度） 

 
↔╖ ₈ ↔╖  29 ₉⌐⅔↑╢ ┘ ─  

 ∞ 29  30   ŧ  Ũ  

Ŧ ǒǽ ă1 t /  0.7  0.7  0.8  0.8  0.8  

Ŧ ǒǽ ă2 t /  0.7  0.7  0.7  0.7  0.7  

Ŧ ǒǽ ă3 t /  0.6  0.6  0.6  0.7  0.7  

※１：減量化・資源化に関する対策を行わない場合の推計値（平成29年度計画書記載数値） 

※２：減量化・資源化に関する対策を行う場合の推計値（平成29年度計画書記載数値） 

※３：実績値（平成29年度～令和３年度） 
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ūÉ Ǉǲ 

有害ごみは全体としてごみ量も少なく、概ね13～16t/ 年前後で推移し、その大半は収集ご

みが占めています。 

 
3.3.6  

 ∞ 29  30   ŧ  Ũ  

╓ ֩  ֪  49,386 48,875 48,288 47,817 47,468 

Ǉǲ t /  13.32 14.68 13.84 15.87 13.89 

 
Ǉǲ t /  13.29 14.50 12.16 15.74 13.70 

Ǉǲ t /  0.03 0.18 1.68 0.13 0.19 

 

 
↔╖ ₈ ↔╖  29 ₉⌐⅔↑╢ ┘ ─  

 ∞ 29  30   ŧ  Ũ  

Ŧ Ŧ ǒǽ ăŦ g/ /  0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 

Ŧ Ŧ ǒǽ ăŧ g/ /  0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 

Ŧ Ŧ ǒǽ ăŨ g/ /  0.74 0.81 0.69 0.90 0.79 

※１：減量化・資源化に関する対策を行わない場合の推計値（平成29年度計画書記載数値） 

※２：減量化・資源化に関する対策を行う場合の推計値（平成29年度計画書記載数値） 

※３：実績値（平成29年度～令和３年度） 

 
↔╖ ₈ ↔╖  29 ₉⌐⅔↑╢ ┘ ─  

 ∞ 29  30   ŧ  Ũ  

Ŧ ǒǽ ă1 t /  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ŧ ǒǽ ă2 t /  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ŧ ǒǽ ă3 t /  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

※１：減量化・資源化に関する対策を行わない場合の推計値（平成29年度計画書記載数値） 

※２：減量化・資源化に関する対策を行う場合の推計値（平成29年度計画書記載数値） 

※３：実績値（平成29年度～令和３年度） 
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ũ Ǉǲǡ  

本市が運営する「クリーンリサイクルセンター」において１年間に４回の頻度で実施しており、ご

み組成分析結果は、次のとおりです。 

 
3.4.1  

 

Ǉǲǡ  ǇǲǡŨ  ∞  

∞

  

 

ȂǼ  
  ǐǡ סּ       

   ð ð ð ð ð ð ð ð ð Kcal/kg  Kcal/kg  Kg/m3 

29

 

5 17 46.7 24.8 9.3  5.8  7.5  5.9  51.6 9.0  39.4 1,460 1,660 296 

8 24 52.4 29.5 12.3 2.4  1.4  2.0  50.4 3.6  46.0 1,770 1,840 252 

11 16 65.1 15.5 2.2  14.9 1.1  1.2  41.1 4.9  54.0 2,180 1,900 276 

2 22 63.7 14.8 5.1  10.2 4.9  1.3  50.4 6.4  43.2 1,640 1,710 266 

 57.0 21.2 7.2  8.3  3.7  2.6  48.4 6.0  45.7 1,763 1,778 273 

30

 

5 23 57.5 12.9 11.5 10.0 1.7  6.4  42.1 4.2  53.7 2,160 2,180 311 

8 22 53.6 20.6 11.8 8.9  1.1  4.0  46.1 6.2  47.7 1,870 1,740 360 

11 21 50.5 19.8 9.8  15.3 0.7  3.9  61.3 3.9  34.8 1,200 1,340 271 

2 20 52.9 18.4 5.6  19.6 0.9  2.6  45.3 3.6  51.1 2,030 2,000 283 

 53.6 17.9 9.7  13.5 1.1  4.2  48.7 4.5  46.8 1,815 1,815 306 

 

5 22 51.5 23.6 16.8 6.9  0.2  1.0  50.4 2.6  47.0 1,810 2,040 252 

8 21 56.1 13.4 4.9  19.9 3.0 2.7  41.7 5.4  52.9 2,130 2,340 282 

11 20 58.6 15.7 16.2 4.8  1.5  3.2  47.2 5.9  46.9 1,830 1,940 283 

2 19 65.9 24.7 0.8  5.8  0.2  2.8  49.6 4.7  45.7 1,760 1,950 319 

 58.0 19.4 9.7  9.4  1.2  2.4  47.2 4.7  48.1 1,883 2,068 284 

ŧ

 

5 20 61.5 21.4 9.2 5.8  1.0  1.1  47.8 4.3  47.9 1,870 1,820 279 

8 19 52.2 25.8 9.7  10.8 0.5  1.0  43.8 6.0  50.2 2,000 2,240 255 

11 18 65.1 16.7 12.6 1.9  1.4  2.3  31.9 5. 7 62.4 2,620 2,750 244 

2 17 44.5 22.2 6.9  25.4 0.1  1.0  52.8 2.9  44.3 1,680 1,960 186 

 55.8 21.5 9.6  11.0 0.8  1.4  44.1 4.7  51.2 2,043 2,193 241 

Ũ

 
5 18 55.0 27.6 4.4  9.2  0.7  3.1  54.4 4.1  41.5 1,540 1,680 273 

8 18 68.6 25.0 2.6  3.0  0.1  0.8  55.8 3.2  41.0 1,510 1,850 306 

11 17 27.9 22.1 14.7 32.0 0.2  3.1  51.5 2.8  45.7 1,750 2,150 225 

2 16 35.9 26.9 14.6 17.1 2.0  3.5  55.7 4.8  39.5 1,440 1,850 270 

 46.9 25.4 9.1  15.3 0.8  2.6  54.4 3.7  41.9 1,560 1,883 269 

Ū
ƾ

 

Ū  54.4 22.1 10.2 7.5  2.2  3.5  49.3 4.8  45.9 1,768 1,876 282 

ŭ  56.6 22.9 8.3  9.0  1.2  2.1  47.6 4.9  47.6 1,856 2,002 291 

11  53.4 18.0 11.1 13.8 1.0  2.7  46.6 4.6  48.8 1,916 2,016 260 

ŧ  52.6 21.4 6.6  15.6 1.6  2.2  50.8 4. 5 44.8 1,710 1,894 265 

 54.3 21.1 9.1  11.5 1.5  2.6  48.5 4.7  46.7 1,813 1,947 274 

ẑṮ0.1 0.1︡ Ḯ 
 Ḳ ṇ ṇ  
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ŦÉǇǲǡ  

平成29年度から令和３年度におけるごみ種類組成調査結果の構成比（５か年平均値）は、

紙・布類の割合が54.3%で最も高く、次いでビニール等が21.1%となっており、この２つで全

体の75.3%を占めます。 

生ごみの回収堆肥化の潜在量となる厨芥類は、全体の11.5%（平均値）であり、約１割の

ごみ量に該当しています。 

 

 
 

 
ệּפ  

3.4.1  
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ŧÉǇǲǡ  

平成23 ～27 年度におけるごみの三成分の構成比（５か年平均値）は、水分が48.5 %、灰

分が4.7 %、可燃分が46.7 %となっており、本施設の計画条件（水分：28.0 ～68.0% 、灰分：

6.0 ～16.0% 、可燃分：26.0 ～56.0% ）と比較し、灰分がやや少ないものの概ね計画値の範

囲となっています。 

 

 
 

 
ệּפ  

3.4.2  
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ŨÉ ∞  

平成29年度から令和3年度における低位発熱量は、5, 609 ～11,512 kJ/ kgで推移してい

ます。本施設の計画条件（低位発熱量：低質ごみ 3.349kJ/kg 、基準ごみ6,698kJ/ kg、高

質ごみ10,047kJ/kg ）と比較すると、令和2年度に計画条件を上回る低位発熱量がみられた

他は、全て計画条件の範囲内で変動しています。 

 

 
3.4.3  
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Ū Ǉǲǡ ¤ ǡ  

ŦÉ ǞǻǾǇǲǡ ¤טּ טּ  

↔╖  

ᵑ ↔╖  

家庭から排出される生ごみの減量化を図るために、本市では「日置市生ごみ堆肥化容

器設置事業補助金交付要綱（H17.5.1 告示第77 号）」に基づき生ごみの堆肥化容器

等の購入費に対して補助を実施しました。令和元年度までの補助基数の累計は12, 929

基（１世帯１基の補助）で、全世帯数22,489 世帯に対して57.5%でした。 

令和2年4月から市内全域で生ごみ回収事業を本格的に開始したため、生ごみ処理機

購入への助成（生ごみ堆肥化容器設置事業補助金）は、令和2年3月31 日で終了しまし

た。 

 
3.5.1  

 ∞ H29 H30 R1 R2 R3 

  3,633 1,322 2, 447 818 226 

  9,160 10,482 12, 929 13, 747 13,973 

  22,480 22,455 22,489 22,472 22,470 

  ð 40.7% 46.7% 57. 5% 61. 2% 62.2% 

ẑ Ṭ ṕể ể Ṗė ú100 

 

 
3.5.2  

目的 
ごみの減量・資源化を図るため、生ごみ処理機（堆肥化容器）を購入された場合、次

のとおり購入経費の一部を助成します。 

補助対象 
日置市内に住所を有する方 

（平成17年５月１日以降に新たに購入された方） 

補助金額 
購入費の２分の１以内 

（限度額 電気代25,000 円 その他2,000 円） 

補助台数 １世帯につきそれぞれ１台のみ 
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ᵒ ↔╖ ─  

家庭から排出される生ごみを分別・回収し、生ごみの焼却量の削減をめざす「生ごみ

回収堆肥化事業」を行っています。 

これによりごみの焼却により発生する二酸化炭素(CO2)の削減を図り、地球温暖化防

止に貢献するとともに、ごみ処理費用の削減と、回収した生ごみの堆肥化、再利用により、

資源循環型社会の形成を図るものとしています。 

取組は平成２４年度より一部モニター地区より試験的に開始し、平成27年度よりモデ

ル事業として開始しました。モデル事業は令和元年度までの５か年とし、自治会ごとに取

組を行い、1kg当たり10円の報奨金（コツコツマイレージ～CO2CO2マイレージ～）を取組

自治会に還元しました。事業10年目の令和３年度は1,027 t/ 年（取組人数30,400 人）

となりました。 

また、生ごみ発酵を促進するための微生物の栄養源として廃食用油の回収を平成26

年度より開始し、ごみの総排出量に対して僅かではありますが、年間数トンの廃食用油を

回収し資源化しています。 

 
3.5.3  

項目 単位 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

生ごみ 

回収実績 
t / 年 763  925  1,051  1,011  1,027  

取組人数 人 14,875  23,060  27,830  28,444  30,400  

廃食用油

回収実績 
t / 年 11 13 14 13 15 
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本市では、地域子ども会、行政区やリサイクルグループ等の市民団体が実施する資源回

収活動に対して資源回収事業補助金を交付しています。過去５年間の回収量の推移は以

下のとおりであり、平成29 年度から令和元年度は約257 ～343t/ 年で推移してきましたが、

令和2年度以降は新型コロナウィルス感染症の影響により150t/ 年程度となっています。 

中心は古新聞・古雑誌等の古紙回収であり、ごみの再資源化の推進のために、引き続き

ごみの減量化・再資源化の施策の一環として集団回収事業の補助を進めていくこととして

います。 

 
3.5.4  

 ∞ 29  30   ŧ  Ũ  

È É  49,386 48,875 48,288 47,817 47,468 

Ǉǲ t /  343.0 285.6 257.3 155.1 149.2 

  t /  127.7 103.1 85.9 45.3 42.6 

 t /  84.2 74.3 56.6 30.6 27.9 

ȺȬȘ t /  2.0  0.2  0.1  0.1  0.1  

Ʌºɔ t /  57.1 55.7 53.0 47.2 40.9 

ǐǡ  t /  26.5 18.7 29.9 21.4 27.0 

ȋɔɈ  t /  12.3 9.5  10.7 6.4  5.9  

ȢȪºɔ  t /  4.3  2.9  2.5  1.3  1.1  

1.8L∙ ǦȆ /  25, 292 19,295 15,399 2,406 3,380 

  t /  24.0 18.3 14.6 2.3  3.2  

1.8L∙ּז ǦȆ /  5,120 3,015 4,128 503 477 

  t /  4.9  2.9  3.9  0.5  0.5  

ẑ ṕ1.8 Ṗ 0.95kg/ ︡  

 
 

 ǡ  

¥ Ǣ Ǟ ȅ ǌǾ ȅ

ǝ ╢ǛǌǾ    

PTA  Șɒȿ ȢɆºȭ

ǊǂǢǆǿǞ ǌǾǛ ƿ Ǵǒ

ǵǡ¡ 

 ǡ  

 1kg ǽŪⱦ 

 1kg ǽŧⱦ 

ȋɔɈ  1kg ǽŧⱦ 

ȢȪºɔ  1kg ǽŧⱦ 

 
1.8L∙  Ŧ ǒǽŧⱦ 

1.8L  Ŧ ǒǽŦⱦ 
 

ŵ ǡ ǡ Ǣ  ƿ ǡ Ǟ Ǌǒ  

ŵ Ǣ  ƿ Ǌǒ ȅ ǫ╥ǀ Ǌǒ ǡ Ǟǻǽ

ǌǾǵǡǛǌǾ 

 

  



Ũ  Ǉǲ ǡ Ǜ  

-  43  -  
 

ŧÉ ǞǻǾǇǲ ¤טּ טּ  

 

本市では、資源ごみの分別収集やリサイクルプラザによる資源物の選別・回収により資源

化を推進しています。また、焼却施設から排出される焼却灰・飛灰についてもセメント原料化

等による資源利用を推進しています。 

ごみ総排出量（直接資源化量を除く）に対する資源化率（直接資源化量を除く）は、平成

29年度から令和3年度で16.0～16.8%となっています。そのうち最も大きな割合を占める

ものが焼却灰等のセメント原料化量であり、次いで金属類となっています。 

平成２9 年度から令和２年度の資源化率（直接資源化量を除く）の全国値は15. 2 ～

15. 7%、鹿児島県平均値は10.5～10.8%であり、本市におけるごみの再資源化割合は全

国値及び鹿児島県値より高くなっています。 

 
3.5.5  

 ∞ H29 H30 R1 R2 R3 

ӡ Ǉ ǲ  t /  15, 146.1  14, 547.1  14,5 77.1  14, 536.6  14, 295.1  

 Ú  t /  14,029.3  13,323.7  13,254.8  13,357.9  13,103.9  

  t /  343.0 285.6 257.3 155.1 149.2 

 ȋȘȋȤɜȨº ꜠  t /  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

 Ǉ ǲ ¤  t /  773.8 937.8 1,065.0  1,023.7  1,042.0  

Ӣ ּט ȅ ǂǇǲ  t /  14,029.3  13,323.7  13,254.8  13,357.9  13,103.9  

ӣ ּט  t /  3,363.1  3,416.1  3,473.1  3,428.6  3,343.1  

  t /  35.0 27.0 27.0 20.0 18.0 

  t /  446.0 468.0 508.0 585.0 523.0 

 ȕ ɒ Ȣ t /  122.0 117.0 98.0 106.0 83.0 

 Ƀ Ȭ ȱ Ʌ ȱ ɔ t /  56.0 75.0 76.0 85.0 84.0 

 ɀ ɒ Ȣ Ȫ Ȭ Ș  t /  183.0 201.0 198.0 198.0 215.0 

 ¤ ÈȤɊɜȱ É t /  1,137.0  1,076.0  1,012.0  1,011.0  1,215.0  

 ¤ È É t /  254.0 214.0 218.0 229.0  

 Ǉ ǲ t /  13.3 14.7 13.8 15.9 13.9 

  t /  343.0 285.6 257.3 155.1 149.2 

 Ǉ ǲ ¤  t /  773.8 937.8 1,065.0  1,023.7  1,042.0  

Ӥ ּט ȅ ǂ טּ  t /  2,246.3  2,192.7  2,150.8  2,249.9  2,151.9  

ӥ ǞǻǾǇǲ טּ  

ÈӤÝӢÉÜ100 
ð 16.0% 16.5% 16.2% 16.8% 16.4% 

        

Ӧ ǞǻǾǇǲ טּ  

È É 
ð 15.7% 15.5% 15.2% 15.3%  

ӧ ǞǻǾǇǲ טּ  

È É 
ð 10.6% 10.7% 10.5% 10.8%  

ẑ ︣ ḭṡ Ṣḭṡ פֿ ḱ Ṣ טּ Ḯ ḭףּ
פֿ אל ḭ ךּ ︡  

ẑṡ ḱ Ṣ ḭ ễ ︣ ︡ ךּ  
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↔╖ ⌐╟╢  

本市の家庭及び事業者から排出されたごみのうち、市が収集を行わない集団回収ごみ

及び生ごみ堆肥化事業の対象の生ごみ及び廃食用油、並びに収集ごみのうちの有害ごみ

を除く、残りのほぼすべてのごみは中間処理を行い減量化したのちに、資源化を行っていま

す。 

もやせるごみは焼却施設へ、他のごみはリサイクルプラザへ搬入され、搬入された粗大ご

み、不燃ごみ、資源ごみ等は破砕・選別工程により資源物を回収後、施設から搬出し、資源

化を行っています。 

燃えるゴミ及びリサイクルプラザの処理工程後の可燃性破砕残渣はごみ焼却場へ送られ

ます。焼却処理後の焼却灰については平成22年度までは灰溶融施設により溶融処理を行

っていましたが、平成23年度以降は灰の溶融処理を停止しました。 

現在は、平成22年度までに場内にストックしていた溶融処理後の焼却灰を、少しずつ、場

外へ搬出し資源化を行っています。なお、令和３年度からは飛灰もセメント原料として還元し

ています。搬出実績は以下のとおりです。 

 
3.5.6  

 ∞ H29 H30 R1 R2 R3 

Ȣɒș טּ  t /  127 235 53 88 2 

 ă  t /  2, 649 2,884 2,937 3,025 3,027 

ẑ ḭ ︡ 23 ︡ בֿ Ḯ 

 

なお、ごみの焼却による減量化は概ね90%程度となっています。 

 
3.5.7  

 ∞ H29 H30 R1 R2 R3 

ӡ Ǉǲ  t /  13, 665 13, 065 13, 055 12, 899 12, 845 

 ǵƻǾǇǲ t /  13, 184 12, 571 12, 605 12, 469 12, 359 

  t /  481 494 450 430 486 

Ӣ  t /  1,464 1,355 1,297 1,309 1,2 86 

 ¤ ÈȤɊɜȱ É t /  1,137 1,076 1,012 1,011 1,215 

 ¤ È É t /  254 214 218 229  

  t /  73 65 67 69 71 

ӣ 
ǞǻǾ טּ  

ÈŦ ӢÝӡÉÜ100 
ð 89. 3% 89. 6% 90. 1% 89. 9% 90. 0% 
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ū Ǉǲ ¤ ǡ  

ŦÉ ¤◖  

本市の収集サービス等の状況は、下表のとおりとなっています。 

現在はすべての地区においてごみの分別種類及び排出方法、収集頻度、料金を統一し運用

しています。また、クリーンリサイクルセンターで処理できるすべてのごみは個人による直接持ち

込みもできるようになっています。 

なお、家庭ごみの収集は委託業者により収集を行い、事業系のごみは許可業者による収集

を行っています。 

 
3.6.1  

Ǉǲ        

ǷǎǾǇǲ 

Ȣ
ȯ

Ƞ

ɜ
 

ŧ ½  

Ǉǲ  

È Ǟ É 

( 63L) 

( 53L) 

( 35L) 

( 25L) 

È31ⱦ/ É 

È26ⱦ/ É 

È16ⱦ/ É 

È11ⱦ/ É 

≠  

  ɃȬȱɅȱɔ  ǝǊ  

 
Ǉǲ 

ɆɓȹȚȭ ăŦ 
¥

#6 
 

ǷǎǝƷǇǲ Ŧ ½  
Ǉǲ  

È Ǟ É 

( 40L) 

( 30L) 

È26ⱦ/ É 

È16ⱦ/ É 

     

 ɀɒȢȪȬȘ  

ŧ ½  Ǉǲ  

È Ǟ É 

( 63L) 

( 30L) 

( 25L) 

È26ⱦ/ É 

È16ⱦ/ É 

È11ⱦ/ É 

  

 ǦȆ 

 ɃȬȱɅȱɔ 
Ŧ ½  

  ǚ ǽ   

Ǉǲ 
Ǧ

  ǚǀǾ ǽ Ǟ ǌǆǛ¡ 

Ǉǲ  Ŧ ½  
Ǌ ǲǞǻǾ¡ 

ă ǡŪ ǱǚǞ Ǌ ǲ 
630ⱦ 

10kgǇǛǞ100ⱦ Ǌ 

ǲ קּ  
 

ɅȬȘȢ 
    

קּ ɓȞȍȘɔ  ɊºȔºǱǒǢ ǫ 
 

ǲȺȦȜɜ ɊºȔºǱǒǢ ǫ 

ẑểḲ ṇ ḭ ṇ #65 

 

事業系ごみの収集運搬許可業者数は、現在以下のとおりとなっています。 

 
3.6.2  

סּ סּ ╓  

 14 

 ╓ 8 

 ǡǲ 4 

 √ ╪ ǡǲ 0 

 ǡǲ 1 

 ǡǲ 1 



 

-  46  -  
 

また、直接搬入（持込）ごみの処理料金は、以下のとおりとしています。 

 
3.6.3  

 Ǉǲǡ    

 

ǷǎǾǇǲ 
10kgǱǚ 90ⱦ 

10kg ǌǇǛǞ 90ⱦ 

ǷǎǝƷǇǲ 

¤ Ǉǲ 

10kgǱǚ 100ⱦ 

10kg ǌǇǛǞ 100ⱦ 

Ǉǲ 
10kgǱǚ 100ⱦ 

10kg ǌǇǛǞ 100ⱦ 

 Ǉǲ 
10kgǱǚ 630ⱦ 

10kg ǌǇǛǞ 100ⱦ 
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ŧÉ╗  

─ ┘ ─  

本市の一般廃棄物処理施設は、日置市クリーンリサイクルセンターにごみ処理施設（焼却

施設のみ稼働、溶融施設は使用中止しています。）、リサイクルプラザ、最終処分場があり、こ

こですべてのごみを処理しています。しかしながら、稼働開始から既に23年が経過し、建屋

や機械設備の老朽化により、維持管理の経費が顕著に増大しつつあり、新たな施設整備に

向けて具体的な検討を進める時期にきています。 

日置市クリーンリサイクルセンターの現在までの経緯は以下のとおりです。 

 
3.6.4  

Ů Ŭ 16  È ¥  √ ╪  

       ƷǍǿǵ Éǡ ╓

ǛǊǙ  

11 Ũ 19   

¥ 2319 È É 

11 ũ Ŧ  ︣  

17 Ū Ŧ  Ǟǻǽ ¡ 

ȘɓºɜɓȞȍȘɔȤɜȨºǛǊǙ È

 √ ╪      ƷǍǿǵ Éƿ ◖

☺Ǌ  ǡǇǲȅ ¡È 16 11 Ŧ ¥

Ǧ Ǣ Ǜ É 

¥ 2319È É 

24 ũ Ŧ  ȅ Ǌ  ȅ Ǌ  ¤ ȅȤ

Ɋɜȱ   ǞǻǾ ȅטּ  

 

上記の経緯から、日置市クリーンリサイクルセンターは日置市が管理運営する施設ですが、

その位置は現在、鹿児島市域となっています。なお、旧松元町及び旧郡山町は鹿児島市の

ごみ処理施設において処理を行っています。 

 

↔╖ ה  

ごみ処理施設のうち焼却施設は、稼働後23 年が経過し、点検や補修により施設の性能

維持が図られていますが、令和6年9月に（仮称）南薩地区衛生管理組合新クリーンセンタ

ーへの機能移転を予定しています。なお、溶融施設は、平成24年度よりその利用を中止しま

した。 

 

↔╖ ꜞ◘▬◒ꜟⱪꜝ◙  

リサイクルプラザも同時期に竣工・稼働されており、かん、びん、容器包装プラスチック類、

古紙類、ペットボトルなどが処理されています。 
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最終処分場も同時期に竣工・稼働されており、最終処分は溶融飛灰のみを埋め立ててい

ましたが、平成24年度からの溶融施設の利用中止以後、溶融飛灰の埋め立ては行っていま

せん。 

現在は、焼却処理後の鉄類等の資源物以外の焼却残渣、リサイクルプラザからの不燃系

破砕残渣などを最終処分しています。最終処分場の埋立容量は、令和４年12 月１日現在で

22,624.10 ㎥で、平成28年12月１日の埋立残容量の24, 797 .54 ㎥から6.2 %減少しま

した。 

 
3.6.5  

 ȘɓºɜɓȞȍȘɔȤɜȨº 

 ŧŨŦŮ 

 È ¥ É 

 140,988Ԝ 

¤  

Ǉǲ  ¥ Ů Ŭ  ¥ 11 Ũ  

ɓȞȍȘɔɀɒȟ ¥ Ů Ŭ  ¥ 11 Ũ  

    ¥ Ů Ŭ  ¥ 11 Ũ  

◖☺  ≠ È╗ ☺É 

Ǉǲ   

 ÈȢȱºȔ É 

 81t / È40.5t/16h ✕ŧ É 

 ȽȬȱòȘɕºɜ  

ȕȢ  ȕȢ Ú È ꞌ Ú É 

 ą ą  

 ⱶ        

  

 16t/ Èŭt /24h✕ŧ É 

ǡ  24 Ū Ŧ ǻǽ ȅ Ǌ  Ǟ Ǿ 

ɓȞȍȘɔɀɒȟ  

 25t/ ÈŦ Ū ︣ É 

 
Ǉǲ ȼɜ Ȕɜ ּס Ǉǲ   ɃȬȱɅȱɔ 

ɀɒȢȪȬȘ   Ǉǲ 

 
Ȝɜɂɍ   ȋɔɈ  ȕɒȢ  

 

 ⅓  ȋɔɈ ⅓   ⅓  ɃȬȱ¤ ⅓  

  

    

 11 ũ  

¤  13,450Ԝ¤35,000  

 ŧ Ƞºȱ Ú ɇȬȱ 

 50 / È ¥ Ǣ É 

 
ą ą Ȁ ą ąȖɕºȱ ą ą

ɀɒɜȱ ǛǊǙ  
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ŨÉǇǲ ¤  

ごみ処理・処分量の状況は表3.6.6 のとおりとなります。ただし、表中(15) の欄については、

過年度の焼却灰の溶融処理により排出された、溶融スラグを一旦場内貯留したものを再資源

化のため場外搬出したものです。したがって、場外搬出時年度が該当年度に排出されたごみ

と異なることから、該当年度の資源化量には加えていません。 

収集ごみの中間処理率は90.8～92.5%であり、直接資源化量が7.5～9.2%であるため、

ごみ排出量のほとんどは中間処理または直接資源化されている状況となっています。 

再資源化率は、22 .2～23 .9%となっています。 

最終処分率は、2.3 ～3.6%ですが、その多くは、リサイクルプラザから排出される不燃系破

砕残渣物となっています。 
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3.6.6  

 ∞ H29 H30 R1 R2 R3  

1 

Ǉ
ǲ

 

ӡ Ǉǲ  t /  15, 146 14, 547 14, 577 14, 537 14, 295 ɱ2 9 

סּ  2 Ǉǲ t /  12, 421 11, 646 11, 554 11,4 58 11,3 32 ȰºȨ 

3  Ǉǲ t /  257 255 270 308 314 ȰºȨ 

4  Ǉǲ t /  13 15 14 16 14 ȰºȨ 

5  Ǉǲ t /  763 815 828 964 826 ȰºȨ 

6  Ǉǲ t /  575 593 589 612 618 ȰºȨ 

7   t /  343 286 257 155 149 ȰºȨ 

8  ȋȘȋȤɜȨº ꜠  t /  0 0 0 0 0 ȰºȨ 

9  Ǉǲ ¤  t /  774 938 1,065 1,024 1,0 42 ȰºȨ 

10 

 

Ӣ  t /  12, 902 12, 140 12, 004 11, 888 11, 818 11 

11  Ӣ- 1  t /  12, 902 12, 140 12, 004 11, 888 11, 818 ɱ12 13 

12    t /  12, 421 11, 646 11, 554 11, 458 11, 332 ɱ2,8  

13    t /  481 494 450 430 486 ɱ22 24 

14  Ӣ- 2 טּ  t /  1,391 1,290 1,230 1,240 1,215 ɱ16 17 ( 15) ǂ 

(15)    ȢɒșÈ É t /  127 235 53 88 2  

16   ¤ ÈȤɊɜȱ É t /  1,137 1,076 1,012 1,011 1,215  

17   ¤ È É t /  254 214 218 229 -   

18  Ӣ- 3 È É t /  73 65 67 69 71 19 

19    t /  73 65 67 69 71  

20 ӤɓȞȍȘɔɀɒȟ t /  1,595 1,663 1,687 1,884 1,757 ɱ21,25,28  

21  Ӥ- 1 È É t /  481 494 450 430 486 ɱ22 24 

22   ¤ Ǉǲ t /  442 456 411 388 442  

23   Ǉǲ t /  39 38 39 42 44  

24   ǐǡ  t /       ȰºȨǛǡ  

25  Ӥ- 2 È É t /  271 280 329 459 347 ɱ26 27 

26   ¤ Ǉǲ t /  193 200 250 375 263  

27   Ǉǲ t /  78 80 79 84 84  

28  Ӥ- 3 טּ  t /  843 889 908 995 924 ɱ29 34 

29    t /  35 27 27 20 18  

30    t /  446 468 508 585 523  

31   ȕɒȢ t /  122 117 98 106 83  

32   ɃȬȱɅȱɔ t /  56 75 76 85 84  

33   ɀɒȢȪȬȘ  t /  183 201 198 198 215  

34   ǐǡ ɀɒȢȪȬȘ  t /  1 1 1 1 1  

35 

 טּ

ӥ טּ  t /  1,1 30 1,2 38 1,3 36 1, 195 1,2 05 ɱ36 39 

36  ӥ- 1 ǇǲÈ≠ É t /  13 15 14 16 14 4 

37  ӥ- 2  t /  11 13 14 13 15  

38  ӥ- 3  t /  343 286 257 155 149 7 

39  ӥ- 4 ǇǲÈ É t טּ /  763 925 1,051 1,011 1,027 9 

40 

 

Ӧ È É t /  344 345 396 528 418 ɱ41 44 

41  Ӧ- 1  t /  73 65 67 69 71  

42  Ӧ- 2ɓȞȍȘɔɀɒȟÈ ¤ É t /  193 200 250 375 263 26 

43  Ӧ- 3ɓȞȍȘɔɀɒȟÈ É t /  78 80 79 84 84 27 

44  Ӧ- 4  t /  0 0 0 0 0  

45  ð 92. 5% 91. 5% 90. 8% 91. 8% 91.6% ( 12Ú20)Ý1Ü100 

טּ 46  ð 22. 2% 23. 5% 23. 9% 23. 6% 23.4% ( 14Ú28Ú35)Ý1Ü100 

47  ð 2. 3% 2. 4% 2. 7% 3. 6% 2.9% 40Ý1Ü100 

ẑ ḭ ︡ ךּ Ḯ 
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3.6.1 29  

 
  

(21,09,03) 0 (21,09,01) 344

(21,01,05) 73

(21,01,02) 12,421 (21,01,01) 12,902 (21,01,06) 1,391
0)

0 (21,01,04) 481

271

8,854 (21,02,04) 442

(21,02,01) 1,020 (21,02,05) 193

310 (21,02,06) 385
0)

568 (21,03,04) 39

(21,03,01) 575 (21,03,05) 78

13 (21,03,06) 458
0)

43 (21,04,04) 0

1,595 (21,04,01) 0 (21,04,05) 0

5,004 (21,04,06) 0
0)

0 (21,05,04) 0

(21,05,01) 0 (21,05,05) 0

343 (21,05,06) 0
0)

(21,06,04) 0

(21,06,01) 0 (21,06,05) 0

(21,06,06) 0
0)

(21,07,04) 0

(21,07,01) 0 (21,07,05) 0

(21,07,06) 0
0)

(21,08,04) 0

(21,08,01) 0 (21,08,05) 0

49,386 0)

0

49,386 (20,20,01) 1,130 3,364

843
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3.6.2 30  

 
  

(21,09,03) 0 (21,09,01) 345

(21,01,05) 65

(21,01,02) 11,646 (21,01,01) 12,140 (21,01,06) 1,290
0)

0 (21,01,04) 494

280

8,737 (21,02,04) 456

(21,02,01) 1,671 (21,02,05) 200

310 (21,02,06) 1,015
0)

584 (21,03,04) 38

(21,03,01) 1,282 (21,03,05) 80

15 (21,03,06) 1,164
0)

44 (21,04,04) 0

1,663 (21,04,01) 0 (21,04,05) 0

4,559 (21,04,06) 0
0)

0 (21,05,04) 0

(21,05,01) 0 (21,05,05) 0

286 (21,05,06) 0
0)

(21,06,04) 0

(21,06,01) 0 (21,06,05) 0

(21,06,06) 0
0)

(21,07,04) 0

(21,07,01) 0 (21,07,05) 0

(21,07,06) 0
0)

(21,08,04) 0

(21,08,01) 0 (21,08,05) 0

48,875 0)

0

48,875 (20,20,01) 1,238 3,417

2,179

30
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3.6.3  

 
  

(21,09,03) 0 (21,09,01) 396

(21,01,05) 67

(21,01,02) 11,554 (21,01,01) 12,004 (21,01,06) 1,230
0)

0 (21,01,04) 450

329

8,748 (21,02,04) 411

(21,02,01) 1,690 (21,02,05) 250

304 (21,02,06) 1,029
0)

581 (21,03,04) 39

(21,03,01) 1,227 (21,03,05) 79

12 (21,03,06) 1,109
0)

39 (21,04,04) 0

1,687 (21,04,01) 0 (21,04,05) 0

4,622 (21,04,06) 0
0)

0 (21,05,04) 0

(21,05,01) 0 (21,05,05) 0

257 (21,05,06) 0
0)

(21,06,04) 0

(21,06,01) 0 (21,06,05) 0

(21,06,06) 0
0)

(21,07,04) 0

(21,07,01) 0 (21,07,05) 0

(21,07,06) 0
0)

(21,08,04) 0

(21,08,01) 0 (21,08,05) 0

48,288 0)

0

48,288 (20,20,01) 1,336 4,704

2,138
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3.6.4  

 
  

(21,09,03) 0 (21,09,01) 528

(21,01,05) 69

(21,01,02) 11,458 (21,01,01) 11,888 (21,01,06) 1,240
0)

0 (21,01,04) 430

459

8,652 (21,02,04) 388

(21,02,01) 1,906 (21,02,05) 375

357 (21,02,06) 1,143
0)

604 (21,03,04) 42

(21,03,01) 1,218 (21,03,05) 84

16 (21,03,06) 1,092
0)

53 (21,04,04) 0

1,884 (21,04,01) 0 (21,04,05) 0

4,687 (21,04,06) 0
0)

0 (21,05,04) 0

(21,05,01) 0 (21,05,05) 0

155 (21,05,06) 0
0)

(21,06,04) 0

(21,06,01) 0 (21,06,05) 0

(21,06,06) 0
0)

(21,07,04) 0

(21,07,01) 0 (21,07,05) 0

(21,07,06) 0
0)

(21,08,04) 0

(21,08,01) 0 (21,08,05) 0

47,817 0)

0

47,817 (20,20,01) 1,195 4,670

2,235
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3.6.5  

 

  

(21,09,03) 0 (21,09,01) 418

(21,01,05) 71

(21,01,02) 11,332 (21,01,01) 11,818 (21,01,06) 1,215
0)

0 (21,01,04) 486

347

8,555 (21,02,04) 442

(21,02,01) 1,178 (21,02,05) 263

312 (21,02,06) 473
0)

613 (21,03,04) 44

(21,03,01) 579 (21,03,05) 84

14 (21,03,06) 451
0)

53 (21,04,04) 0

1,757 (21,04,01) 0 (21,04,05) 0

4,584 (21,04,06) 0
0)

0 (21,05,04) 0

(21,05,01) 0 (21,05,05) 0

149 (21,05,06) 0
0)

(21,06,04) 0

(21,06,01) 0 (21,06,05) 0

(21,06,06) 0
0)

(21,07,04) 0

(21,07,01) 0 (21,07,05) 0

(21,07,06) 0
0)

(21,08,04) 0

(21,08,01) 0 (21,08,05) 0

47,468 0)

0

47,468 (20,20,01) 1,205 2,129

924
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ũÉȑȶɔȗº Ǧּד ȕȢוֹ  

ごみ焼却施設によるごみ中間処理に伴う温暖化ガスの排出量の算出結果は下表のとおり

で、5,087 t - CO2/ 年～5,924 t - CO2/ 年で推移しています。 

 
3.6.7  

     ∞ H29 H30 R1 R2 R3 

ӡ╗  t - CO2/  4,753 3,875 4,184 4,729 4,558 

Ӣ ÈŶ É t - CO2/  135 146 152 106 87 

ӣ  t - CO2/  909 936 917 914 938 

Ӥ╗ ◖ È É t - CO2/  126 129 132 137 136 

ӥ  t - CO2/  5,924 5,087 5,385 5,885 5,719 

ẑṡ ṕ Ṗ ḱ ṕ ṖṢṕ Ệ ễ Ṗ 

 

 

 
3.6.6  

 

  

4,753
3,875 4,184

4,729 4,558

135

146
152

106
87

909

936
917

914
938

126

129
132

137 136

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

H29 H30 R1 R2 R3

Èt - CO2/ É

╗ ◖ È É

ÈA É

╗
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Ŭ Ǉǲ ǦǇǲ  

ŦÉǇǲ  

本市におけるごみ処理等に関する組織体制は、次のとおりとなっています。 

 

 
3.7.1  

 

  

 

 

 

 

  ȘɓºɜɓȞȍȘɔȤɜȨº 

ȤɜȨº  ȤɜȨº  

קּ ǇǲÈ≠ É 

ǇǲÈ  Éסּ

¤  

¤ ¤  טּ

¤  

¤Ǉǲ 

¤ǐǡ  

 Ũ  

¤  

¤  

¤ טּ  

¤ǐǡ  

 

 ŧ  

¤ ¤  

¤ ┐  

¤ǐǡ  

 ŧ  

¤ ◖ ┐

 

¤  

¤↨ ♥  

¤ɓȞȍȘɔ  

¤  

¤ ┐

 

¤ǐǡ  

¥ ŧ  

◖ ≠ ¥ 

13 ÈR4 É 

ă  Ŭ ǫ≠  

ă ũ סּ  14  

É ǡ  ū Ǟ ȅסּ ǖǙƷǾ 
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ŧÉǇǲ  

本市における収集運搬及びごみ処理・処分費用は、次頁のとおりとなっています。 

行政区域内人口（ここでは、「計画収集人口＋外国人人口」としました。）、ごみ総排出量

（集団回収量などの直接資源化量を除く）ともに過去５か年で減少していますが、１人当たりご

み排出量は横ばいとなっています。 

一方、ごみ処理に必要となる処理・維持管理費は期間を通じて440,000 千円前後となって

います。 

したがって、人口１人当たりの費用は9,000 円/ 人程度で推移しており、鹿児島県平均値と

比較すると平成29年度には同程度であったものが令和２年度には1,400 円/ 人以上高くなっ

ています。全国平均と比較すると平成29～30年度に1,000 円/ 人以上低かったものが令和２

年度には約300 円/ 人ほどの差まで縮まっています。また、ごみ排出量１t 当たりの費用も一貫

して鹿児島県平均及び全国平均より高い水準で推移しています。 
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3.7.1  

 ∞ H29 H30 R1 R2 R3 

ӡ ╓   49,386 48,875 48,288 47,817 47,468 

ӢǇǲ È טּ ǂÉ t /  14,005 13,296 13,227 13,329 13,075 

ӣ  ⱦ 0 0 0 0 0 

¤
┐

 

Ӥ  ⱦ 34,516 28,732 28,383 29,051 30,168 

 ╗  ⱦ 34,516 28,732 28,383 29,051 30,168 

 ◖  ⱦ 0 0 0 0 0 

  ⱦ 0 0 0 0 0 

  ⱦ 0 0 0 0 0 

ӥ  ⱦ 208,453 213,314 226,547 214,286 204,676 

 ◖  ⱦ 0 0 0 0 0 

  ⱦ 206,372 210,914 225,029 210,898 202,872 

  ⱦ 2,081 2,400 1,518 3,388 1,804 

Ӧ  ⱦ 0 0 0 0 0 

ӧ≠  ⱦ 193,230 192,467 202,598 200,823 204,939 

 ◖  ⱦ 0 0 0 0 0 

  ⱦ 192,474 191,711 201,828 200,053 204,169 

  ⱦ 756 756 770 770 770 

 ǐǡ  ⱦ 0 0 0 0 0 

Ө ¤┐  ⱦ 436,199 434,513 457,528 444,160 438,783 

ө╗ ǒǽ ¤┐  ⱦ/  8,832 8,890 9,475 9,289 9,265 

Ӫ Ƶǒǽ ¤┐  ⱦ/ t  31, 146 32, 680 34, 590 33, 323 33,635 

ӫ╗ ᵾᶩ ᴴ┐ ֩ ֪ ⱦ/  8, 832 8, 833 9, 214 7, 853  

Ӭ ᵡᵾᶩ ᴴ┐ ֩ ֪ ⱦ/ t  26, 351 26, 221 27, 375 23, 370  

ӭ╗ ᵾᶩ ᴴ┐ ֩ ֪ ⱦ/  9, 977 10, 159 9,4 90 9, 597  

Ӯ ᵡᵾᶩ ᴴ┐ ֩ ֪ ⱦ/ t  29, 707 30, 298 28, 226 29, 187  

ẑ ṕṨṖ ḭ Ể טּ Ḯ 

טּ  ḱ ṕ Ṗ פֿשּ ︣ טּ Ḯ 

 

 
3.7.2  
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ŭ Ǉǲ ǡ  לּ

ŦÉǇǲ Ǟ ǌǾ לּ  

一般廃棄物処理システムの分析比較については「ごみ処理基本計画策定指針」（平成

28年９月）においてごみ処理の現況及び課題を把握するために表3.8.1 に示す標準的な

評価項目が示されており、適宜、評価標準項目を抽出し、類似団体との比較において評価

を行うものとされています。 

評価の結果は、図3.8.1 に示すとおりです。なお、本市のごみ処理の現況評価は、鹿児島

県全体の指標値との比較により行いました。 

鹿児島県平均値に対し概ね良好であったのは、廃棄物の発生が少ないこと、廃棄物の再

生利用が多いこと、最終処分の割合については少ないことです。 

一方、廃棄物の処理・維持管理費は鹿児島県平均値より高くなっています。今後は、中間

処理施設の老朽化に伴う施設維持費の増加なども考えられるため、より効率的な廃棄物処

理により、費用の低減努力が必要と考えられます。 

また、最終処分費用については、鹿児島県平均値より低くなっています。今後も引き続き、

適切な最終処分場の管理により、極力費用の低減に努める必要があります。 

温室効果ガス排出量については、平成28年度と比較し、増加しているため、低減に向け

た取組が必要です。 
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3.8.1  

 ǚ Ǿǵǡ ǡ  

 

ǡ  ╗ ╗ ǒǽǇǲ  

ǡ  ƾǼǡ  

ȑȶɔȗº ¤  ƾǼǡȑȶɔȗº  

 ǡƹǔ ǈǿǾ  

דּ טּ דּ  ȕȢǡוֹ  
Ǟ ƹּד ȕȢǡוֹ ╗ ╗ ǒǽ

 

ȞºȼȢ ȞºȼȢ  

 וֹ 

╗ ǒǽ  

Ǟ ǌǾ  

ȑȶɔȗº Ǟ ǌǾ  

Ǟ ǌǾ  

Ṗֿפ ṕ 28 ị Ṗ 

 
3.8.2  

לּ   

ǡ  Ǉǲ Ý Ý365  

ǡ טּ  ÝÈǇǲ Ú É 

 ÝǇǲ  

דּ ȕȢǡוֹ  Ǟ ǌǾּד ȕȢוֹ Ý Ý365  

╗ ǒǽ  Ǧ┐ Ǟ ǌǾ Ý  

ǒǽ  Ǟ ǌǾ È ǂÉÝ  

 
3.8.3  

לּ  ∞ H29 H30 R1 R2 R3  ŧ   

ǡ  kg/ ¤  0.777 0.745 0.750 0.764 0.755 0.777 0.764 0.745 

ǡ  t /t  0.222 0.235 0.239 0.236 0.234 0.239 0.236 0.222 

 t /t  0.023 0.024 0.027 0.036 0.029 0.036 0.036 0.023 

דּ ȕȢǡוֹ  kg- CO2/ ¤  0.329 0.285 0.306 0.337 0.330 0.337 0.337 0.285 

╗ ǒǽ  ⱦ/ ¤  8,832 8,890 9,475 9,286 9,265 9,475 9,289 8,832 

ǒǽ  ⱦ/ t¤  8,247 9,148 5,778 7,875 6,158 9,148 7,875 5,778 

 
3.8.4  

ǡטּ   

╗ ╗ ǒǽǇǲ  ÈŦ [ » ]Ý ÉÜŦťť 

ƾǼǡ  Ý ÜŦťť 

ǡƹǔ ǈǿǾ  ÈŦ [ » ]Ý ÉÜŦťť 

Ǟ ƹּד ȕȢǡוֹ ╗

╗ ǒǽ  
ÈŦ [ » ]Ý ÉÜŦťť 

╗ ǒǽ  ÈŦ [ » ]Ý ÉÜŦťť 

ǒǽ  ÈŦ [ » ]Ý ÉÜŦťť 
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3.8.5  

 ∞ ŧ    

ǡ  kg/ ¤  0.7 64 0.918 116.7 

ǡ  t /t  0.2 36 0.164 143. 9 

 t /t  0.0 36 0.110 167.0 

דּ ȕȢǡוֹ  kg- CO2/ ¤  0.337 0.250 65.1 

╗ ǒǽ  ⱦ/ ¤  9, 289 7, 853 81. 7 

ǒǽ  ⱦ/ t¤  7, 875 11, 829 133. 4 

ẑ Ḳ Ễ ḭ 28  

ẑ ṇ Ễ ḭ Ễ ךּ  
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3.8.1  

 

116.7

143.9

167.0

81.7

133.4

65.1

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0
ǡ

ǡ

╗ ǒǽ

ǒǽǡ

דּ ȕȢǡוֹ

Ø100ǡɒȍɜÙ 

דּ ȕȢוֹ  

28  

ǐǡ ǡ  

 

ӡÔ ǡ ÕǞ ǌǾȪɌºȱșɒȾǡ      ¥ ƿ ƷǮǜǇǲǡ ƿÔ ǝƷÕǛƷƹ ǛǝǾ 

ӢÔ ǡ ÕǞ ǌǾȪɌºȱșɒȾǡ     ¥ ƿ ǀƷǮǜ ƿÔ ƷÕǛƷƹ ǛǝǾ 

ӣÔ ÕǞ ǌǾȪɌºȱșɒȾǡ      ¥ ƿ ǀƷǮǜ ƿÔ ǝƷÕǛƷƹ ǛǝǾ 

ӤÔ ╗ ǒǽ ÕǞ ǌǾȪɌºȱșɒȾǡ  ¥ ƿ ǀƷǮǜ ǢÔ ǝƷÕǛƷƹ ǛǝǾ 

ӥÔ ǒǽǡ ÕǞ ǌǾȪɌºȱșɒȾǡ  ¥ ƿ ǀƷǮǜ ǢÔ ǝƷÕǛƷƹ ǛǝǾ 

ӦÔּד ȕȢǡוֹ ÕǞ ǌǾȪɌºȱșɒȾǡ     ¥ ƿ ǀƷǮǜּד ȕȢוֹ ǢÔ ǝƷÕǛƷƹ ǛǝǾ 

 

ă ¥ ŧ   ¥ 29 Ũ ǡ ∫ Ǧ ŧ  

9,475

9,289

8,832

7,853

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

Èⱦ/ ¤ É

R2

╗ ǒǽ

Ø לּ Ùוֹ

9,148

7,875
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11,829

0
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4,000

6,000

8,000
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14,000

Èⱦ/t ¤ É

R2

ǒǽǡ

Ø לּ Ùוֹ

0.778

0.764

0.746

0.918

0.600

0.700

0.800

0.900

1.000

1.100

Èkg/ ¤ É

R2

ǡ Ø לּ Ùוֹ

0.238

0.236
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0.164

0.050

0.100

0.150

0.200

0.250

(t/t)

R2

ǡ Ø לּ Ùוֹ

0.0360.036

0.023

0.110
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(t /t)

R2

Ø לּ Ùוֹ

0.3370.337
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0.200
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Èkg- CO2/ ¤ É

R2 H28 È É

דּ ȕȢǡוֹ

Ø לּ Ùוֹ
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Ů Ǉǲ ǡ  

ŦÉȂƿ ǞƽǄǾǇǲ ǡ  

わが国におけるごみ処理関係法令の歴史は以下のようになっています。 

 
3.9.1  

  ǡ  

 

 

1950  

ŵ ♥ ǛǊǙ

ǡ  

ŵ ♥ ǚ  ǝ

ǡ  

ŵ ( 1954) 

1960  

 

1970  

ŵ Ǟ ƹ

ǡ Ǜ

Ô Õǡ  טּ

ŵ ǛǊǙ

ǡ  

ŵ (1963)  

ŵ (1970) 

ŵ (1976) 

1980  

ŵ 

ǡ  

ŵ Ǟ ƹ

 

ŵ ╓ ȤɜȨº (1981)  

ŵ ּט (1983) 

1990  

ŵ ǡ  

 

ŵ ɓȞȍȘɔ

ǡ  

ŵ È

ǳÉ  

ŵ ǡ ¤

ǡ Ǟꞌǋǒטּ

ǡ ǲǡ

 

ŵ (1991) 

ŵ (1992) 

ŵ (1993) 

ŵ ɓȞȍȘɔ (1995) 

ŵ (1997) 

ŵ ּק ɓȞȍȘɔ (1998) 

ŵ (1999)  

2000  

ŵ ȅ

ǊǒŨƇǡ  

ŵ 

ǡ  טּ

ŵ ǡ  טּ

ŵ ǡ

 טּ

ŵ (2000)  

ŵ ɓȞȍȘɔ  

ŵ ɓȞȍȘɔ (2000) 

ŵ (2000) 

ŵ ƅŸŷ (2001) 

ŵ ɓȞȍȘɔ (2002) 

ŵ (2003) 

ŵ (2003 06,10)  

ŵ ּק ɓȞȍȘɔ (2012) 

ŵ Ǧ (2015) 

ŵ ɀɒȢȪȬȘǞ Ǿ ǡ Ǟ ǌǾ ( 2022) 

Ḳṡ כֿ ךּ ṕ 28 5 19Ṗ
Ṣ  

 

 

  

¤

 

¤

 

♥
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ŧÉ ¤ɓȞȍȘɔ ǡ  

循環型社会の形成と推進に向けて、循環型社会形成推進基本法をはじめ、個別物品の特

性に応じた各種リサイクル法が整備されています。 

 

 
Ḳṡ  ḱ  

Ṣṕ2014Ễ Ṗ 

3.9.1  
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ŨÉ ǡ ǡ  

 

循環型社会形成推進基本法（平成12年法律第110 号）に基づき、第四次循環型社会

形成推進基本計画（以下、「第四次循環基本計画」という。）が平成30年度に策定されまし

た。第四次循環基本計画は、環境的側面、経済的側面及び社会的側面の統合的向上を掲

げた上で、重要な方向性として、①地域循環共生圏形成による地域活性化、②ライフサイク

ル全体での徹底的な資源循環、③適正処理の更なる推進と環境再生などを掲げ、その実

現に向けて概ね2025 年までに国が講ずべき施策を示しています。 

 
3.9.2  

 12 È É Ŭ È É 

Ŧ Ŧ ǒǽǡǇǲ ăŦ 1,185g/ /  850g/ /  

Ŧ Ŧ ǒǽǡּק Ǉǲ ăŧ 660g/ /  440g/ /  

Ǉǲ  1,799 t  1,100 t  

ẑể ֿפ ṕ ḭ ḭ נּ Ṗ
/ /365  

ẑỄ ֿפ ṕ ḭ פֿ ךּ פּ Ṗ/
/365 

 

┘  

廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るた

めの基本的な方針（平成13 年５月環境省告示第34 号。以下「基本方針」という。）につい

ては、令和２年度（平成32年度）を目標年度としてきましたが、基本方針の内容に大幅な変

更の必要がないことから令和２年度は改定を行わないこととなりました。令和２年度以降に

ついては、第四次循環基本計画等の目標を参考にして施策を進めることとされています。 

 
3.9.3  

 Ŭ  

 3,800 t  

 28ð 

 320 t  

ǐ
ǡ

ǡ

 

ȑȶɔȗº  
ǈǿǒ╗ ǡƹǔ ȅ ǌǾ ǚ

ǈǿǾ╗ ǡ ȅ46ðǛǌǾ 

Ŧ Ŧ ǒǽǡּק

Ǉǲ  
קּ Ǉǲ ¥ 440g/ /  

טּ ǡ  

ŵ ּק ɖȢ ȅ №ǊǙƷǾ ¥200 ∙  

ŵ ּק ɓȞȍȘɔ ǡ ǡ ╥ ǡ ȅ

ǊǙƷǾ ¥100ð 

ŵ ǡ ǡǒǴǡ ȅ ǖǙƷǾ

ǡ ¥80ð∙  
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廃棄物処理施設整備計画は、廃棄物処理施設整備事業の計画的な実施を図るため、廃

棄物の処理及び清掃に関する法律第５条の３に基づき、５年ごとに策定されるものです。 

現行の計画は、従来から取り組んできた３Ｒ・適正処理の推進や気候変動対策、災害対

策の強化に加え、地域に新たな価値を創出する廃棄物処理施設の整備について強調して

います。また、人口減少等、廃棄物処理をとりまく社会構造の変化に鑑み、廃棄物処理施設

の適切な運営に必要なソフト面の施策についても記載を充実しています。 

 
3.9.4  

 

ÈŦÉ Ǟ ǘƷǒŨƇǡ  

ÈŧÉ Ƿ Ǟ ǊǙ ƾǗ↨ ǝ╗ ȠȢȯɉǡ  

ÈŨÉ ╓ǡ Ǧ ≥ ȅ ƾǊǒ╗ ǡ  

 

Ǧ◖☺ǡ   וֹ  

ƾǗ ǝ  
ǡ Ǟ ǌǾ  

ÈŦÉ ǡ╗ ȠȢȯɉȅ ǋǒŨƇǡ  

ÈŧÉ סּ ǝ ǡ Ǟ Ǆǒ↨ ¤ ǝ

Ǧ◖☺ 

ÈŨÉ ȠȢȯɉǞƽǄǾ ǡ  

ÈũÉ ȹȍȓɇȢǡ ǡ  

ÈŪÉ ǡ  טּ

ÈūÉ ╓Ǟ ǒǝּל ȅ ǌǾ ǡ  

ÈŬÉ ╓ ǡ Ǜ ǡ  

ÈŭÉ Ǟ Ǿ ǡ Ǧ ǡ  טּ

Â ǇǲǡɓȞȍȘɔ ¥21ðą27ð 

Â ╗ ǡ ¥ 

            2017 ǡ È20 Éȅ┐  

Â Ǟ ǈǿǒǇǲ ǡ ǡ ¥ 

                      19ðą21ð 

Â ȑȶɔȗºȅ ╓ȅ Ǵǒ Ǟ ǊǙƷǾ ǡ

¥40ðą46ð 

Â ּט ╓ ǡ טּ ¥53ðą70ð 

Â ּט ǡ ¥62ðą76ð 

Â ȑȶ טּ ǡ ǞǻǾּד ȕȢוֹ ¥ 

                 15 t - CO2ą12 t - CO2 
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ũÉ  

鹿児島県では、廃棄物処理法の改正、第四次循環型社会形成推進基本計画やプラスチッ

ク資源循環戦略の策定を受け、「鹿児島県廃棄物処理計画」を令和３年３月に改定しました。

改定した計画のうち、一般廃棄物処理計画に関する概要を以下に示します。 

 
3.9.5  

 
Ø Ù È Ũ Ũ É 

 

Ø Ù Ũ Ŭ ǱǚǡŪ  

 

Ø ƻ Ù 

ù ƻ  

ӡǚǀǾ ǽ ǡ ȅ ǌǾ¡ 

Ӣ ǛǝǖǒǵǡǞǗƷǙǢ¢ ǐǡ ǡ ǫǡ ǡ Ǟ ǊǗǗ

¢ ¢ ǌǾǝǜ ȅ ƹ¡ 

ӣǆǿǼƿ ȂǿǝƷǵǡǞǗƷǙǢ¢ ǝ ȅ ƹ¡ 

ù╗ Ǟ ǌǾ ƻ  

Ӥ ÈɓȰɎºȢÉ  ÈɓɏºȢÉ  ÈɓȞȍȘɔÉǡŨƇǡ  

ӥ ƿⱦ Ǟ ȂǿǾǻƹ¢ ǡ ╓ ǝ ȅ  

 

Ø ǡ Ǜǡ Ù 

ȅ ǀ ȅ Ǡ ǚǀǝƷ ǲǛǝǖǙƷǱǌ¡ 

ǡ  
ǞƽǄǾ 

27  

ǞƽǄǾ 

ŧ  
ŧ  

È ȱɜÉ 551 516 532 

╗ ╗ ǒǽ ( g)  915 890 918 

ɓȞȍȘɔ ÈðÉ 17.3 22.1 16.4 

È ȱɜÉ 70 60 59 

 

Ø╗ Ǟ ǌǾ Ù 

╗ Ǟ ǌǾ  

Ǉǲǡ

   טּ

ɓȞȍȘɔǡ

 

ŧ ǞƽǄǾ ǡǇǲǡ   ╗ ╗ ǒǽǡ  ɓȞȍȘɔ Ǟ

ǗƷǙ ƷǍǿǵ ǞƽǄǾ ȅ ǚǀǝƷ ǲǚƵǾǆǛƾǼ ╥ǀ ǀ 

ɖȢǡ ǷɀɒȢȪȬȘǡ ȅ ǌǾǝǜ ǻǽ╗ ǡ ǷɓȞȍȘɔȅ

ǌǾ ƿƵǽǱǌ¡ 

קּ ƾǼ ǈǿǾɀɒȢȪȬȘǇǲǞǗƷǙǢ    ǛǊǙ ǌǾǆǛƿ

ǴǼǿǾǛ ǱǿǾǆǛƾǼ  Ǣ  ǞȂƾǽǷǌƷ ɔºɔǡ Ƿ

ȅ ǌǾ ƿƵǽǱǌ¡ 

Ǉǲǡ

ǡ  

Ǉǲǝǜǡ Ƿ  ǀ ǡ Ǉǲƿ Ǽǿ ǆǿǼǡ Ǜ Ǣ 

ǡ ǀǝ ǛǝǖǙƷǾǆǛƾǼ  Ǜǵ  ǡ╗ Ǟ ǘǂ 

ǡ ǝ ȅ ǌǾǒǴ  ǡ≥ Ǟ ǴǾ ƿƵǽǱǌ¡ 

╗ǡטּ ǡ Ǟǻǽ Ǉǲ Ǌƿ ǛǝǾ ƿ ǌǾǆǛƿנּ ǱǿǾǆǛƾ

Ǽ  ǝǇǲ ȅ ǌǾ ƿƵǽǱǌ¡ 

Ǉǲ

ǡ ╓  

ǞȂǒǽ סּ ǝ ƿ ǈǿǾǻƹ  ǡ ╓ ǝ Ƿ

ǡ ȅטּ ǴǾ ƿƵǽǱǌ¡ 

ȜȢȱ ȅ ǽǝƿǼ  ǡ ƾǗ ǝ┐ Ƿ ȅ ǌǾ ƿƵǽ

Ǳǌ¡ 

דּ טּ ǡ ƾǼ ȑȶɔȗºǡ ȅ ǾǒǴǡ ǝ ǷǇǲ

ǡ ǞǗƷǙǵ ǌǾ ƿƵǽǱǌ¡ 
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Ø Ǧ Ù 

╗ Ǟ Ǿ Ǧ ǡ Ǣ ∙ּזǡǛƽǽǚǌ¡ 

 

3.9.6  

ǡ  
ŧ  

 

Ŭ  

 

Ŭ  

 
 

È ȱɜÉ 532 501 483 9.2ð  

╗ ╗ ǒǽ ( g)  918 909 875 4.7ð  

ɓȞȍȘɔ ÈðÉ 16.4 17.4 23.4 7.0Ɇȍɜȱ  נּ

È ȱɜÉ 59 52 47 20.3ð  

 
3.9.7  

טּ

ɓ
Ȟ
ȍ
Ș
ɔ
ǡ

 

ÈŦÉ ǡ  

Ǜ ǊǒǇǲ ǡ ǝǜ 

ŵ Ǜ ǊǝƿǼ  ɖȢǡ ǷɇȍȹȬșȖɌɜɃºɜǝǜȅ Ǌ Ǉ

ǲǡ ȅ  

ÈŧÉ ɖȢǡ  

ŵ Ô ɖȢ ÕǛǡ ȅ ǽǝƿǼ  ɖȢǡ Ǟ ǄǙ  Ǭ

ȅ ǞǊǝƷ≥ ǡ Ǜ Ǟטּ ǽ ǳ¡ 

ӡ ǡ ɖȢ Ǟ ǌǾ ǡ  

ŵ Ǟ Ǌ Ũť¤Ŧť◖ ǝǜ ⱪ ȠºȣɜǷ ǡ ǝǜ  ǇǛ

ǡ ǡ ȅ ƻǒ  

Ӣ ¤ ǡ ɖȢ Ǟ ǌǾ ǡ  

ŵ ɖȢ Ǟ ¤ ǌǾ ȅ ƹÔ Ǭǀǽ Õǡ ǡ  Ũ

ť¤Ŧť◖ ǡ  

ӣ ǡ ɖȢ Ǟ ǌǾ ǡ  

ŵ ǫǡ Ƿ ǝ ǡ ǡ  

ÈŨÉ ǡ  

ȹȍȓɀɒȢȪȬȘǫǡ  

ŵ ȹȍȓɇȢɀɒȢȪȬȘǡ Ǟ Ǆǒ ǡ ǡ Ƿ ǡ ǝǜ  

קּ ƾǼ ǈǿǾɀɒȢȪȬȘ ǡ ¤ɓȞȍȘɔ 

ŵ ǞƽƷǙ  Ǜ Ǉǲǡ╗ ǡ ƿ ǈǿǙƷǾǆǛƾǼ ǐǡ ȅ

№Ǌ ǫ  

ÈũÉ ɓȞȍȘɔǡ  

ÈŪÉּק   קּ ɓȞȍȘɔǡ  

ÈūÉ ɓȞȍȘɔǡ  

ÈŬÉ ǇǲǝǜǡɓȞȍȘɔǡ  

ÈŭÉ ɓȞȍȘɔǡ  

ÈŮÉǐǡ ǡ ǡɓȞȍȘɔǡ  

ǡ

 

ÈŦÉǇǲǡ ╓ ǡ  

ŵ ╓ ǝ Ƿ ǡ  ǛǛǵǞטּ ╓ǡ Ǟꞌǋǒ ¤ ǝ ȅ  

ŵ ȜȢȱ ȅ ǽǗǗ  ǡ ƾǗ ǝ┐ Ƿ Ǟǻǽ  ǡ

Ⱬ טּ ȅטּ  

ÈŧÉ╗ ǡ┐ ǡ  

ŵ Ǟ ǘǀ  ǝ ƿ ǈǿǾǻƹ  ǡ┐ Ǟ Ǿ ǝ  

ÈŨÉ ȑȶɔȗºȅ ǌǾ ǡ  

ŵ ǡ ȑȶɔȗºּטǷ  ¤ ǛǊǙǡ ȑȶɔȗºǡ ǝ ȅ Ǵ

Ǿ ǡ  

ŵ ╓ Ǟꞌǋǒ ȹȍȓɇȢǡ ǡǒǴǡ Ƿ ╓ ǡ Ǟ

ǌǾ ǝ  
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ǡ

 

ÈŦÉ ǡ  

ÈŧÉ ╓ ♥ ǡ╔  

ÈŨÉ ╗ ǫǡ ǝ  

Ǉǲ ǡ ǡטּ  

ǝ ǡ  

ŵ ּטǞ ꞌǊǒǇǲ ƿ ǈǿǾǻƹ  

ÈũÉּק ǡ  

 
3.9.8  

ǡ  

ɓȞȍȘɔǡ טּ  

ŵ ǡ╗ ǡ ǡ  

ŵ ╗ ǡɓȞȍȘɔȅ ǌǾǒǴǡ ǡ  

ŵ ǡ Ǜǡ  

ŵ ǞƽǄǾɓȞȍȘɔ ǡ Ǜ ƾǼ ǌǾ

ǡ   ɓȞȍȘɔǡ טּ  

ŵ Ǉǲ ǡ ǡטּ  

ǡ  
ŵ ǡ ǝ ǛȩȍȓȖȠɜ ǡ  

ŵ ǛǊǙ  Ǜ Ǌǒ ǡ  

Ǉǲǡ  
ŵ ǀ ǡ ǝǜ  ǡ ǡǒǴǡ ȖɌɜɃºɜ ǡ

 

ǡ  
ŵ ╗ ǡ ╓ ǡ  

ŵ ȑȶɔȗºȅ ǌǾ ǡ  

ŵ ǡ ǞƽǄǾ Ǜǡ≥  

Ǟ ǌǾ

Ǧ ǡ  
ŵ ǡ ǡ Ƿ ǞǗƷǙ  Ǜ Ǌǒ ǫǡ  
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ŪÉ ǡ  

28  

本市の上位計画である「第２次日置市総合計画（計画期間：平成28年度～令和７年度）」

の概要（一般廃棄物に関する事項を中心として）を下表に示します。 

 
3.9.9  

ŧ  

ǡ Ǧ  
Ø Ù 

ǜǵǒǔǞ  ƽ ǻǽǞǊƵȂǎǡƵǾǱǔȅǗǂǽǱǌ½ ǂǆǛǞ ƿƵǽ  ƾǝǱǔȅǗǂǽǱǌ

½ ȅטּ ƾǊǒ ╔ǡǱǔȅǗǂǽǱǌ½ ƾǝ ȅ ǞǊ  ǌǬǙƿ ǝǱǔȅǗǂǽǱ

ǌ½ǀǱǽȅ ǽ  ȅ ȂǎǙ↨ ¤↨ ǝǱǔȅǗǂǽǱǌ 

 

Ø Ù 
Ö ȆǚǻǊ ǠǙǻǊ ǨǿƵƷƵǨǿǾǱǔ ǥƽǀ× 

 

Ø ǡ ȯºɇÙ 
ÔƷǀƷǀ ǷƾÕ ɀɒɜ 

Ô↨ ¤ǷǌǼǁÕ ɀɒɜ 

Ô ǛǞǁȂƷÕ ɀɒɜ 

 

Ø Ù 

Ŧ ǛǷǈǊǈ ǟǂǵǽǞ ǔǒǱǔǘǂǽØ ¤═ ¤ Ù 

ŧ ƾǝ Ǜ Ǌ ↨ ǚ↨ ǊǙ ǚǀǾ ǝǱǔǘǂǽØ Ù 

Ũ ƵǾ ǛǞǁȂƷǡƵǾǱǔǘǂǽØ Ù 

ũ ƾǝ Ǜ ȅ╔ǙǾǱǔǘǂǽØ ╔¤  ȢɆºȭÙ¤טּ

Ū ↨ ǚ ǝ ǼǊǷ ǡ ǘǂǽØ Ù 

ū ╓Ǜ Ǜ ƿǗǝƿǾ סּ ǝǱǔǘǂǽØ ¤ Ù 

 

Ø╗ ÈǇǲÉǞ ǌǾ ǡ Ù 
¤ ¤ ǡ ǝ┐  

¤ ǡ Ǧ ǡ  

¤ ǡ ǞǻǾ ǡ ǡטּ  

Ǉǲ Ǟ ǌǾ ǡ  
ù ¤ ǡ ǝ┐  

¤Ǌ אל   ȘɓºɜɓȞȍȘɔȤɜȨºǝǜǞ ǊǙǢ ◖☺ Ǜǡ ȅ ǽǝƿǼ  ǝ

┐   Ǟטּ ǽ ǳ¡ 

ù ǡ Ǧ ǡ  

¤ Ƿ ǫǡ ¤ ǝǜȅ ǋ  ǡ Ƿטּ ǡ ǝǜ ǡ Ǟ Ǆǒ

ȅ ǌǾ¡ 

¤↨ Ǌǒ ȅ ƹǒǴ  ǡ ǝ┐ ȅ Ʒ ↨ ǚ ǝ◖ Ǟ ǴǾ¡ 

ù ǡ ǞǻǾ ǡ ǡטּ  

¤ ǊǙƷǾ ǇǲɋȴȨºǡ ȅ ǊǙƷǀ  ╓ ǚǡÔ ǡ Õ ȅ ǈǎ 

ǡ  ¡ǞǗǝǅǾטּ

 

È ∞¥  tÉ 

 

וֹ  

 

È 26 É 

 

È Ŭ É 

ǇǲɋȴȨº  100 20,000 

Ǉǲ  15,383 12,400 
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本市では、令和元年10月に、環境の保全に関する施策の総合的・体系的な推進を図り、

市民や事業者がそれぞれの立場で、環境の保全に向けた取組を進める際の指針となる「第

２期日置市環境基本計画」を策定しました。当計画の概要を以下に示します。 

 
3.9.10  

 
Ø Ù ŧ È 10 É 

Ø Ù 10 Ǳǚǡ10  

Ø ǌ ǡ Ù Ǜ Ǜ ƿƵǨǿǾ ¤ǥƽǀ 

Ø Ù 

¥ ¤ ȅǢǋǴǛǊǒ  ǿǒ ǡ ȅ ǽ Ǣǃǂǳ 

¥ ǡ ǝƷ ǼǊȅ Ǌ  ȅ ǌǾ 

¥ȑȶɔȗºȅ Ǟ Ǌ  ǘǂǽȅ ǌ 

¥ ǚ ƾǝ Ƿ טּ ȅ ƾǊ  ƷǱǔȅ Ǿ 

¥ ȅ ǽ ╔ǙǾ ȅǢǃǂǲ  Ǜ Ǜ ƿƵǨǿǾ ǞǌǾ 

 

ù ǡ È É 

ǡǇǲǡ ƿ ƻǙƷǱǌ¡ 

ǡ ǒǔǡ ǼǊǡ ǚǢ ǇǲǢ Ǎ ǊǱǌ¡ǊƾǊ ƾǡ ƿ ǀǒ

ǞǢ  Ƿ ǝǜǞǻǖǙǇǲǢǮǛȆǜ ǎǍ  ƿ ǈǿǙƷǒǛ Ȃ

ǿǙƷǱǌ¡ 

ǒǔǢ  ǡ ȅ ƾǊǗǗ  ǡ ȅ ǋǒ ȅ ǊǙƷǂ ƿƵ

ǽǱǌ¡ 

ǡ ǝ  Ĥ Ǉǲǡ Ǜ   ǡ Ǟ ǽ ǲǱǌ 

ǝ   

4RØRefuse(ɓȾɎºȣ¥ Ǿ) Reduce(ɓȰɎºȢ¥ ) Reuse(ɓɏº

Ȣ¥ ) Recycle(ɓȞȍȘɔ¥ )Ù◖ ȅ ǊǱǌ¡ 

 

ɇȍȹȬș ȅ Ǌ ɕȡ ǡ Ǟ Ǆǒ ȅ Ǟǻǽ ǊǱǌ¡ 

Ǉǲ ǔ ǽ È ǡ Ǧ Ǟ ǌǾ ǡ╗

ÉǞ ǘǀ  Ǉǲǡ Ǟ ǴǱǌ¡ 

Ǉǲǡ ǡ Ǟ ǄǙ  ǞǻǾȺȱɖºɔǡ Ƿטּ ǡ ȅ

ƷǱǌ¡ 

ǇǲǡɆȍ Ǚ ǷɃȬȱǡǨȆǡ Ǟ ǄǙ  ǡ Ǟǻǽ

ɇȳºǡ ȅ ǽǱǌ¡ 

Ǉǲǡ Ƿ Ǌ ȅ ǌǾǻƹ ǴǙƷǀǱǌ¡ 

Ǟ ǊǙ Ǉǲ טּ ǡ ȅ ǊǱǌ¡ 

פֿ ₲ Ƿ ₲   Șɓºɜ ǝǜ ǞǻǾ ╓ טּ ȅ

ǊǱǌ¡ 

 

 

ǷȘɓºɜ¤ɓȞȍȘɔȤɜȨº ǦɓȞȍȘɔɀɒȟ ◖☺

ȅ ǊǱǌ¡ 
 

ǇǲɓȞȍȘɔǞǻǾ דּ טּ Ǟ ǴǱǌ¡ 

ǡ ǞǻǽɓȞȍȘɔǞ ǽ ǲǱǌ¡ 
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3.9.11  

 
 

È É 

 

È É 

Ɇȍ Ǚǝǜǡ Ǉǲȅ Ǟ

ǋǾ ǡ  

21.1ð 

È 30 É 

12ð 

È 10 É 

Ǉǲ  
14,447t  

È 30 É 

12,500t  

È 10 É 

ɓȞȍȘɔ  
21.9ð 

È 30 É 

30.0ð 

È 10 É 

 
346t 

È 30 É 

320t 

È 10 É 

Ḳ ︢ ( ) ṡּפ Ṣ ṡ Ṣ ︡ ḭ
ṡ Ṣ ︡ צּ ︣ ︡ (
)Ḯ 

פֿ ḭ ḭ ḭ 26Ṍ30 Ḯ 

 

 
3.9.12  

 

ŵ 4R◖ ȅ ǊǱǌ¡ 

ŵ ɇȍȹȬșǷɇȍǢǊǡ   Ǉǲǡ ǝǜǇǲטּ Ǟ ǴǱǌ¡ 

ŵ Ǣ ǾǻƹǞǊǱǌ¡ 

ŵ ǴǼǿǒǇǲǡ ȅ Ʒ Ǉǲ Ǌɔºɔȅ ǽǱǌ¡ 

ŵ ǡǇǲǢ ǔ ǖǙ ǊǱǌ¡ 

ŵ Ɇȍ Ǚ ◖ ȅ Ǌ  ǘƷǒ ǢǌǃǞǇǲȅ ƷǱǌ¡ 

ŵ ǡ ȅ ǝƿǼɆȍ Ǚ¤ Ⱥȱɖºɔȅ ƷǱǌ¡ 

ŵ Șɓºɜ ǝǜǡ ╓ טּ Ǟ  ¡ǊǱǌנּ

 

ŵ 4R◖ ȅ ǊǱǌ¡ 

ŵ ╦ ǚǢ ǽǣǊȅ ƾǍ  Ǌ ǽ Ǌ ǊǱǌ¡ 

ŵ ɕȡ ǡ Ƿ ⌐ Ǟ ǽ ǲǱǌ¡ 

ŵ ǴǼǿǒǇǲǡ ȅ Ʒ Ǉǲ Ǌɔºɔȅ ǽǱǌ¡ 

ŵ Ǉǲȅ Ǌ ɓȞȍȘɔȅ ǊǱǌ¡ 

ŵ Ǉǲ Ǟ ǌǾ ǫǡ ȅ ƷǱǌ¡ 

ŵ ǡ ǡ Ǟ ǊǱǌ¡ 

ŵ ǡ ȅ ƷǱǌ¡ 

ŵ Șɓºɜ ǝǜǡ ╓ טּ Ǟ  ¡ǊǱǌנּ
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↔╖ 29  

一般廃棄物（ごみ）処理基本計画の前回計画で予測した中間目標年度（令和３年度）ま

でのごみ総排出量、一人一日当たり排出量、リサイクル量、リサイクル率、ごみの各指標の目

標値の達成見込みを下表、下図に示します。 

ごみ総排出量は、一人一日当たりごみ排出量とともにごみの排出抑制施策実施後の推

計値を下回っており、中間年度の目標を達成しています。 

リサイクル量及びリサイクル率についても目標を達成していますが、最終処分率について

は、令和元年度に目標値を上回っており、これは粗大・不燃ごみ等の埋立処分量が影響して

いると考えられることから、これらの排出抑制が求められます。 

 
3.9.13  

 ∞ 
 

H28 H29 H30 R1 R2 R3 

Ǉǲ  
È טּ

ǳÉ 

ǝǊÈ É 

t /  

16,172 16,373 16,548 16,703 16,842 16,967 

È É 16,172 16,373 16,548 16,164 15,781 15,398 

  15,146 14,547 14,577 14,537 14,295 

╗ ╗ ǒ

ǽǇǲ  

ǝǊÈ É 

g/ /  

896.4 912.6 927.6 941.6 954.8 967.5 

È É 896.4 912.6 927.6 911.2 894.7 878.0 

  839.6 814.7 826.3 832.1 824.2 

ɓȞȍȘɔ  

ǝǊÈ É 

t /  

2, 813 2,831 2,847 2,861 2,873 2,884 

È É 2,881 2,984 3,083 3,118 3,151 3,183 

  3,364 3,417 3,474 3,430 3,344 

ɓȞȍȘɔ  

ǝǊÈ É 

ð 

17.4 17.3 17.2 17.1 17.1 17.0 

È É 17.8 18.2 18.6 19.3 20.0 20.7 

  22.2 23.5 23. 8 23.6 23.4 

 
ÈǇǲ Ǟ

ǌǾ É 

ǝǊÈ É 

ð 

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

È É 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

  2.3  2.4  2.7  3.6  2.9  

 

 
3.9.2(1)  

12,000
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È ǝǊÉ È ƵǽÉ

זּ∙

Èt/ É
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3.9.2(2)  
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ÈðÉ
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10 ǡ  

本市におけるごみ処理行政に関する課題は、次のとおりです。 

 

ŦÉǇǲǡ  טּ

市のごみ排出量は人口減少に伴い減少傾向にあり、県の１人１日平均排出量921g/ 人/ 日

（令和２年度）、県目標値875g/ 人/ 日（令和７年度）と比べ824g/ 人/ 日（令和３年度）と低

い水準を保っています。 

今後ともさらなる減量化に努め、１人１日当たりごみ排出量の減少を目指し、ごみの排出抑

制に向けた各種施策を展開していく必要があります。特に、家庭系ごみについては、これまでも

取り組んできている生ごみ処理機の普及を促し生ごみ回収堆肥化事業の推進、集団回収に

対する助成金の継続などにより、直接資源化の拡大による収集ごみの低減が必要と考えられ

ます。 

 

ŧÉǇǲǡ  טּ

ごみの資源化率はここ数年約23% 程度の水準で横ばいの状況にあります。県計画によると

令和７年度に17.4 %のリサイクル率が推計され、これに対し同年において23.4% の目標値が

掲げられています。したがって、市においても現状の資源化率の向上を目指し、行政のみならず、

市民及び事業者の協働のもと、資源化に取り組む必要があります。特に、ごみ組成の調査でも

顕著なとおり、ごみ組成の約７割を占める紙・布類及びビニール等のプラスチック類の回収・資

源化に取り組む必要があります。 

また、生ごみ回収堆肥化は、ごみの約１割を占める厨芥類の直接資源化に寄与するもので

あり、国、県、市の上位計画で位置づけられる廃食品の地域内循環を推進するものであること

から、今後とも継続する必要があるものと考えられます。 

 

ŨÉ ǡ  טּ

新型コロナウィルス感染症の影響等により、地域子ども会や行政区及びリサイクルグループ

による集団回収が減少傾向にあります。少子化が進む中、市民によるごみの再資源化活動の

大きな柱として、これを維持・継続し回収量ができる限り減少しないようにとの積極的取組につ

いて広報又は啓発し、助成金によりこれを支援していくことが必要です。 

また、生ごみ回収堆肥化事業について、市域内の資源化事業者との連携により、一般家庭

からの生ごみの資源化を拡大することが必要です。そのために、積極的な取組への広報又は

啓発活動を行うことが必要です。 

 



Ũ  Ǉǲ ǡ Ǜ  

-  77  -  
 

ũÉǇǲǡ  

実施しているごみの分別区分の周知徹底を図り、分別排出をより積極的に実施するよう啓

発し、ごみの資源化率を向上させていく必要があります。 

また、店頭回収及び有害ごみや小型家電の拠点回収による資源化物の回収をより積極的

に活用することも必要と考えられます。 

生ごみについては、生ごみ処理の利用、生ごみ回収堆肥化事業への参加により、収集ごみと

は別の直接資源化物としての分別取組を推進する必要があります。 

 

ŪÉ  

平成23年度までの灰溶融施設は最終処分量の削減に大きな効果を上げていましたが、処

理経費の増大の原因になっていました。この課題に対し、平成24年度からこの施設の稼働を

停止することとしました。これにより、１ｔ当たりのごみ処理経費は全国平均値程度にまで低下し

ましたが、鹿児島県の平均値については、まだこれを上回っています。 

また、灰溶融施設の停止により最終処分量の増加と資源化量の低下が懸念されるため、焼

却灰のセメント原料化、飛灰の山元還元を行うシステムに変更しました。システム変更後の最

終処分量の増加はほとんどなく、資源化量も増加しました。今後は、この処理経費の増加に留

意しつつ、これを継続することが必要です。 

さらに、稼働開始から20 年以上が経過し施設の老朽化が進んでいることから、平成24 年４

月の溶融施設閉鎖に続き、可燃ごみの焼却についても令和６年９月から（仮称）南薩地区衛

生管理組合新クリーンセンターへの移行を予定しています。 

リサイクルプラザについては、現在の分別区分に対応した設備構成となっており、現段階で

は支障なく選別資源化処理がなされています。しかしながら、中間処理体制の見直しに伴い、

効率的運用について再度検討する必要があります。 

 

ūÉ  

令和元年度以降最終処分量の増加が見られ最終処分率が上昇しています。前回計画の目

標を達成できていないため、今後は最終処分場を極力長期にわたり利用できるよう、ごみの減

量化、資源化を強化していく必要があります。 

 

ŬÉּד ȕȢוֹ Ǟ ǌǾ  

地球温暖化に対する取組を推進する立場から、容器包装を含むプラスチック系のごみ量等

の削減または回収・資源化に努める必要があります。また、収集運搬・施設稼働に伴う温暖化

ガスの排出を極力抑制するために効率的な処理について検討する必要があります。 
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ŭÉǇǲ ǡ  

市のごみ処理の特色としては、中間処理経費が県平均値と比較し高いことがあげられます。

逆に一般廃棄物の最終処分については処分量・処分経費ともに県平均値と比較して低くなっ

ています。これは、ごみの中間処理過程において最終処分を行うべき廃棄物の減容化が積極

的に行われていることを示すものですが、その分経費がかかっていることを現しています。した

がって、最終処分量を極力増やさないよう留意しつつ、処理経費をさらに低減するよう努力す

る必要があるといえます。 



ũ  Ǉǲ  
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ũ  Ǉǲ  

Ŧ  

我が国では平成12年度に循環型社会形成推進基本法（法律第110 号）が制定され、廃棄

物・リサイクル対策として、廃棄物の発生抑制（Reduce ：リデュース）、廃棄物の再使用

（Reuse ：リユース）、廃棄物の再生利用（Recycle ：リサイクル）、熱回収、循環利用できない廃

棄物を適正に処分という優先順位をつけ、「循環型社会の構築」が進められています。 

 

 
Ḳ  

4.1.1  
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「環境白書（循環型社会白書／生物多様性白書）令和４年版」では、≪グリーン社会の実現に

向けて変える私たちの地域とライフスタイル～私たちの変革から起こす脱炭素ドミノ～≫をテーマ

に、2030 年までを「勝負の10 年」として、国内外で「脱炭素ドミノ」を起こしていくために私たち

一人ひとりが、未来に影響を与える当事者であるという意識を持って行動し、脱炭素のみならず、

資源循環、分散・自然共生という多角的なアプローチによってグリーン社会の実現を目指してい

くとしています。 

白書では、温室効果ガスの排出削減対策のうちの廃棄物処理における取組の１つとして、サー

キュラーエコノミーへの移行を加速するため、第四次循環型社会形成推進基本計画の評価・点

検結果を循環経済工程表として取りまとめ、ライフサイクル全体での資源循環に基づく脱炭素化

の取組を推進していくとしています。また、プラスチック製品の設計から廃棄物処理までに関わる

あらゆる主体におけるプラスチック資源循環等の取組（3R+Renewable ）を促進するべく「プラ

スチックに係る資源循環の促進等に関する法律」を施行し、引き続き、「プラスチック資源循環戦

略」で掲げた野心的なマイルストーン達成を目指して様々な施策を総合的に検討・実施していく

としています。さらに、今までの延長線上の対策では2050 年までの廃棄物・資源循環分野の脱

炭素化に向けて不十分であるため、対象とする温室効果ガス排出の範囲や削減対策の実施に

ついての基本的な考え方を整理し、温室効果ガス削減対策の強度別にシナリオを設定し、2050

年までの温室効果ガス排出量の試算を実施。2050 年までの廃棄物・資源循環分野の脱炭素

化に向けて、技術、制度面での対策のみならず、関係者が一丸となり、相当な野心を持って取り

組んでいく必要があることを示しています。 

 
4.1.1 3R  

 
Ḳ ṕ Ṋ Ṗ Ệ   

 

  

2016 2017 2018 2019 2020 2021

ᵳᶞ ᶊ֩ ᶊᴴᵡᶪ ֪ ᵫᵡᶪ 66.3% 67.2% 63.3% 69.0% 64.1% 74.3%

3 Rᶇᵣᵥ ᶱ֩ ∞ᶝᶆᴴ ᶍ≥
ᶝᶆ֪ ᶂᶅᵣᶪ

36.7% 36.7% 34.4% 38.1% 36.9% 37.7%

ᵳᶞᶱ ᶉᵮᵸᶪ ᶣḲ᷊ᶹ᷄ḳᶱ֩ᵣᶃ
ᶡᴴ ֪ ᵰᶅᵣᶪ

56.9% 57.6% 56.6% 66.0% 63.6% 71.3%

ᵳᶞᶍ ᶎ ᵿᶇ ᵣᶉᵫᶨᶡᴲ ᵮ
ᶍᶡᶍᶱ ᵣᴲ ᵮᶍᶡᶍᶱ ᶅᶅᵣᶪ

14.4% 12.8% 13.0% 11.7% 8.2% 7.7%

ᶊ ᵶᵣ ᶍ ᶱ֩r ᶃᶡᴴᶆᵬᶪ
ᵿᵰᴴᵾᶝᶊ֪ ᵰᶅᵣᶪ

76.8% 76.6% 75.0% 77.5% 72.8% 74.7%

ᶊ ᵶᵣ ᶍ ᶱ ᵮ ᵰᶅᵣ
ᶉᵣ

16.4% 17.2% 18.8% 16.4% 19.9% 22.3%

᷅Ḳᴻḻ ᶊ ᵸᶪ≥

ᵳᶞ ᶗᶍ

3 Rᶍ

ᶍ ᶣטּ ᶊ ᵸᶪ≥

ᶍ ᶣטּ ᶊ ᵸᶪ≥

᷅Ḳᴻḻ ᶊ ᵸᶪ≥
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4.1.2 3R  

 
Ḳ ṕ Ṋ Ṗ Ệ   

 

  

2016 2017 2018 2019 2020 2021

ḴḀ ᶱᶡᶨᶮᶉᵣᶧᵥᶊᵶᵾᶩ֩ ᵣ ᶱ ᵸ
ᶪ֪ᴲ⌐ ᶱ ᶊ ᶠᶅᵣᶪ

65.9% 61.4% 62.2% 64.5% 72.7% 83.3%

ᶠ ᵧ ᶱᶧᵮ ᵥ 65.9% 67.7% 66.8% 67.0% 66.0% 79.1%

ᵣ ᶅ ᶱ ᶮᶉᵣ 19.9% 18.8% 17.5% 16.4% 15.8% 15.7%

ᶉ ᶱᶆᵬᶪᵿᵰ ᶮᶉᵣᶧᵥƎ ḴḻḇḳᴴḲᴻḁ
ᶍ ᶱ ᵥᶧᵥᶊᵶᶅᵣᶪ

13.5% 10.9% 10.9% 13.8% 11.1% 9.6%

⌐ ᶊ ᶩ ᶲᶆᵣᵾᶩƎ ᵣ ᶅ ֩ ᶩ
֪ɵ ᵶᶅᵣᶉᵣ ᶱ ᶕ

10.3% 9.6% 8.1% 9.5% 7.8% 7.4%

ᵣ ᵭᴲ ᶩ ᵭᶱᵺᵹᴲ ᵳᶞᶱ ᶉᵮᵸᶪᶉᶈᶍ
֩ʑ ᷈᷄ḋ᷂ḻ֪᷅ᶍ ᶣ ᶫ ᶍ

ᶱ ᵴᶉᵣᶉᶈᴲ ᶱ ᶅᶉᵣᶧᵥᶊᵶᶅᵣᶪ
31.6% 31.8% 30.2% 32.3% 31.6% 44.8%

Ḧᶹ ᶱ ᵶᶅᵣᶪ 6.1% 5.7% 6.8% » » »

Ḧᶹ ḦƎᶹḤḐḳᶉᶈᶍ ᶩ ᵶ סּ ᶉ ᶱ
ᵶᶅᵣᶪ

» » » 22.6% 22.3% 25.0%

ḢḋḐḤḐḳᶍ ᵣ ᶅ ╦ ᶣᴲ ᵣ ᶅ
ᶱ ᶮᶉᵣᶧᵥᶊᵶᶅᵣᶪ

15.9% 13.7% 16.3% 14.6% 14.2% 16.5%

ᶱ ᶅᶪᶍᶆᶎᶉᵮƎ ᶱ⅛ᵥ ᶣḘ᷾ᴻᶣ
ḝḲᴻḦᴻ᷆ḋḐᶉᶈᶱ ᵶᶅ ᵶᶅᵣᶪ

» » » 16.3% 17.9% 24.8%

ᶱᴲʋ ḻḇᴻḕḋḐᶿᴻ᷿᷄ḯḻƎḝḲḦᶷḟḲᶉᶈ
ᶹḻḇᴻḕḋḐᶱᵶᶅ ᶂᶅᵣᶪ

» » » 20.0% 20.2% 18.0%

ᶱᴲ ᶱ⅛ᵥ ᶣḘ᷾ᴻᶣḝḲᴻḦᴻ᷆ḋḐƎ
ᶹḻḇᴻḕḋḐᶿᴻ᷿᷄ḯḻɵ ᵶᶅ ᶂᶅᵣᶪ

20.2% 21.4% 23.9% » » »

ḛᴻḳᶣ ᶍ ᶉᶈ סּ ᶉ ᶱ ᶂᵾ
ᶱ ᵥ

11.1% 8.1% 10.8% 9.2% 9.1% 8.2%

קּ ᶆ ᵾᵳᶞᶎᵬᶀᶲᶇ ᵳᶇᶊ ᵶᶅƎ ᶠᶨ
ᶫᵾ ᶊ ᵶᶅᵣᶪ

80.2% 81.2% 79.7% 81.3% 79.2% 88.7%

Ḳ᷊ᶹ᷄ḳᵶᶣᵸᵣᶧᵥᶊƎ ᵳᶞᶇᵶᶅ ᵴᶫᶪ
ᶎ ᶂᶅᵣᶪ

63.9% 62.2% 60.3% 64.8% 62.4% 76.1%

ḐḴᶹᶣ ḙḋ᷄ ᶍ ᶊ ᵶᶅᵣᶪ 39.5% 41.6% 39.5% 37.1% 37.9% 43.4%

ᶍ ᶍ ᶊ ᵶᶅᵣᶪ 18.9% 18.6% 22.4% 18.9% 20.9% 23.2%

ᶆ ᶨᶫᵾḲ᷊ᶹ᷄ḳ ᶱ ᶊ ᵶᶅ
ᵣᶪ

11.1% 10.3% 10.5% 9.7% 10.2% 13.8%

Ḳ֩ḏḭᴻḁ֪

Ḳ֩Ḯᴻḁ֪

(Ḳ᷊ᶹ᷄ḳ)
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このような、社会情勢の中で、市においてもごみの排出量が増加傾向であることから、本計画

では廃棄物の排出量の低減が最も重要な課題として位置づけられます。したがって、前「一般廃

棄物（ごみ）処理基本計画」に引き続き、３Ｒに加え、不要な物資、用品の購入を回避し、ごみの

発生原因そのものを減らすRefuse （発生回避）を加えた４Ｒの取組を行っていくものとし、基本理

念を「環境負荷の少ない暮らしを実践し、循環型社会を構築する」と定めました。 

この基本理念に基づき次の５つの基本方針を定めました。 

 

 
 

 
4.1.2  

 

本計画における「発生抑制（Refuse ：リフューズ、Reduce：リデュース）」及び「排出抑制

（Recycle ：リサイクル、Reuse：リユース）」のイメージは次のとおりです。 

 

ù Ŧ¥ ¤ ¤ ƿ ǌǾũƇ◖ ǡ  

ù ŧ¥Ǉǲǡ Ǜ ǡטּ  

ù Ũ¥ ¤◖ ¤ ¤ ǡ טּ Ǧ  טּ

ù ũ¥ ǡ ǡ  

ù Ū¥ דּ טּ ǫǡ  
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4.1.3  
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ᴴ ᴴ ᵫ ᵸᶪ ◖ ᶍ  

 

「排出抑制」を主体とする４Ｒ運動（Refuse ：リフューズ、Reduce ：リデュース、Reuse ：リユー

ス、Recycle ：リサイクル）を、市民・事業者・行政の三者が連携して実施することにより、一歩進ん

だ循環型社会の構築を目指していくものとします。 

 

 

 
ᵳᶞᶍ ᶇ ᶍטּ  

 

ごみの発生抑制と資源化を促進してきたことにより、一人一日当たりごみ排出量及びリサイク

ル率ともに目標を達成しています。 

今後も引き続き、ごみの発生回避・抑制とごみの再資源化について対策を講じます。 

家庭系ごみについては、ごみとなるものの持ち込みを回避すること、ごみとして廃棄される量を

極力少なくすること、いらなくなったものは再利用を図ること、最後に排出するごみは分別を徹底

し、極力資源として利用されるよう、環境教育、環境啓発などを行っていきます。なお、ごみの排出

抑制、資源化については、現在取り組んでいる生ごみの堆肥化に関する諸施策の拡大に取り組

んでいくものとします。 

事業系一般廃棄物については、排出され、市に持ち込まれるごみの実態を把握するとともに、

ごみ排出量の低減、資源化への方策について、その実態に応じて個別に具体的指導が行える体

制の構築を図ります。 

また、プラスチック資源循環への取組として、ワンウェイプラスチックの発生抑制や海洋プラスチ

ック問題に対する意識啓発に取り組みます。 

 

 

 
ᴴ◖ ᴴ ᴴ ᶍ טּ ᶒ  טּ

 

安全かつ適正なごみの収集・運搬・処理・処分を行います。 

平成２４年度からの灰溶融施設の停止は今後とも継続し、焼却灰及び飛灰はコンクリート原料

化を行い資源化を図るとともに、最終処分量を最小限化し、最終処分場の延命化を図ります。 

あわせて、クリーンリサイクルセンターが供用後20 年以上経過し、徐々に老朽化が進んでいる

ことを受け、焼却機能の（仮称）南薩地区衛生管理組合新クリーンセンターへの移行や施設の維

持保全、民間の持つリソースやノウハウを活用したリサイクルプラザの整備運営を推進します。 

また、灰溶融処理を行っていた平成23年度までのごみ処理経費より現在は、ごみ処理経費に

改善は見られますが、今後ともより一層の低減できるよう努めるものとします。 

 

Ŧ 

ŧ 

Ũ 
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ᶍ ᶍ  

 

鹿児島県下においては、家電リサイクル法の施行後、家電の不法投棄は減少していますが、現

在では不法投棄の手口が悪質化・巧妙化し、回収が困難な場所への投棄もみられます。また、自

動車リサイクル法施行以前の放置廃自動車なども問題となっています。 

市域内には不法投棄が懸念される山林、海浜、河川が存在し、不法投棄による環境問題の発

生懸念があります。したがって、これら不法投棄対策の取り締まり強化をより一層進めていくため

に、市民・事業者・市の三者共同で情報ネットワーク構築を進めるものとします。 

 

 

 
דּ טּ ᶗᶍ  

 

世界的な環境問題となっている地球温暖化防止に向けて、廃棄物事業の観点から温室効果

ガス（CO2など）の排出抑制に向けた取組を行います。 

基本的には、化石燃料を使用する灰溶融施設の稼働を今後とも停止するとともに、次期中間

処理体制の構築に際し、新規広域処理施設に熱回収設備を導入することなどを視野に入れて検

討を行います。 

 

 

  

ũ 

Ū 
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ŧ  

本計画は長期的視点に立脚した検討が必要であることから計画目標年度を令和９年度と設定

し、ごみ処理に関する基本施策を設定するものとします。本計画は５年後の令和９年度に改訂す

るほか、計画の前提となる諸条件に変動があった場合にも見直しを行うものとします。 

なお、本計画の対象地域は、本市全域とします。 

 

 
╓ 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 4.2.1  

 

  

10
(2022) (2023) (2024) (2025) (2026) (2027) (2028)

ᵶᵶ

╓ 
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Ũ Ǉǲ Ǧ ǡ ǲ 

ŦÉ ǡ  

将来人口については、平成23年度～令和２年度（過去10 か年分）の人口の増減の傾向を

傾向線により推計するものとします。推計方法は、以下に示すとおりです。 

 
4.3.1  

   

一次傾向線 
 

Þ Ú  

最も一般的な式であり使用頻度の
高い式です。過去の実績値が漸増・漸
減している場合等に良く適合するとい
う経験則があり、採用されるケースが
多くなっています。 

① 
 

② 
 
 
 

③ 

傾向を直線に置き換えたとき
の推計式です。 
式のｂはこの直線の勾配の
値で、ｂ正符号のとき上昇傾
向となり、ｂが負符号のとき
下降傾向となります。 
見積りが少なく出る傾向が
あります。 

二次傾向線 
 

Þ Ú Ú 2  

本推計式は、増減の大きな傾向曲
線を示す場合が多く、実績値によって
は、傾向曲線の中に極値を含み、増減
の逆転が生じる場合もあります。したが
って、人口推計の場合、あまり整合性が
良くありませんが、一般廃棄物の推計
では、採用されることがあります。 

① 
 

② 
 

③ 

傾向を放物線に置き換えた
ときの推計式です。 
逓増的・逓減的な増加また
は減少を示す曲線です。 
人口推計ではあまり整合性
は良くありませんが、ごみ量
の推計では用いられることが
あります。 

一次指数曲線 
 

Þ  

過去のデータが等比級数的な傾向
の時に整合性が良いといわれていま
す。したがって、発展性の強い都市以
外では、推計値が大きくなることがあり
ます。 

① 
 
 

② 
 

③ 

過去のデータの伸びを一定
の比率で逓増または逓減さ
せる推計式です。 
増加あるいは減少傾向は急
激になります。 
過去のデータが等比級数的
な傾向のときに整合性が良
いといわれています。 

べき曲線 
 

Þ Ú( )  

比較的整合性が良く、多くの都市の
人口推計に適用できます。しかし、推計
値が過大となるおそれもあるので十分
な配慮が必要となります。 

① 
 

② 
 
 

③ 

過去のデータの伸びを徐々
に増加させる推計式です。 
実績値が増加し続ける条件
で、最も適合性が良いとされ
ています。 
多くの都市の人口推計に適
用できます。 

ロジスティック曲線 
 

Þc ᴙ Ú(b - ex)ᴜ 

本推計式は、人口増加の法則の研
究から導かれたものであり、一定年後
に増加率が、最大となりその後増加率
が減少して無限年後に飽和に達するよ
うな曲線式をもとにする方法で、大規
模な都市の人口を推計する場合によく
適用されます。 

① 
 
 
 
 

② 

前半は加速度的に増加率が
上昇し、後半は次第に増加
率が鈍化して、無限年数に飽
和に達するような傾向を表わ
す推計式です。 
Ｓ字曲線で表現することがで
きます。 

ẑ ︣ -1 ףּ ︣Ḯ 
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行政区域内人口の推計結果を以下に示します。 

人口は、年々減少しているため、減少傾向の推計となり、目標年度（令和９年度）で

44,954 人と推計されました。 

 

 

 
4.3.1  

 
4.3.2  

 È É  È É  È É 

Ū  46,669 Ů  44,954 13  43,239 

ū  46,240 10  44,525 14  42,810 

Ŭ  45,811 11  44,096   

ŭ  45,383 12  43,667   
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ごみ排出量の推計結果は以下の通りであり、人口の減少にともない、ごみ総排出量も

年 減々少すると推計され、目標年度（令和９年度）では13, 736 t / 年と推計されました。 

 
4.3.3  

∞Èt / É 

 Ǉǲ Ǉǲ Ǉǲ Ǉǲ   

 

29  9,025.29  5,004.03  342.99 762.83 15,135.14 

30  8,764.50  4,559.18  285.59 924.82 14,534.09 

 8,633.16  4,621.68  257.25 1,050.97  14,563.06 

ŧ  8,670.74  4,687.13  155.06 1,010.65  14,523.59 

Ũ  8,519.70  4,584.19  149.16 1,027.00  14,280.05 

 

ũ  8,444.39  4, 514.68 148.00 1,018.99  14,126.06 

Ū  8,377.00  4,499.56  146.65 1,009.71  14,032.93 

ū  8,312.90  4,490.31  145.31 1,000.43  13,948.95 

Ŭ  8,251.39  4,485.78  143.96 991.15 13,872.28 

ŭ  8,192.15  4,485.21  142.61 981.89 13,801.86 

Ů  8,134.47  4,488.11  141.26 972.61 13,736.45 

10  8,078.28  4,494.12  139.92 963.33 13,675.65 

11  8,023.40  4,503.03  138.57 954.04 13,619.04 

12  7,969.68  4,514.65  137.22 944.76 13,566.31 

13  7,917.19  4,528.91  135.87 935.50 13,517.48 

14  7,865.50  4,545.73  134.53 926.22 13,471.98 

 

 

 
4.3.2  
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また、１人１日当たりごみ排出量の結果は以下のとおり、排出原単位は年々増加傾向と推

計され、目標年度（令和９年度）で83 7g/ 人/ 日と推計されます。 

 
4.34  

∞Èg/ / É 

 Ǉǲ Ǉǲ Ǉǲ ( Ǉǲ )   

 

29  500.68 277.60 19.03 42.32 839.63 

30  491.30 255.57 16.01 51.84 814.72 

 489.82 262.22 14.60 59.63 826.27 

ŧ  496.80 268.55 8.88 57.91 832.14 

Ũ  491.73 264.59 8.61 59.28 824.21 

 

ũ  491.22 262.62 8.61 59.28 821.72 

Ū  491.78 264.15 8.61 59.28 823.81 

ū  492.54 266.05 8.61 59.28 826.48 

Ŭ  493.47 268.27 8.61 59.28 829.63 

ŭ  494.55 270.77 8.61 59.28 833.20 

Ů  495.76 273.53 8.61 59.28 837.17 

10  497.08 276.53 8.61 58.28 841.49 

11  498.50 279.78 8.61 59.28 846.16 

12  500.03 283.26 8.61 59.28 851.17 

13  501.65 286.96 8.61 59.28 856.50 

14  503.37 290.91 8.61 59.28 862.17 

 

4.3.3   
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4.3.5  

Ø Ǧ  Ùוֹ

 
ẑṡ Ṣ Ḳ ễ ︣ ︡ḭ צּ ︣ ︡ Ḯ 

ẑṡ פֿ Ṣ Ḳ ễ ︣ ︡ḭ צּ ︣ ︡ Ḯ 

ẑṡ Ṣ Ḳ ễ צּ ךּ ︡ Ḯ 

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

1 49,386 48,875 48,288 47,817 47,468 47,098 46,669 46,240 45,811 45,383 44,954 44,525 44,096 43,667 43,239 42,810 2+3

2 49,386 48,875 48,288 47,817 47,468 47,098 46,669 46,240 45,811 45,383 44,954 44,525 44,096 43,667 43,239 42,810 È 10 É

3 µ

4 Ǉǲ t / 15,146.14 14,547.09 14,577.06 14,536.59 14,295.05 14,141.06 14,047.93 13,963.95 13,887.28 13,816.86 13,751.45 13,690.65 13,634.04 13,581.31 13,532.48 13,486.98 5+11+17+18+19

5 Ǉǲ t / 9,025.29 8,764.50 8,633.16 8,670.74 8,519.70 8,444.39 8,377.00 8,312.90 8,251.39 8,192.15 8,134.47 8,078.28 8,023.40 7,969.68 7,917.19 7,865.50 ʅ6 10

6 סּ Ǉǲ t / 8,091.00 7,812.00 7,697.00 7,641.00 7,528.00 7,414.56 7,326.50 7,241.58 7,159.08 7,078.64 6,999.61 6,921.88 6,845.23 6,769.53 6,694.79 6,620.60 ȰºȨ

7 Ǉǲ t / 43.00 44.00 39.00 53.00 53.00 55.43 58.93 62.66 66.62 70.82 75.28 80.01 85.03 90.35 96.01 102.00 µ

8 Ǉǲ t / 13.29 14.50 12.16 15.74 13.70 13.93 13.94 13.92 13.89 13.85 13.80 13.74 13.67 13.60 13.53 13.44 µ

9 Ǉǲ t / 310.00 310.00 304.00 357.00 312.00 334.41 339.19 343.74 348.05 352.12 355.92 359.47 362.76 365.78 368.54 371.02 µ

10 Ǉǲ t / 568.00 584.00 581.00 604.00 613.00 626.06 638.43 651.00 663.76 676.72 689.86 703.19 716.71 730.42 744.34 758.43 µ

11 Ǉǲ t / 5,004.03 4,559.18 4,621.68 4,687.13 4,584.19 4,514.68 4,499.56 4,490.31 4,485.78 4,485.21 4,488.11 4,494.12 4,503.03 4,514.65 4,528.91 4,545.73 ʅ12 16

12 סּ Ǉǲ t / 4,330.00 3,834.00 3,857.00 3,817.00 3,804.00 3,688.85 3,646.00 3,609.28 3,577.20 3,548.74 3,523.20 3,500.04 3,478.86 3,459.38 3,441.33 3,424.54 ȰºȨ

13 Ǉǲ t / 214.00 211.00 231.00 255.00 261.00 278.43 295.24 313.08 331.99 352.04 373.31 395.86 419.77 445.12 472.01 500.52 µ

14 Ǉǲ t / 0.03 0.18 1.68 0.13 0.19 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 µ

15 Ǉǲ t / 453.00 505.00 524.00 607.00 514.00 542.08 553.14 562.88 571.61 579.53 586.78 593.48 599.70 605.52 610.98 616.13 µ

16 Ǉǲ t / 7.00 9.00 8.00 8.00 5.00 4.65 4.52 4.41 4.31 4.23 4.16 4.09 4.03 3.97 3.92 3.87 µ

17 t / 342.99 285.59 257.25 155.06 149.16 148.00 146.65 145.31 143.96 142.61 141.26 139.92 138.57 137.22 135.87 134.53 µ

18 Ǉǲ ~~~~ t / 762.83 924.82 1,050.97 1,010.65 1,027.00 1,018.99 1,009.71 1,000.43 991.15 981.89 972.61 963.33 954.04 944.76 935.50 926.22 Ũ Ǟ ȅ

(18) Ǉǲ ~~~~ 14,875 23,060 27,830 28,444 30,400 30,163 29,888 29,614 29,339 29,065 28,790 28,515 28,240 27,966 27,692 27,417 µ

19 t / 11.00 13.00 14.00 13.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 Ũ ǞǻǾ

20 ╗ ╗ ǒǽ Ǉǲ g/ / 840.24 815.45 827.06 832.89 825.07 822.60 824.69 827.37 830.53 834.11 838.08 842.42 847.10 852.11 857.45 863.13 4✕1000000Ý1Ý365

21 ╗ ╗ ǒǽ g/ / 500.68 491.30 489.82 496.80 491.73 491.22 491.78 492.54 493.47 494.55 495.76 497.08 498.50 500.03 501.65 503.37 ɱ22 26

22 סּ Ǉǲ g/ / 448.85 437.91 436.71 437.80 434.50 431.31 430.11 429.06 428.15 427.33 426.59 425.92 425.30 424.73 424.20 423.70 6✕1000000Ý1Ý365

23 Ǉǲ g/ / 2.39 2.47 2.21 3.04 3.06 3.22 3.46 3.71 3.98 4.28 4.59 4.92 5.28 5.67 6.08 6.53 7✕1000000Ý1Ý365

24 Ǉǲ g/ / 0.74 0.81 0.69 0.90 0.79 0.81 0.82 0.82 0.83 0.84 0.84 0.85 0.85 0.85 0.86 0.86 8✕1000000Ý1Ý365

25 Ǉǲ g/ / 17.20 17.38 17.25 20.45 18.01 19.45 19.91 20.37 20.81 21.26 21.69 22.12 22.54 22.95 23.35 23.74 9✕1000000Ý1Ý365

26 Ǉǲ g/ / 31.51 32.74 32.96 34.61 35.38 36.42 37.48 38.57 39.70 40.85 42.04 43.27 44.53 45.83 47.16 48.54 10✕1000000Ý1Ý365

27 Ǉǲ g/ / 19.03 16.01 14.60 8.88 8.61 8.61 8.61 8.61 8.61 8.61 8.61 8.61 8.61 8.61 8.61 8.61 17✕1000000Ý1Ý365

28 ǇǲÈ Éă ǒǽ g/ / 140.50 109.88 103.46 97.35 92.56 92.56 92.56 92.55 92.56 92.55 92.56 92.56 92.56 92.55 92.55 92.56 18✕1000000Ý( 18)Ý365

29 ╗ ╗ ǒǽ t / 13.71 12.49 12.66 12.84 12.56 12.37 12.33 12.30 12.29 12.29 12.30 12.31 12.34 12.37 12.41 12.45 ɱ30 34

30 סּ Ǉǲ t / 11.86 10.50 10.57 10.46 10.42 10.11 9.99 9.89 9.80 9.72 9.65 9.59 9.53 9.48 9.43 9.38 12Ý365

31 Ǉǲ t / 0.59 0.58 0.63 0.70 0.72 0.76 0.81 0.86 0.91 0.96 1.02 1.08 1.15 1.22 1.29 1.37 13Ý365

32 Ǉǲ t / 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14Ý365

33 Ǉǲ t / 1.24 1.38 1.44 1.66 1.41 1.49 1.52 1.54 1.57 1.59 1.61 1.63 1.64 1.66 1.67 1.69 15Ý365

34 Ǉǲ t / 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 16Ý365

Ǟ ǳ

Ǉ
ǲ
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ごみ処理・処分の内容の推計結果は以下のとおりであり、ごみの総排出量の減少に伴い

中間処理量、資源化量も年々 減少していきますが、粗大ごみ、不燃ごみ、資源ごみの増加に

より最終処分量は増加していきます。 

 
4.3.6  

 ∞ 
  

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 

1 

Ǉ
ǲ

 

ӡǇǲ  t /  15,146 14,547 14,577 14,537 14,295 14,141 14,048 13,964 13,887 13,817 13,751 13,691 13,634 13,581 13,532 13,487 

סּ  2 Ǉǲ t /  12,421 11,646 11,554 11,458 11,332 11,103 10,972 10,851 10,736 10,627 10,523 10,422 10,324 10,229 10,136 10,045 

3  Ǉǲ t /  257 255 270 308 314 334 354 376 399 423 449 476 505 535 568 603 

4  Ǉǲ t /  13 15 14 16 14 15 15 15 15 15 14 14 14 14 14 14 

5  Ǉǲ t /  763 815 828 964 826 876 892 907 920 932 943 953 962 971 980 987 

6  Ǉǲ t /  575 593 589 612 618 631 643 655 668 681 694 707 721 734 748 762 

7   t /  343 286 257 155 149 148 147 145 144 143 141 140 139 137 136 135 

8  ȋȘȋȤɜȨº ꜠  t /  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9  Ǉǲ ¤  t /  774 938 1,065 1,024 1,042 1,034 1,025 1,015 1,006 997 988 978 969 960 951 941 

10 

 

Ӣ  t /  12,902 12,140 12, 004 11,888 11,818 11,618 11,473 11,352 11,238 11,130 11,026 10,926 10,829 10,735 10,643 10,553 

11  Ӣ- 1  t /  12,902 12, 140 12, 004 11,888 11,818 11,618 11,473 11,352 11,238 11,130 11,026 10,926 10,829 10,735 10,643 10,553 

12    t /  12, 421 11, 646 11, 554 11, 458 11,332 11,103 10,972 10,851 10,736 10,627 10,523 10,422 10,324 10,229 10,136 10,045 

13    t /  481 494 450 430 486 514 501 501 502 503 503 504 505 506 507 508 

14  Ӣ- 2 טּ  t /  1,391 1,290 1,230 1,240 1,251 1,094 1,180 1,167 1,155 1,144 1,134 1,123 1,113 1,104 1,094 1,085 

(15)    ȢɒșÈ É t /  127 235 53 88 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16   ¤ ÈȤɊɜȱ É t /  1,137 1,076 1,012 1,011 1,215 1,194 1,180 1,167 1,155 1,144 1,134 1,123 1,113 1,104 1,094 1,085 

17   ¤ È É t /  254 214 218 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18  Ӣ- 3 È É t /  73 65 67 69 71 70 69 68 68 67 66 66 65 64 64 63 

19    t /  73 65 67 69 71 70 69 68 68 67 66 66 65 64 64 63 

20 ӤɓȞȍȘɔɀɒȟ t /  1,595 1,663 1,687 1,884 1,757 1,822 1,837 1,866 1,896 1,926 1,956 1,988 2,019 2,052 2,085 2,118 

21  Ӥ- 1 È É t /  481 494 450 430 486 514 501 501 502 503 503 504 505 506 507 508 

22   ¤ Ǉǲ t /  442 456 411 388 442 469 455 455 454 454 454 454 454 454 454 454 

23   Ǉǲ t /  39 38 39 42 44 45 46 47 48 48 49 50 51 52 53 54 

24   ǐǡ  t /                  

25  Ӥ- 2 È É t /  271 280 329 459 347 365 375 385 395 405 415 426 436 447 459 470 

26   ¤ Ǉǲ t /  193 200 250 375 263 279 288 296 304 312 321 330 338 348 357 367 

27   Ǉǲ t /  78 80 79 84 84 86 87 89 91 93 94 96 98 100 102 104 

28  Ӥ- 3 טּ  t /  843 889 908 995 924 943 961 980 999 1,018 1,038 1,057 1,078 1,098 1,119 1,140 

29    t /  35 27 27 20 18 18 19 19 19 20 20 21 21 21 22 22 

30    t /  446 468 508 585 523 534 544 555 565 576 587 599 610 621 633 645 

31   ȕɒȢ t /  122 117 98 106 83 85 86 88 90 91 93 95 97 99 100 102 

32   ɃȬȱɅȱɔ t /  56 75 76 85 84 86 87 89 91 93 94 96 98 100 102 104 

33   ɀɒȢȪȬȘ  t /  183 201 198 198 215 219 224 228 232 237 241 246 251 255 260 265 

34   ǐǡ ɀɒȢȪȬȘ  t /  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

35 

 טּ

ӥ טּ  t /  1,130 1,238 1,336 1,195 1,205 1,197 1,186 1,175 1,165 1,154 1,143 1,133 1,122 1,111 1,101 1,090 

36  ӥ- 1 ǇǲÈ≠ É t /  13 15 14 16 14 15 15 15 15 15 14 14 14 14 14 14 

37  ӥ- 2  t /  11 13 14 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

38  ӥ- 3  t /  343 286 257 155 149 148 147 145 144 143 141 140 139 137 136 135 

39  ӥ- 4 ǇǲÈ É t טּ /  763 925 1,051 1,011 1,027 1,019 1,010 1,000 991 982 973 963 954 945 936 926 

40 
 

Ӧ È É t /  344 345 396 528 418 435 444 453 462 472 482 491 502 512 523 534 

41  Ӧ- 1  t /  73 65 67 69 71 70 69 68 68 67 66 66 65 64 64 63 

42  Ӧ- 2ɓȞȍȘɔɀɒȟÈ ¤ É t /  193 200 250 375 263 279 288 296 304 312 321 330 338 348 357 367 

43  Ӧ- 3ɓȞȍȘɔɀɒȟÈ É t /  78 80 79 84 84 86 87 89 91 93 94 96 98 100 102 104 

44  Ӧ- 4  t /  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

45 
 t /  14,016 13,309 13,241 13,342 13,089 12,926 12,810 12,717 12,632 12,553 12,479 12,409 12,343 12,281 12,221 12,164 

 ð 92.5% 91.5% 90.8% 91.8% 91.6% 91.4% 91.2% 91.1% 91.0% 90.9% 90.7% 90.6% 90.5% 90.4% 90.3% 90.2% 

46 
טּ  t /  3,364 3,417 3,474 3,430 3,344 3,334 3,327 3,322 3,319 3,316 3,315 3,313 3,313 3,313 3,314 3,315 

טּ  ð 22.2% 23.5% 23.8% 23.6% 23.4% 23.6% 23.7% 23.8% 23.9% 24.0% 24.1% 24.2% 24.3% 24.4% 24.5% 24.6% 

47 
 t /  344 345 396 528 418 435 444 453 462 472 482 491 502 512 523 534 

 ð 2.3% 2.4% 2.7% 3.6% 2.9% 3.1% 3.2% 3.2% 3.3% 3.4% 3.5% 3.6% 3.7% 3.8% 3.9% 4.0% 

ẑ (20)ὀ(3)+(5)+(6)+(9) 

ẑ ḭ ễ קּ  
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ŦÉ טּ Ǧ Ǟטּ ǌǾ ǡ  

ごみの減量化及び資源化の目標については、国または県による計画、市総合計画に基づき

次のように設定します。 

減量化目標は、第２次日置市総合計画で目標値として掲げるごみ収集量12,400t/ 年（令

和７年度）を指標とし、市が直接処理・処分を行う必要があるごみ量（直接資源化量を除くご

み排出量とする）について目標年度（令和９年度）の目標値を設定します。 

総ごみ排出量の減量化目標値は、第四次循環型社会形成推進基本計画で掲げる１人１日

排出量850g/ 人/ 日（令和７年度）を指標とし、これを超えないよう努力するものとします。また、

１人１日当たりごみ排出量の増加傾向が見られる粗大ごみや不燃ごみ等について、その増加

割合を推計値より10% 低減することを目標年度の大きな目標として捉え、目標年度における

ごみ総排出量の目標値を適正に設定します。 

一方、資源化率は第四次循環型社会形成推進基本計画が目標とする令和７年度のリサイ

クル率28%に近づける目標値とし、資源化率を高める努力を行います。 

これらの方針に基づき、以下のとおり目標値を定めました。 

 
4.4.1  

  
 

È Ũ É 

 

È Ů É 

Ǉ
ǲ

Ǟ

ǌ
Ǿ

 

Ǉǲ  

È טּ

ǳǇǲ É 
14,295t  

13, 547t  

Ũ 5.2ð  
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13, 751t  
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3,315t  

ɓȞȍȘɔ  23.4% 

26. 2% 

Ũ 2.8ð   
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24.1% 

ƿ

¤
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ǌ
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Ǉǲ  13,090t  

12,032t  

Ũ 8.1ð  

Ø ¤טּ טּ ǝǊǡ Ù 

12,608t  

Ŧ Ŧ ǒǽǡ

Ǉǲ  
756g/ /  

733g/ /  

Ũ 3.0ð  

Ø ¤טּ טּ ǝǊǡ Ù 

768g/ /  
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ŧÉ ¤ Ǟ ǌǾ ǡ  

本市におけるごみ減量化及び資源化に関する目標は前記したとおりですが、排出されたご

みは現在と同様に適正に処理・処分しなければなりません。 

現在、本市の中間処理及び最終処分は、「日置市クリーンリサイクルセンター」で適正に処

理・処分を実施しています。 

当施設では、平成24年度以降、灰溶融施設の稼働を停止し、焼却に伴って発生する焼却

灰・飛灰はセメント原料化により資源化を行っています。また、可燃ごみの焼却についても令和

６年９月から（仮称）南薩地区衛生管理組合新クリーンセンターへの移行を予定しています。

今後はさらにごみの資源化を推進するとともに、最終処分の量の最小限化に努めるものとしま

す。したがって、目標年度においても最終処分率が3.0% を上回らないよう目標を設定し、極力

最終処分場の長期運用を図るものとします。 

これらのことから、以下のとおり処理・処分に関する目標を設定しました。 

 
4.4.2  

  
 

È É 
¤  

סּ Ǉǲ 

ŵ ǡ  טּ

ŵ ǡ

ǡ  טּ
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Ǉǲ 
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Ǉǲ 
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ŵ ǇǲǛ  

ẑ ḱ ḭ ễ קּ ︡ ︡  

 
4.4.3  

 È Ů É 

 Ǉǲ Ǟ ǊŨð∙ּז 
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Ū ּט¤ טּ ǡ  וֹ

ŦÉǇǲ ǡ  

減量化・資源化施策実施後のごみ量の推計結果は以下のとおりとなっています。 

 

 

 

 

 
4.5.1  
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１人１日当たりのごみ量の推計結果は以下のとおりとなります。 
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ŧÉ  ǡǱǛǴוֹ

前述した減量化及び資源化後の本市におけるごみ排出量の推計結果の総括表を表4.5.3 、

表4.5.4 及び図4.5.3 に示します。 

減量化・資源化施策の実施により、本市のごみ排出量を減少させるとともに、市が直接処

理・処分を行うごみの量についても、直接資源化を推進することにより低減させることとします。 

また、焼却灰・飛灰の資源化を継続するなど、資源化施策により資源化率をできる限り向上

させ、目標の達成を図ることとします。 

 

 
4.5.3  

 

 

13,547t /  

È ╓ 44,954 É 

 

12,032t /  

È ǡ88.8ðÉ 

ǇǲÈ É  ¤טּ

É 

1,360t /  

È ǡ10.0ðÉ 

Ǉǲ 

14t /  

È ǡ0.1ðÉ 

 

625t /  

È ǡ4.6ðÉ 

 

0t /  

È ǡ0.0ðÉ 

 

11,925t /  

È ǡ88.0ðÉ 

טּ  

1,515t /  

È ǡ11.2ðÉ 

 

412t /  

È ǡ3.0ðÉ 

טּ  

2,029t /  

È ǡ15.0ðÉ 

 

412t /  

È ǡ3.0ðÉ 

טּ  

9,591t /  

È ǡ70.8ðÉ 

טּ  

3,544t /  

È ǡ26.2ðÉ 
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4.5.3  

 
 

  

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 È ǞƽǄǾ É

1 49,386 48,875 48,288 47,817 47,468 47,098 46,669 46,240 45,811 45,383 44,954 44,525 44,096 43,667 43,239 42,810

2 49,386 48,875 48,288 47,817 47,468 47,098 46,669 46,240 45,811 45,383 44,954 44,525 44,096 43,667 43,239 42,810 ǞǻǾוֹ

3

4 Ǉǲ s. 15,146.14 14,547.09 14,577.06 14,536.59 14,295.05 14,142.25 14,012.56 13,890.06 13,772.89 13,658.57 13,547.23 13,481.16 13,419.18 13,360.95 13,306.47 13,255.17

(4) s. 14,016.00 13,309.00 13,241.00 13,342.00 13,090.00 12,854.91 12,637.92 12,429.94 12,229.06 12,128.92 12,031.79 11,979.78 11,931.89 11,887.73 11,847.35 11,810.12 ÈQ6  01+3//s. É

5 Ǉǲ s. 9,025.29 8,764.50 8,633.16 8,670.74 8,519.70 8,354.83 8,169.79 7,988.97 7,811.64 7,732.20 7,653.47 7,598.31 7,544.47 7,491.73 7,440.25 7,389.49

6 סּ Ǉǲ s. 8,091.00 7,812.00 7,697.00 7,641.00 7,528.00 7,325.00 7,140.16 6,960.22 6,784.45 6,707.23 6,631.41 6,556.86 6,483.43 6,410.91 6,339.41 6,268.41

7 Ǉǲ s. 43.00 44.00 39.00 53.00 53.00 55.43 57.76 60.15 62.62 65.15 67.75 72.01 76.52 81.32 86.41 91.80

8 Ǉǲ s. 13.29 14.50 12.16 15.74 13.70 13.93 13.80 13.64 13.47 13.30 13.11 13.05 12.99 12.92 12.85 12.77

9 Ǉǲ s. 310.00 310.00 304.00 357.00 312.00 334.41 332.41 329.99 327.16 323.95 320.33 323.52 326.48 329.20 331.68 333.92

10 Ǉǲ s. 568.00 584.00 581.00 604.00 613.00 626.06 625.67 624.96 623.93 622.58 620.87 632.87 645.04 657.38 669.90 682.59

11 Ǉǲ s. 5,004.03 4,559.18 4,621.68 4,687.13 4,584.19 4,514.68 4,482.60 4,455.28 4,431.56 4,410.69 4,392.10 4,395.19 4,401.08 4,409.59 4,420.61 4,434.07

12 סּ Ǉǲ s. 4,330.00 3,834.00 3,857.00 3,817.00 3,804.00 3,688.85 3,646.00 3,609.28 3,577.20 3,548.74 3,523.20 3,500.04 3,478.86 3,459.38 3,441.33 3,424.54

13 Ǉǲ s. 214.00 211.00 231.00 255.00 261.00 278.43 289.34 300.56 312.07 323.88 335.98 356.27 377.79 400.61 424.81 450.47

14 Ǉǲ s. 0.03 0.18 1.68 0.13 0.19 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67

15 Ǉǲ s. 453.00 505.00 524.00 607.00 514.00 542.08 542.07 540.37 537.31 533.17 528.10 534.13 539.73 544.97 549.88 554.52

16 Ǉǲ s. 7.00 9.00 8.00 8.00 5.00 4.65 4.52 4.41 4.31 4.23 4.16 4.09 4.03 3.97 3.92 3.87

17 s. 342.99 285.59 257.25 155.06 149.16 148.00 146.65 145.31 143.96 142.61 141.26 139.92 138.57 137.22 135.87 134.53

18 Ǉǲ ~~~~ s. 762.83 924.82 1,050.97 1,010.65 1,027.00 1,108.55 1,196.05 1,281.79 1,365.77 1,353.31 1,340.81 1,328.34 1,315.84 1,303.38 1,290.88 1,278.41 Ŭ 1/+/// ȅ

(18) Ǉǲ ~~~~ 14,875 23,060 27,830 28,444 30,400 32,814 35,404 37,942 40,428 40,059 39,689 39,320 38,950 38,581 38,211 37,842 Ǉǲ ȅ

19 s. 11.00 13.00 14.00 13.00 15.00 16.19 17.47 18.72 19.95 19.77 19.58 19.40 19.22 19.04 18.85 18.67 Ũ È . ǇǲÉ ǞǻǾ

20 ╗ ╗ ǒǽ Ǉǲ f. . 840.24 815.45 827.06 832.89 825.07 822.67 822.61 822.99 823.69 824.55 825.64 829.53 833.75 838.28 843.13 848.30

21 ╗ ╗ ǒǽ f. . 500.68 491.30 489.82 496.80 491.73 491.22 490.55 490.02 489.58 489.21 488.88 490.00 491.22 492.54 493.95 495.45

22 סּ Ǉǲ f. . 448.85 437.91 436.71 437.80 434.50 431.31 430.11 429.06 428.15 427.33 426.59 425.92 425.30 424.73 424.20 423.70

23 Ǉǲ f. . 2.39 2.47 2.21 3.04 3.06 3.22 3.39 3.56 3.74 3.93 4.13 4.43 4.75 5.10 5.47 5.87 ǻǽ0/$

24 Ǉǲ f. . 0.74 0.81 0.69 0.90 0.79 0.81 0.81 0.81 0.81 0.80 0.80 0.80 0.81 0.81 0.81 0.82 ǻǽ4$

25 Ǉǲ f. . 17.20 17.38 17.25 20.45 18.01 19.45 19.51 19.55 19.57 19.56 19.52 19.91 20.28 20.65 21.02 21.37 ǻǽ0/$

26 Ǉǲ f. . 31.51 32.74 32.96 34.61 35.38 36.42 36.73 37.03 37.31 37.58 37.84 38.94 40.08 41.24 42.45 43.68 ǻǽ0/$

27 Ǉǲ f. . 19.03 16.01 14.60 8.88 8.61 8.61 8.61 8.61 8.61 8.61 8.61 8.61 8.61 8.61 8.61 8.61

28 ǇǲÈ Éă ǒǽ f. . 140.50 109.88 103.46 97.35 92.56 92.56 92.56 92.56 92.56 92.56 92.56 92.56 92.56 92.56 92.56 92.56

29 ╗ ╗ ǒǽ s. 13.71 12.49 12.66 12.84 12.56 12.37 12.28 12.21 12.14 12.08 12.03 12.04 12.06 12.08 12.11 12.15

30 סּ Ǉǲ s. 11.86 10.50 10.57 10.46 10.42 10.11 9.99 9.89 9.80 9.72 9.65 9.59 9.53 9.48 9.43 9.38

31 Ǉǲ s. 0.59 0.58 0.63 0.70 0.72 0.76 0.79 0.82 0.85 0.89 0.92 0.98 1.04 1.10 1.16 1.23 ǻǽ0/$

32 Ǉǲ s. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

33 Ǉǲ s. 1.24 1.38 1.44 1.66 1.41 1.49 1.49 1.48 1.47 1.46 1.45 1.46 1.48 1.49 1.51 1.52 ǻǽ0/$

34 Ǉǲ s. 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

Ǟ ǳ

Ǉ
ǲ

Ǉ
ǲ

∞

ÈǇǲ ă ƿ ȅ ƹǵǡÉ
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ŨÉ ¤  

減量化・資源化施策実施後の本市におけるごみ処理・処分量の推計結果を以下に示します。

施策実施後は、本計画目標年度の令和９年度において資源化率は26.2 %、最終処分率は

3.0 %と推測されます。 

 
4.5.4  

 ∞ 
  

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 

1 

Ǉ
ǲ

 

ӡǇǲ  t /  15,146 14,547 14,577 14,537 14,295 14,142 14,013 13,890 13,773 13,659 13,547 13,481 13,419 13,361 13,306 13,255 

סּ  2 Ǉǲ t /  12,421 11,646 11,554 11,458 11,332 11,014 10,786 10,570 10,362 10,256 10,155 10,057 9,962 9,870 9,781 9,693 

3  Ǉǲ t /  257 255 270 308 314 334 347 361 375 389 404 428 454 482 511 542 

4  Ǉǲ t /  13 15 14 16 14 15 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 

5  Ǉǲ t /  763 815 828 964 826 876 874 870 864 857 848 858 866 874 882 888 

6  Ǉǲ t /  575 593 589 612 618 631 630 629 628 627 625 637 649 661 674 686 

7   t /  343 286 257 155 149 148 147 145 144 143 141 140 139 137 136 135 

8  ȋȘȋȤɜȨº ꜠  t /  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9  Ǉǲ ¤  t /  774 938 1,065 1,024 1,042 1,125 1,214 1,301 1,386 1,373 1,360 1,348 1,335 1,322 1,310 1,297 

10 

 

Ӣ  t /  12,902 12,140 12,004 11,888 11,818 11,528 11,277 11,060 10,851 10,745 10,643 10,556 10,462 10,371 10,283 10,196 

11  Ӣ- 1  t /  12,902 12,140 12,004 11,888 11,818 11,528 11,277 11,060 10,851 10,745 10,643 10,556 10,462 10,371 10,283 10,196 

12    t /  12, 421 11, 646 11, 554 11, 458 11,332 11,014 10,786 10,570 10,362 10,256 10,155 10,057 9,962 9,870 9,781 9,693 

13    t /  481 494 450 430 486 514 491 490 490 489 489 499 500 501 502 503 

14  Ӣ- 2 טּ  t /  1,391 1,290 1,230 1,240 1,215 1,185 1,159 1,137 1,116 1,105 1,094 1,085 1,076 1,066 1,057 1,048 

(15)    ȢɒșÈ É t /  127 235 53 88 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16   ¤ ÈȤɊɜȱ É t /  1,137 1,076 1,012 1,011 1,215 1,185 1,159 1,137 1,116 1,105 1,094 1,085 1,076 1,066 1,057 1,048 

17   ¤ È É t /  254 214 218 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18  Ӣ- 3 È É t /  73 65 67 69 71 69 68 66 65 65 64 63 63 62 62 61 

19    t /  73 65 67 69 71 69 68 66 65 65 64 63 63 62 62 61 

20 ӤɓȞȍȘɔɀɒȟ t /  1,595 1,663 1,687 1,884 1,757 1,797 1,775 1,775 1,774 1,773 1,771 1,808 1,836 1,864 1,893 1,923 

21  Ӥ- 1 È É t /  481 494 450 430 486 514 491 490 490 489 489 499 500 501 502 503 

22   ¤ Ǉǲ t /  442 456 411 388 442 469 446 445 445 444 444 454 454 454 454 454 

23   Ǉǲ t /  39 38 39 42 44 45 45 45 45 45 45 45 46 47 48 49 

24   ǐǡ  t /                  

25  Ӥ- 2 È É t /  271 280 329 459 347 339 342 344 345 347 348 356 365 375 384 394 

26   ¤ Ǉǲ t /  193 200 250 375 263 260 262 264 266 267 269 276 283 291 299 307 

27   Ǉǲ t /  78 80 79 84 84 80 80 80 79 79 79 81 82 84 85 87 

28  Ӥ- 3 טּ  t /  843 889 908 995 924 943 942 941 939 937 935 952 970 989 1,007 1,026 

29    t /  35 27 27 20 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 20 20 

30    t /  446 468 508 585 523 534 533 533 532 530 529 539 549 560 570 581 

31   ȕɒȢ t /  122 117 98 106 83 85 85 85 84 84 84 86 87 89 90 92 

32   ɃȬȱɅȱɔ t /  56 75 76 85 84 86 86 86 85 85 85 87 88 90 92 93 

33   ɀɒȢȪȬȘ  t /  183 201 198 198 215 219 219 219 219 218 217 222 226 230 234 239 

34   ǐǡ ɀɒȢȪȬȘ  t /  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

35 

 טּ

ӥ טּ  t /  1,130 1,238 1,336 1,195 1,205 1,287 1,375 1,460 1,544 1,530 1,515 1,501 1,487 1,473 1,459 1,445 

36  ӥ- 1 ǇǲÈ≠ É t /  13 15 14 16 14 15 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 

37  ӥ- 2  t /  11 13 14 13 15 16 17 19 20 20 20 19 19 19 19 19 

38  ӥ- 3  t /  343 286 257 155 149 148 147 145 144 143 141 140 139 137 136 135 

39  ӥ- 4 ǇǲÈ É t טּ /  763 925 1,051 1,011 1,027 1,109 1,196 1,282 1,366 1,353 1,341 1,328 1,316 1,303 1,291 1,278 

40 

 

Ӧ È É t /  344 345 396 528 418 409 410 410 410 411 412 420 428 437 446 455 

41  Ӧ- 1  t /  73 65 67 69 71 69 68 66 65 65 64 63 63 62 62 61 

42  Ӧ- 2ɓȞȍȘɔɀɒȟÈ ¤ É t /  193 200 250 375 263 260 262 264 266 267 269 276 283 291 299 307 

43  Ӧ- 3ɓȞȍȘɔɀɒȟÈ É t /  78 80 79 84 84 80 80 80 79 79 79 81 82 84 85 87 

44  Ӧ- 4  t /  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

45 
 t /  14,016 13,309 13,241 13,342 13,089 12,810 12,561 12,344 12,136 12,029 11,925 11,865 11,798 11,735 11,674 11,616 

 ð 92.5% 91.5% 90.8% 91.8% 91.6% 90.6% 89.6% 88.9% 88.1% 88.1% 88.0% 88.0% 87.9% 87.8% 87.7% 87.6% 

46 
טּ  t /  3,364 3,417 3,474 3,430 3,344 3,416 3,476 3,538 3,599 3,572 3,544 3,539 3,533 3,528 3,524 3,520 

טּ  ð 22.2% 23.5% 23.8% 23.6% 23.4% 24.2% 24.8% 25.5% 26.1% 26.1% 26.2% 26.3% 26.3% 26.4% 26.5% 26.6% 

47 
 t /  344 345 396 528 418 409 410 410 410 411 412 420 428 437 446 455 

 ð 2.3% 2.4% 2.7% 3.6% 2.9% 2.9% 2.9% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.1% 3.2% 3.3% 3.4% 3.4% 

ẑ (20)ὀ(3)+(5)+(6)+(9) 
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ū Ǉǲǡ ¤טּ טּ Ǧ ¤ ǡ  

市における今後のごみの減量化・資源化及び処理・処分等に関する基本方針を以下に示しま

す。 

ĺ Ļ 

ǡ ǝƷ ǼǊȅ Ǌ  ȅ ǌǾ 
 

 

ø ǡטּ  

 

 

¥ Ů ǡŦ Ŧ Ǉǲ È Ũ Éǡ נּ

ȅ0.1ð∙ Ǟ ƻ  טּ ȅ ƷǒŦ Ŧ Ǉǲ

Ǣ2.9ðÈ Ũ É ǌǾ¡ 

ø ǡטּ  ¥ Ů ǱǚǞ טּ ȅ26.2ðǛǌǾ¡ 

 

ǡ  

  

 

 

 

 

¤ ¤ ǡŨ ƿ ǌ

ǾũƇ◖ ǡ  

ƿ ƹ  

ӡ Ƿ ɓɏºȢ ǡ  
Ӣ ǡ ƿ ǝƷ ǡ  
ӣ Ǉǲ טּ ǫǡ ǝ  
Ӥ ǡ  
ӥ Ǟ Ǌǒ ǡ  
Ӧ ɓȞȍȘɔ Ǟ ǘǂ ǡ ¤  

ƿ ƹ  

ӡǇǲǡ     ǝ ǫǡ  
ӢɇȍȹȬș◖ ǫǡ   ǡ  
ӣ ǡ  
Ӥ ǡ  
ӥ ǡ  
Ӧ Ǟ Ǌǒ ǡ  

ƿ ƹ  

ӡ ╔¤ ǡ  
Ӣ ǡ ≥ ǡ  
ӣ ╗ ǫǡ טּ  
ӤǇǲǡ טּ ǡ  
ӥ ǡ  
Ӧ Ǉǲ טּ ǡ  
ӧ ƽǳǗɓȞȍȘɔǫǡ ǡ  
Ө ═ ǡ  
ө ǫǡ  

Ǉǲǡ טּ Ǧ 

ǡטּ  

Ǉǲ Ǟטּ ǌǾ  

Ǟטּ ǌǾ  

¤◖ ¤ ¤ ǡ  טּ

Ǧ ǡטּ  

¤◖  

ӡ ǡ ¤◖ ǡ  
Ӣ ╗ ǡ ǝ  

 

ӡ ǡ ǝ┐ ǡ  
Ӣ ǡ Ǧ ǡטּ  טּ
ӣǇǲ Ǟטּ ƹ  Ǉǲ

ǡ ǡ  

 

ӡ ǡ ǝ┐ ǡ  
Ӣ ǡ ǫǡטּ  

ǡ ǡ  

Ǟ Ǆǒ  

דּ טּ ǫǡ  

דּ טּ ǫǡ ꞌ 

ӡ ǞƽǄǾּד ȕȢǡטּ  
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Ŭ Ǉǲǡ ¤ Ǧ ¤ ǡǒǴǡטּ Ǟ ǌǾ  

ŦÉǇǲǡ ¤ Ǧ ¤ ǡǒǴǡטּ  

ごみの発生回避・排出抑制及び再利用・再資源化のための基本方針は、以下のとおりです。 

 

ごみの発生抑制と資源化を目指し、３者で取り組む４Ｒの推進 

 

ごみの発生・排出抑制及び再資源化の目標を達成するためには、市民・事業者・行政がご

み削減に対する意識を持ち、それぞれの役割と責任を果たし、互いの協力と連携のもとで持続

的な努力を続けていくことが必要です。 

こうした連携を深めていくためには、消費者である市民一人ひとりが自らのライフスタイルを

見直し、資源・環境問題に配慮したライフスタイルに転換する行動を、事業者は資源・環境に配

慮した事業活動や商品づくり及び流通システムづくりを進める行動を、行政は様々な角度から

市民、事業者の取組を支援していくという行動を３者協働により実施しつつ、循環型社会の構

築に努めていく必要があります。 

 

 
4.7.1  

 

 



 

-  106  -  
 

ŧÉǇǲǡ ¤ Ǧ טּ  

ごみの発生・排出抑制及び再資源化施策を推進していくためには、市民・事業者・行政の役

割を明確にし、お互いが様々な角度からの連携・協力により実効性のあるものにしていく必要

があります。 

 

⅜ ℮  

ᵑ ╛ ☻כꜚꜞ ─  

再利用できるもの、再生利用できるものは、地域で行う集団回収や店頭回収、民間回

収ルートを積極的に利用します。 

また、地域住民による集団回収等はごみ減量、資源化の観点から有効であるばかりで

なく、地域のコミュニティの育成にも役立つものであることから、積極的に実施します。 

さらにフリーマーケット、ガレージセール、インターネットを利用した不要品情報、民間の

中古品等の取扱業者への持ち込み等、家庭の不要品の売却や交換などによりリユース

に努めます。 

        
ᵒ ─ ⅜ ⌂™ ─  

不要な物品や食べきれない量の食品を購入しないなど、ごみとして廃棄するものそのも

のの発生を避けるような消費行動に努めます。また、容器包装廃棄物の家庭への持ち込

みを削減することは、廃棄物減量に大きな効果をもたらすことから、商品購入時のレジ袋

等の削減のためマイバッグの持参、簡易包装の商品を極力選択し購入するなどの配慮を

行います。 

また、製品寿命が長い商品、再生品、再利用商品を極力選択することにより廃棄物の

減量化や資源化に配慮を行います。 
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ᵓ ↔╖ ┼─ ⌂  

家庭から排出される廃棄物のうち多くの重量を占める生ごみについては、回収堆肥化

し利用するよう配慮を行います。 

 

 

 
4.7.2  

 

ᵔ ─  

市により回収される一般廃棄物は市の処理施設で処理

を行いますが、分別が不徹底の場合は焼却あるいは埋立

によって資源として回収されなくなります。したがって、市が

定める分別内容に沿ってごみを分別し、資源ごみなどが可

燃ごみ、不燃ごみなどに混入しないように配慮します。 

特に家庭から排出される可燃ごみへの混入が顕著で

す。可燃ごみについては、古紙類や容器包装廃棄物類が混

入しないよう分別を徹底するとともに、生ごみについては、水切りを徹底します。 

Ŧ ǽ 

 

ŧ ּק ȹȚȭǫ 

 

 

 

 

Ũ ȢȯºȠɐɜǡ ǫ 

 

ũ Ǟǻǽ  

 

 

 

 

 

Ū ǞǻǾ ǡ

 

ū ǡ Ǟǻǽ  

 

 

 

 

 

Ŭ ǈǿǒ Ǉǲȅ Ȫ

ȬɀǛ ǏǙ  

ŭ ÔǻƾȆǜÕǡ  
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ᵕ ⌐ ⇔√ ─  

ごみ発生抑制のため、大量消費、大量廃棄の生活から、４Ｒを意

識し、環境に配慮した生活スタイルを心がけます。 

また、食べ物については必要な分だけ食品を購入すること、食べ

残しが出ないよう配慮することにより、食品ロスが極力発生しない

よう努めます。 

 

ᵖ ꜞ◘▬◒ꜟ ⌐ ≠ↄ ─ ה  

容器包装リサイクル法、家電リサイクル法、食品リサイクル

法、自動車リサイクル法、小型家電リサイクル法など、廃棄対象

品により各種リサイクル関連の法律が施行されています。 

該当する対象物品については規定の方法により排出しま

す。なお、排出方法等については、市のホームページや販売店

などに確認し、適切に行うものとします。 

 

⅜ ℮  

ᵑ ⌐⅔↑╢ ⁸ ⁸ ⌂ ┼─  

事業者においては、必要に応じて複数の資源回収事業者の協力による回収体制を整

備する等による発生源における排出抑制に努めるとともに、具体的には、まず、古紙が可

燃ごみとならないよう、分別を徹底し、古紙回収業者による資源化に努めます。さらに、飲

食を伴う事業活動を行っている事業者については、食べ残しが極力出ないよう配慮した

商品の提供を心がけ、食品ロスを低減し、食品残渣についても水切りに努めるとともに、こ

れを、極力堆肥化等により資源化に努めます。 

 

ᵒ ⱴ▬Ᵽ♇◓ ┼─ ⁸ ─  

レジ袋削減のためのマイバッグ運動への市民の取組に協力を行うとともに、商品はでき

る限り簡易包装とし、廃棄物の削減に協力します。 

また、プラスチックトレイなどの利用についても最小限とするよう配慮します。 

さらに、使い捨て容器などを利用した商品から、リターナブルびんなどの再利用可能な

容器の利用を拡大します。 

 

ᵓ ─  

大型スーパー等で実施されている食品トレイ、牛乳パック等の店頭

回収を推進・拡大します。 
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ᵔ ─  

事務用紙、コピー用紙、トイレットペーパー等に再生品を使用するよう

努めるとともに、事業活動に使用する原材料についても再生品の使用

に努めます。 

また、可能な限り物を無駄にしないように努めます。 

 

ᵕ ─  

家電製品の梱包に用いられる梱包材については、その使用量を極力

抑制するよう梱包方法の工夫を行うとともに、製造・流通事業者の責任

において、回収・再生利用する体制を整備します。 

 

ᵖ ⌐ ⇔√ ─  

事業者は、リサイクルしやすい製品や寿命の長い製品を作ることにより、環境に配慮し

た事業活動を実践します。 

 

≤⇔≡─  

ᵑ ⁸ ─  

市民、事業者に対してごみに発生回避・抑制及び再利用・再資源化（４Ｒ）への取組、さ

らには不適切な分別排出者へのごみの適切な分別や出し方に対する指導・啓発を行うと

ともに、指導・啓発が効果的なものとなるよう関係団体とも協力します。 

さらに、ごみ減量化に関する社会意識を育てるために、学校や地域社会の場において、

副読本を活用した教育やごみ処理施設の見学など教育啓発活動に積極的に取り組みま

す。 

また、これら啓発活動を市民との協働により実践していくために、啓発活動指導員の育

成の検討を行っていきます。 

 

ᵒ ↔╖─ ─  

可燃ごみの多くは再資源化できますが、そのためには資源ごみとなるものを排出段階

で分別する必要があります。 

特に、古紙類、容器包装プラスチック類の分別意識について啓発を行い意識の向上に

努めます。 

また、厨芥類は生ごみ回収堆肥化事業への参加に関する情報提供をより積極的に行う

ことで、厨芥類が資源ごみであることを啓発し、意識向上に努めます。なお、生ごみ回収取

組世帯については、第２次日置市総合計画においても、以下のとおり目標を定め、その普

及に取り組んでいきます。 

 

  

Ŭ  20,000  
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ᵓ ⌐ ∆╢ ─  

事業系一般廃棄物の増減は、社会や市の経済情勢とも関連し、排出量も大きく異なっ

てきます。しかし、排出されるごみは、例えばオフィス書類のように、分別により古紙回収業

者で直接資源化できるものが多く含まれます。したがって、一般廃棄物排出事業者（多量

排出事業者）から順次、必要に応じ、ごみの排出削減、資源化に関するヒアリングなどの

実態把握を行うとともに、適宜、ごみの減量化計画の策定指導などを行い、ごみの減量化

を推進します。 

現在、直接搬入される廃棄物については処理手数料を徴収しており、これは今後とも継

続するものとします。 

 

ᵔ ↔╖─ ─  

市で行っているごみの有料化制度は継続します。 

なお、有料指定ごみ袋については市民からの要望に応じ、ごみの分別区分に合わせて

特大、大、小、特小の中から適宜サイズを決定しつつ種類を増やしてきました。今後は、情

勢に応じ種類の見直しを行うとともに、ごみ袋への民間広告を広く募集し、これをごみ処

理費用の一部に充当し、市民負担の軽減に努めるものとします。 

 

ᵕ ─  

本市では、各種団体による資源回収活動（集団回収）に対して助成事業を行っていま

す。平成29 年度からは生ごみリサイクルに使用する竹チップの原料となる伐採竹を助成

の対象に追加しました。今後も適宜内容の見直しなどを行い充実を図ります。 

 

ᵖ ↔╖ ─  

生ごみ回収事業は、年々参加する自治会および世帯が伸びてきており、市民の生ごみ

リサイクルに対する意識も高くなっています。しかし、参加世帯数の伸びが鈍化しているこ

とから、CO2削減効果などの見える化した数値により周知を行い、更なる市民意識の向上

を図っていきます。 

 
4.7.3  
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4.7.1  

 
ẑ ṕ ṖṬ ė  ẑ ︣ ףּ  

ẑ פֿ ṕ Ṗ ḭ 7 20,000 ṕ Ễ Ṗ ︣  

︡ḭṡ Ἐ פֿ Ṣ ︣  

ẑ פֿ ṕ ṖṬ ú  

 

ᵗ ⅔╗≈ꜞ◘▬◒ꜟ┼─  

社会の高齢化が進むなか、高齢者が使用する紙おむつの廃棄量も今後増加すること

が考えられます。 

市では、現在、多くの自治体で行われているように、「紙おむつ」を燃えるごみに区分し、

焼却施設で中間処理を行っています。しかし、紙おむつにはプラスチック原料製品が使用

されていることなどから、これを燃料として再利用することが検討され、技術面でも実施可

能レベルの設備が登場してきています。ただし、ごみの分別排出の問題、収集体制の問題、

安定的な回収量確保の問題など、実施面では様々な課題をクリアする必要があります。 

市では、一般家庭からのごみの排出抑制及びごみの資源循環の観点に基づき、一般

家庭から排出される紙おむつの資源化を促進するために、必要となる諸課題について検

討を行い、実施に向けて積極的に取り組みます。 

 

ᵘ ─ ─  

在宅医療廃棄物は、感染性廃棄物の混入防止など適正な排出を行うための啓発が重

要であるため、医療機関との連携を図りながら今後も啓発活動を強化していくものとしま

す。 

 

ᵙ ┼─  

「日置市地域防災計画（本編）平成20年１月、最終修正令和４年６月」に準じ、対応し

ます。 

 

  

È É È É È / É

Ǉǲ

È É

Ǉǲ

È É

Ǉǲ
∞

Èg/ / É

Ǉǲ

Èt / É

H29 49,386 22,714 2.174 9,160 14,875 140.50 762.83
H30 48,875 22,667 2.156 10,482 23,060 109.88 924.82
R1 48,288 22,673 2.130 12,929 27,830 103.46 1,050.97
R2 47,817 22,656 2.111 13,747 28,444 97.35 1,010.65
R3 47,468 22,675 2.093 13,973 30,400 92.56 1,027.00
R4 47,098 22,678 2.077 15,800 32,814 92.56 1,108.55
R5 46,669 22,673 2.058 17,200 35,404 92.56 1,196.05
R6 46,240 22,668 2.040 18,600 37,942 92.56 1,281.79
R7 45,811 22,663 2.021 20,000 40,428 92.56 1,365.77
R8 45,383 22,658 2.003 20,000 40,059 92.56 1,353.31
R9 44,954 22,653 1.984 20,000 39,689 92.56 1,340.81
R10 44,525 22,648 1.966 20,000 39,320 92.56 1,328.34
R11 44,096 22,642 1.948 20,000 38,950 92.56 1,315.84
R12 43,667 22,637 1.929 20,000 38,581 92.56 1,303.38
R13 43,239 22,632 1.911 20,000 38,211 92.56 1,290.88
R14 42,810 22,626 1.892 20,000 37,842 92.56 1,278.41
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ŭ Ǉǲǡ טּ Ǧ Ǟטּ ǌǾ  

ŦÉǇǲǡ טּ Ǧ ǡǒǴǡטּ  

ごみの減量化及び資源化の基本方針は、以下のとおりです。 

 

ᵳᶞᶍ טּ ᶒ ᶍטּ  

 

これまで継続しているごみの減量化及び資源化に対する啓発活動等を進めることにより、更

なる減量化の拡充を図る方針とします。 

 

↔╖ ⌐ ∆╢  

本市におけるごみの減量化に関する方針については、令和９年度までに令和３年度比とし

てゴミの総排出量を約5.2 %減量することを目標とします。 

減量化の施策として、４Ｒに向けた積極的な環境に優しい行動様式への取組を行う中で、

市民においては不要品の購入は避けるとともに、詰め替え商品の購入などによるごみの発

生回避・抑制を行います。また、生ごみの水切り、コンポスト容器における堆肥化などにより、

減量化に向けた取組に協力します。 

事業所においては、古紙回収・資源化による資源化の促進、食品ロスの低減、生ごみのコ

ンポスト化への取組などを通じて、事業系一般廃棄物の排出量の減量化を図っていくものと

します。 

本市は市民や事業所が行う取組を積極的に支援していくものとします。 
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⌐ ∆╢  

本市における資源化に関する方針については、以下の４点を重点的に進めていきます。 

 

ᵑ ↔╖ ↔╖ ⌐ ╕╣╢ ↔╖ ↔╖ ─ ⌐╟╢

─  

Ů È ÉǞƽƷǙ20,000  39,689   1,341t / Ǜ

ǌǾ¡ 

Ǳǒ  Ǟטּ ǝ ǡ◙ǛǊǙ ǚǀǾ ǡ ǞǗƷǙ

ǵ ǡǛƽǽ ǊǙ ƹ¡ 

 

ᵒ ─ ⇔╛ ┼─ ⁸ ─ ┼─  

Ů È ÉǞƽƷǙ  ǇǲǷ Ǉǲ ǡŦ Ŧ ǒǽ

Ǉǲ ȅ ǻǽ10ð Ǌ  Ǉǲ¥5.05g/ /   Ǉǲ¥

20.97g/ / ǛǌǾ¡ 

 

 

ᵓ ─ ה ─☿ⱷfi♩ ⌐╟╢ ─

 

Ũ ǡ טּ ȅ ǌǾǵǡǛǊ  Ů È Éǚ

¤ ǡȤɊɜȱ טּ ȅ ǡ10.28ðǛǌǾ¡ 

 

ᵔ ↔╖─ ─ ⌐╟╡ ≢─ ─ ꜡☻╩ ∆╢ 

  Ǉǲ ǡ ǡ   ǡּס Ǉǲǫǡ ȅ ǁ 

טּ ǡ Ǟ ǴǾ¡ 
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ŧÉ  

「市町村における循環型社会づくりに向けた一般廃棄物処理システムの指針」（平成16年

６月）及び「ごみ処理基本計画策定指針」（平成28年９月）において、標準的な分別区分とし

て表に示す３種類（類型Ⅰ～Ⅲ）が整理されています。 

現在、本市の類型は類型Ⅱに相当していますが、生ごみや廃食用油の回収など類型Ⅲへの

一部移行を進めています。当面は、市民参画型の生ごみ分別を継続し、状況を確認しつつ、適

宜、分別区分の見直しを行うものとします。 

 
4.8.1  

 ǝ   

ӵ ӡ ǌǾ  ӡ-ŦȋɔɈ¤ȢȪºɔ  Ǟ ǚ ǌǾƾ 

Ǣ ╗ Ǣ ǡ ǞǗƷǙ

Ǌ  Ǟ ǌǾ 

 

ӡ-ŧȕɒȢǦȆ 

ӡ-ŨɃȬȱɅȱɔ 

Ӣ ǌǾ ¤ ǡ ǇǲÈ ǞǻǾǵǡȅ ǳÉ 

ӥ ǷǌǇǲÈ ɀɒȢȪȬȘ ȅ ǳÉ 

Ӧ ǷǌǇǲÈ ɀɒȢȪȬȘ ȅ ǳÉ 

ӧǐǡ ǡ ǡǒǴǞ ǌǾǇǲ 

Ө Ǉǲ 

Ӷ ӡ ǌǾ  ӡ-ŦȋɔɈ ¤ȢȪºɔ  Ǟ ǚ ǌǾƾ 

Ǣ ╗ ǡ ǞǗƷǙ

Ǌ  Ǟ ǌǾÈǒǓǊ 

ƿ ǛǝǼǝƷǻƹ

ǌǾǵǡǡ ǎǞ ≥ǌ

ǾǆǛƿ É 

ú 

ӡ-ŧȕɒȢǦȆ ú 

ӡ-ŨɃȬȱɅȱɔ ú 

ӡ-ũɀɒȢȪȬȘ  ú 

ӡ-Ū  ú 

Ӣ ǌǾ ¤ ǡ ǇǲÈ ǞǻǾǵǡȅ ǳÉ ú 

Ӥ קּ  ú 

ӥ ǷǌǇǲÈ ɀɒȢȪȬȘ ȅ ǳÉ ú 

Ӧ ǷǈǝƷǇǲ ú 

ӧǐǡ ǡ ǡǒǴǞ ǌǾǇǲ  

Ө Ǉǲ ú 

ӷ ӡ ǌǾ  ӡ-ŦȋɔɈ ¤ȢȪºɔ  Ǟ ǚ ǌǾƾ 

Ǣ ╗ ǡ ǞǗƷǙ

Ǌ  Ǟ ǌǾÈǒǓǊ 

ƿ ǛǝǼǝƷǻƹ

ǌǾǵǡǡ ǎǞ ≥ǌ

ǾǆǛƿ É 

 

ӡ-ŧȕɒȢǦȆ 

ӡ-ŨɃȬȱɅȱɔ 

ӡ-ũɀɒȢȪȬȘ  

ӡ-Ū  

Ӣ ǌǾ   ǡ ǇǲÈ ǞǻǾǵǡȅ ǳÉ 

ӣ ǌǾ Ǉǲ  ǡȹȍȓɇȢ ú 

Ӥ קּ  

 

ӥ ǷǌǇǲÈ ɀɒȢȪȬȘ ȅ ǳÉ 

Ӧ ǷǈǝƷǇǲ 

ӧǐǡ ǡ ǡǒǴǞ ǌǾǇǲ 

Ө Ǉǲ 

ẑ Ẉ ︡ ךּ ︣ 
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以上から、基本的なごみの分別区分は、現行どおりとしますが、生ごみ回収堆肥化事業への

参加について啓発・広報を積極的に行います。 

 
4.8.1  
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Ů Ǉǲǡ ǝ Ǧǆǿȅ ǌǾ Ǟ ǌǾ  

ŦÉ  

本市における収集・運搬・中間処理・最終処分計画を総括した基本方針は、以下のとおりで

す。 

 

ᶉ ᴴ◖ ᴴ ᴴ ᶱ  

 

ŧÉ ¤◖  

本市における収集・運搬計画の方向性を以下に示します。 

 

─ ה ╩  

本市の収集区域及び収集・運搬体制については現行の体制を維持する方針とします。 

 

 
4.9.1  

Ǉǲ        

ǷǎǾǇǲ 

Ȣ
ȯ

Ƞ

ɜ

 

ŧ /  
Ǉǲ  

È Ǟ É 

( 63L) 

 ( 53L) 

 ( 35L) 

( 25L) 

( 31ⱦ/ )  

 ( 26ⱦ/ )  

 ( 16ⱦ/ )  

( 11ⱦ/ )  

≠  

 

  ɃȬȱɅȱɔ  ǝǊ  

Ǉǲ  ɆɓȹȚȭ ăŦ 
¥Ȟɜ

Ƀºɔ#6 
 

ǷǎǝƷǇǲ Ŧ /  
Ǉǲ  

È Ǟ É 

( 40L) 

( 30L) 

È26ⱦ/ É 

È16ⱦ/ É 

     

 

 

ŧ /  Ǉǲ  

È Ǟ É 

 ( 63L) 

 ( 30L) 

( 25L) 

 ( 26ⱦ/ )  

 ( 16ⱦ/ )  

( 11ⱦ/ )  

 

ǦȆ 

ɃȬȱɅȱɔ 
Ŧ /  

 ǚ ǽ » » 

Ǉǲ 
Ǧ

 
 ǚǀǾ ǽ Ǟ ǌǆǛ 

Ǉǲ  Ŧ /  
Ǌ ǲǞǻǾ 

ă ǡ5 ǱǚǞ Ǌ ǲ 
630ⱦ 

10kgǇǛǞ100ⱦ Ǌ 

ǲ קּ  
 

ɅȬȘȢ 
 » » » 

קּ ɓȞȍȘɔ  ɊºȔº Ǣ ǫ 

 

ǲȺȦȜɜ ɊºȔº Ǣ ǫ 

ẑểḲ ṇ ḭ ṇ #65 
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↔╖─ ─ ⌐ ℮ ה  

現在、集団回収ごみ、生ごみ（回収堆肥化）については、市が回収量を把握していますが、

収集・運搬は行っていません。 

集団回収ごみは、市民の取組により、また、生ごみは資源化業者が回収・運搬を行なって

います。 

また、有害ごみは、一旦、リサイクルプラザに保管しますが貯留量が定量に達した時点で

資源化業者が回収し、資源化施設へ運搬を行っています。 

今後も、現在の収集・運搬体制を維持するものとしますが、回収・運搬時のトラブル等に関

する指導者・監督は市として、今後とも積極的に取り組んでいきます。 

 

↔╖─ ⌂  

事業所の排出責任や自己処理の徹底を図るため、訪問指導や説明会の実施、収集運搬

許可業者の研修会や搬入車両の検査等を実施していきます。 

また、こうした取組が進展するように、必要に応じて適宜、継続して監督・指導していきます。 

 

3É  

本市における中間処理計画の方向性を以下に示します。 

 

─ ⌂ ─  

リサイクルプラザについては、既存施設の適正な維持管理を継続します。 

 

─  

現在クリーンリサイクルセンターで行っている焼却処理は、令和６年９月より（仮称）南薩

地区衛生管理組合新クリーンセンターへ移行します。 

 

ה ─  

現在、焼却灰・飛灰については、セメント原料化により搬出・資源化を行っています。今後

も継続するものとしますが、（仮称）南薩地区衛生管理組合新クリーンセンターへの移行後

については、適宜、見直すものとします。 
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ũÉ  

本市における最終処分計画の方向性を以下に示します。 

 

─ ─ ⌂ ─  

本市の最終処分場については、今後も適正な維持管理や補修等を継続しつつ、適正に

維持管理します。 

 
4.9.2  

ǡ  ∞ 
Ũ  

È É 

Ů  

È É 

 t /  71 64 

ɓȞȍȘɔɀɒȟ  t /  347 348 

 t /  0 0 

 t /  418 412 

 

─ ┼─  

焼却灰・飛灰は、最終処分場への埋立を行わず、セメント原料化による資源化を継続しま

す。 

また、直接埋立処分を行う廃棄物は最小限となるよう努めます。 
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10 ǫǡ ꞌ 

ŦÉ  

本市における不法投棄に関する基本方針は、以下の通りです。 

 

ᶍ  

 

市では「日置市空き缶等ポイ捨て防止条例」により空き缶、空きビン、紙くず、たばこの吸い

殻などのポイ捨てや散乱の防止を行ってきました。引き続き、当条例のもとでごみのポイ捨て等

の防止を図るものとします。 

また、本市の山間地域や農地、海岸など、人目につかない場所における不法投棄も見られ、

環境保全上の問題も指摘されています。 

このような不法投棄については市民・事業者・行政の３者による情報ネットワークを構築する

ことにより、より効果的な不法投棄の取り締まりが可能と考えられることから、今後の不法投棄

監視体制を強化します。 

 

 
       ṥ Ṧ       ṥ ḱ ḱ ṇ Ṧ 
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דּ 11 טּ ǫǡ ꞌ 

本市における地球温暖化防止に関する基本方針は、以下の通りです。 

 

דּ טּ ᶊ ᵰᵾ ᶱ  

 

世界的な環境問題となっている地球温暖化防止に向けて、本市では「日置市環境基本計画」

の中で令和12年度までに市内の二酸化炭素排出量を対平成28年度比として21.3% の削減を

目指すものとしています。 

この目標を達成するために一般廃棄物処理に関しては「ごみの減量化とリサイクルの徹底」

「中間処理施設による燃料使用量の低減」に加え（仮称）南薩地区衛生管理組合新クリーンセ

ンターの稼働に向けて「収集・運搬体制の効率化」「ごみ焼却に伴う焼却熱の回収とその利用」

が考えられます。 

 

 

É ḭ ︣  לּ

É ṇ ṇ ṇ ךּ ךּ︡ ︣  

É ḭ וֹףּ  

É ṕ Ṗ ṇ ṇ וֹ ḱ

ṇ  
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12 ǐǡ Ǉǲ Ǟ Ǌ ǝ  

ŦÉ ╗  

特別管理一般廃棄物は、廃棄物処理法に基づいて、①ＰＣＢ使用部品、②廃水銀（回収した

一般廃棄物から回収したもの）、③ばいじん（ごみ処理施設の集じん施設で生じたばいじん）、

④ばいじん・燃え殻・汚泥（ダイオキシン類3ng- TEQ/g を超えるもの）、⑤感染性一般廃棄物

（医療機関等から排出される一般廃棄物で、感染性病原体が含まれもしくは付着しているおそ

れがあるもの）が指定されています。 

事業者が排出するばいじんは産業廃棄物であることから、排出事業者による適正処理が行

われるように指導していきます。 

一般家庭からの水銀を使用した電池、体温計、血圧計、蛍光管等は、有害ごみとして分別回

収することを徹底し、回収した廃水銀使用製品は適切に保管し、一定量貯留後は回収業者に

より適切な処理、資源化を行います。 

ＰＣＢ使用部品はメーカー処理を原則とし、適正処理を推進するために販売店での取引協

力や市民に対しても適正排出の協力を要請します。 

なお、紙おむつの再資源化については、感染性が疑われるもの以外の使用済み紙おむつを

対象とします。そのため、医療機関から排出される紙おむつは、医師会の方針として、「医療機

関から発生するものすべてを特別管理産業廃棄物許可業者へ委託することを推進する」こと

から対象外とし、老人介護施設からの紙おむつについても、当面対象とはしません。 

在宅医療廃棄物については医療機関との連携の中で許可業者により処理・処分が適正に

行われるよう指導します。 

 

ŧÉ  

適正処理困難物は、廃棄物処理法により、①廃タイヤ、②25インチ以上のテレビ、③250L

以上の冷蔵庫、④スプリング入りマットレスが指定されています。このうち、廃タイヤについては、

適正処理ルートが構築され、テレビ、冷蔵庫については、家電リサイクル法に基づく再商品化が

行われています。また、スプリング入りマットレスについても、全日本ベッド工業会において、一

括して指定一般廃棄物処理業者としての申請が行われ、認められており（厚生省衛生 水道

環境部環境整備課 事務連絡平成11年６月29日）、業者によって処理が行われています。な

お、本市では収集できないものとして下表に示すようなものを指定しており、販売店等による引

き取りを指導しています。 

 
4.12.1  

  

 

ȯɕȼ ȑȋȜɜ       ┤  ȺȦȜ

ɜ  ¤ȹȍȘ  ȕȢɅɜɂ    אל    

ȼȴºɔ   ȿɖȬȘ  ¤  ═

 ǝǜ 
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ŨÉ קּ טּ  

特定家庭用機器再商品化法（以下「家電リサイクル法」という）に適用される家電製品は、

構造・組成が複雑であるなどの理由から市町村での処理が困難であるものを指しています。

これらの家電製品は廃棄物の減量及び再生が十分に行われていないため、廃棄物の適正な

処理及び資源の有効利用を図ることを目的として、平成10年６月に家電リサイクル法が公布

されました。 

具体的には、一般の家庭で通常使用される機械器具のうち、下記に掲げるものが対象とな

っています。 

Ẇ ṇṕ ṇ

צּ וֹ שּ︡ קּ טּ ṇ

ṇ ḮṖ 

Ẇ ּל ḭ בֿ  

 ̧  

 ̧ ṕ ︡ ︡ ךּ ḭ

כֿ צּ קּ לּ ︡ ḮṖשּ

 

Ẇ  

Ẇ  

 

本市においても家電リサイクル法に基づく再商品化を進めていくことを目的に、引き取りは

販売店もしくは収集運搬許可業者が実施することとしています。 

 

ũÉּק ȺȦȜɜɓȞȍȘɔ 

平成15年10月１日より「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基づき、家庭から排出

される使用済みパソコンの回収とリサイクルが実施されています。 

本制度は、平成12年より産業構造審議会及び環境省パソコンリサイクル検討会において審

議が開始され、平成15年４月に改正省令の公布がなされたものです。 

本制度の特徴は、消費者がパソコンを購入する際に、処理責任を負うメーカーが処理費用

を「前払い方式」で徴収し、排出時には無料で回収・リサイクルを請け負うという点にあり、家

電４品目の際に問題となった排出時の処理費用支払いを嫌う市民等による不法投棄問題が、

中長期的に解決されることが期待されています。 

また、「前払い方式」が適用されるパソコンには「ＰＣリサイクルマーク」が貼られており、判別

が可能となっています。 

なお、市ではパソコンを受け入れしない方針のため、ＰＣリサイクルマークが付いていないパ

ソコンについては、メーカーへの回収依頼や中古市場への流通などにより処理もしくはリユー

スを指導していきます。 
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4.12.2  

  

 

ȰȢȘȱȬɀȺȦȜɜÈ É ȺȦȜɜ ȿɒȏɜ ȰȌȢɀɕ

ȍ ȺȦȜɜ ♪ ȰȌȢɀɕȍ ȰȢȘȱȬɀ╗ ȺȦȜɜ ȷ

ºȱ ȺȦȜɜ ɇȏȢ ȖºɅºȲ ȢȽºȔº ȚºȿɔÈǒǓ

Ǌ  Ǟ ǾÉ 

 
ɀɓɜȨº ȢȖɌȳº ɘºɀɖ  ƅŹŶ ɇȴɎȋɔ  

ŸŹ ƇƄƂ  

 

ŪÉ ǲ קּ ƾǼǡɕȋɊȨɔǡ Ǧ  

使用済みの電気電子機器（小型家電）については、「使用済み小型電子機器等の再資源

化の促進に関する法律」が平成25年４月より施行されたため、市では平成26 年８月より使用

済み小型家電の回収を始めており、レアメタルの再資源化を図ります。 

回収は、本町、各支所、各地公民館に回収ボックスを設置し、これに使用済みとなった小型

家電を各人が入れることとしています。 
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Ŧ¥ȱɕɜȲ ǞǻǾ ǡ  

「トレンド法による推計」とは、過去の人口変動傾向から将来の人口変動を推計する方法です

が、一般廃棄物処理に関する計画策定によく用いられている推計方法です。 

推計の手法は｢ごみ処理施設構造指針解説｣にて示されている方法としました。 

 
 

   

一次傾向線 
 

Þ Ú  

最も一般的な式であり使用頻度の
高い式です。過去の実績値が漸増・漸
減している場合等に良く適合するとい
う経験則があり、採用されるケースが
多くなっています。 

① 
 

② 
 
 
 

③ 

傾向を直線に置き換えたとき
の推計式です。 
式のｂはこの直線の勾配の
値で、ｂ正符号のとき上昇傾
向となり、ｂが負符号のとき
下降傾向となります。 
見積りが少なく出る傾向が
あります。 

二次傾向線 
 

Þ Ú Ú 2  

本推計式は、増減の大きな傾向曲
線を示す場合が多く、実績値によって
は、傾向曲線の中に極値を含み、増減
の逆転が生じる場合もあります。したが
って、人口推計の場合、あまり整合性が
良くありませんが、一般廃棄物の推計
では、採用されることがあります。 

① 
 

② 
 

③ 

傾向を放物線に置き換えた
ときの推計式です。 
逓増的・逓減的な増加また
は減少を示す曲線です。 
人口推計ではあまり整合性
は良くありませんが、ごみ量
の推計では用いられることが
あります。 

一次指数曲線 
 

Þ  

過去のデータが等比級数的な傾向
の時に整合性が良いといわれていま
す。したがって、発展性の強い都市以
外では、推計値が大きくなることがあり
ます。 

① 
 
 

② 
 

③ 

過去のデータの伸びを一定
の比率で逓増または逓減さ
せる推計式です。 
増加あるいは減少傾向は急
激になります。 
過去のデータが等比級数的
な傾向のときに整合性が良
いといわれています。 

べき曲線 
 

Þ Ú( )  

比較的整合性が良く、多くの都市の
人口推計に適用できます。しかし、推計
値が過大となるおそれもあるので十分
な配慮が必要となります。 

① 
 

② 
 
 

③ 

過去のデータの伸びを徐々
に増加させる推計式です。 
実績値が増加し続ける条件
で、最も適合性が良いとされ
ています。 
多くの都市の人口推計に適
用できます。 

ロジスティック曲線 
 

Þc ᴙ Ú(b - ex)ᴜ 

本推計式は、人口増加の法則の研
究から導かれたものであり、一定年後
に増加率が、最大となりその後増加率
が減少して無限年後に飽和に達するよ
うな曲線式をもとにする方法で、大規
模な都市の人口を推計する場合によく
適用されます。 

① 
 
 
 
 

② 

前半は加速度的に増加率が
上昇し、後半は次第に増加
率が鈍化して、無限年数に飽
和に達するような傾向を表わ
す推計式です。 
Ｓ字曲線で表現することがで
きます。 
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ŧ¥ ╓ È Éǡ  

 

G ˂%⁵H

ˢỗדᶆ▬ ỗדᶆ▬ ˢỗẰ₲ԅ▬ ňĜԅ▬ ԅ▬

+ᵂ₲ +ᵂ₲ +ᵂ₲ +ᵂ₲ +ᵂ₲

→ 24 51,181
25 50,885 -296
26 50,556 -329
27 50,212 -344
28 49,896 -316
29 49,386 -510 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
30 48,875 -511
1 48,288 -587
2 47,817 -471
3 47,468 -349
Ԍ+ᵂ₲ -413

4 47,098 -370 47,098 -370 46,770 -698 47,133 -335 47,316 -152 47,101 -367
5 46,669 -429 46,669 -429 46,162 -608 46,726 -407 47,178 -138 46,675 -426
6 46,240 -429 46,240 -429 45,525 -637 46,321 -405 47,051 -127 46,249 -426
7 45,811 -429 45,811 -429 44,858 -667 45,920 -401 46,935 -116 45,824 -425
8 45,383 -428 45,383 -428 44,160 -698 45,523 -397 46,826 -109 45,399 -424
9 44,954 -429 44,954 -429 43,434 -726 45,129 -394 46,725 -101 44,976 -424
10 44,525 -429 44,525 -429 42,677 -757 44,739 -390 46,630 -95 44,553 -423
11 44,096 -429 44,096 -429 41,890 -787 44,352 -387 46,540 -90 44,131 -422
12 43,667 -429 43,667 -429 41,074 -816 43,968 -384 46,456 -84 43,710 -421
13 43,239 -428 43,239 -428 40,228 -846 43,588 -380 46,376 -80 43,290 -420
14 42,810 -429 42,810 -429 39,352 -876 43,210 -378 46,300 -76 42,871 -419

₢ᴁỦ Yt=a+b*t Yt=a+b*t+c*t^2 $ Yt=Yo+a*(t-to)^b Yt=K/(1+EXP(b-a*t))

ö 51,814.867 51,486.950 51,861.241 51,973.099 -0.017
÷ -428.812 -264.854 0.991 -0.033 -0.031
ø -14.905
ôĄ 47,468
ïĄ 3
æ 102,044
ć 0.995 0.998 0.993 0.915 0.994

ṅ x x

Ø Ù
Ó ỗדᶆ▬ľ ꞈїג₲ěḾő᷈ēőĽĽ ΣῸĹᵂᾶדᶆšỞĨĮŐṅ ĦĹē!
Ô ˢỗדᶆ▬ ˢỗẰ₲ԅ▬ ƯźŻƈťƅűԅ▬ĺĳēĵľ Ŋŋ Ľ₢ᴁᴕΌě ŘśĮě Ḿőꞈїג₲Ľ
᷈ēˢỗדᶆ▬šṅ ĨŚőĽķĦĮ!

Ỹ
┴

Ẑ

ḣ
ӏ

Ů ¥33+843

02 ¥31+70/
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Ũ Ŧ¥Ŧ Ŧ ǒǽ ∞ǡ È Ǉǲ¥ּס ǇǲÉ 

 
  

G ˂%g/⁵/ H

ˢỗדᶆ▬ ỗדᶆ▬ ˢỗẰ₲ԅ▬ ňĜԅ▬ ԅ▬

+ᵂ₲ +ᵂ₲ +ᵂ₲ +ᵂ₲ +ᵂ₲

29 448.85
30 437.91 -10.95
1 436.71 -1.20 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
2 437.80 1.09
3 434.50 -3.30
Ԍ+ᵂ₲ -3.59

4 431.31 -3.19 430.51 -3.99 439.30 4.80 405.26 -29.23 431.31 -3.19 430.51 -3.99
5 430.11 -1.20 427.62 -2.88 445.20 5.91 398.58 -6.69 430.11 -1.20 427.63 -2.88
6 429.06 -1.04 424.74 -2.88 453.62 8.42 392.00 -6.58 429.06 -1.04 424.75 -2.88
7 428.15 -0.92 421.86 -2.88 464.56 10.93 385.53 -6.47 428.15 -0.92 421.87 -2.88
8 427.33 -0.82 418.98 -2.88 478.00 13.44 379.17 -6.36 427.33 -0.82 419.00 -2.87
9 426.59 -0.74 416.09 -2.88 493.95 15.95 372.91 -6.26 426.59 -0.74 416.12 -2.87
10 425.92 -0.67 413.21 -2.88 512.42 18.47 366.76 -6.15 425.92 -0.67 413.25 -2.87
11 425.30 -0.62 410.33 -2.88 533.40 20.98 360.71 -6.05 425.30 -0.62 410.39 -2.87
12 424.73 -0.57 407.44 -2.88 556.89 23.49 354.76 -5.95 424.73 -0.57 407.52 -2.86
13 424.20 -0.53 404.56 -2.88 582.89 26.00 348.90 -5.85 424.20 -0.53 404.66 -2.86
14 423.70 -0.50 401.68 -2.88 611.40 28.51 343.15 -5.76 423.70 -0.50 401.80 -2.86

₢ᴁỦ Yt=a+b*t Yt=a+b*t+c*t^2 Yt=a$b^t Yt=Yo+a*(t-to)^b Yt=K/(1+EXP(b-a*t))

ö 447.800 456.591 447.808 446.799 -0.013
÷ -2.883 -10.417 0.983 -0.018 -0.013
ø 1.256
ôĄ 434
ïĄ 3
æ 890
ć 0.815 0.917 0.819 0.910 0.815

ṅ x x

Ø Ù
Ó ỗדᶆ▬ľꞈїג₲ěḾő᷈ēőĽĽ ᵅӲĽדᶆš ̛ĦĵēĹēĽĶṅ ĦĹē!
Ô ˢỗדᶆ▬ ňĜԅ▬ ƯźŻƈťƅűԅ▬ĺĳēĵľ Ŋŋ Ľ₢ᴁᴕΌě ŘśĮě Ḿőꞈїג₲Ľ᷈ē
ňĜԅ▬šṅ ĨŚőĽķĦĮ!

Ẑ

ḣ
ӏ

Ů ¥426. 59g/ /
14 ¥423. 70g/ /
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Ũ ŧ¥Ŧ Ŧ ǒǽ ∞ǡ È Ǉǲ¥ ǇǲÉ 

 
  

G ˂%g/⁵/ H

ˢỗדᶆ▬ ỗדᶆ▬ ˢỗẰ₲ԅ▬ ňĜԅ▬ ԅ▬

+ᵂ₲ +ᵂ₲ +ᵂ₲ +ᵂ₲ +ᵂ₲

29 2.39
30 2.47 0.08
1 2.21 -0.25 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
2 3.04 0.82
3 3.06 0.02
Ԍ+ᵂ₲ 0.17

4 3.22 0.17 3.21 0.15 3.69 0.63 3.22 0.17 3.24 0.18 3.22 0.16
5 3.46 0.24 3.40 0.19 4.36 0.67 3.46 0.24 3.31 0.07 3.42 0.20
6 3.71 0.25 3.59 0.19 5.17 0.81 3.71 0.25 3.37 0.06 3.62 0.20
7 3.98 0.27 3.78 0.19 6.11 0.95 3.98 0.27 3.43 0.06 3.81 0.19
8 4.28 0.29 3.97 0.19 7.20 1.08 4.28 0.29 3.48 0.05 4.00 0.19
9 4.59 0.31 4.17 0.19 8.42 1.22 4.59 0.31 3.52 0.05 4.19 0.18
10 4.92 0.34 4.36 0.19 9.78 1.36 4.92 0.34 3.57 0.04 4.37 0.18
11 5.28 0.36 4.55 0.19 11.27 1.50 5.28 0.36 3.61 0.04 4.54 0.17
12 5.67 0.39 4.74 0.19 12.90 1.63 5.67 0.39 3.64 0.04 4.70 0.16
13 6.08 0.41 4.93 0.19 14.67 1.77 6.08 0.41 3.68 0.04 4.85 0.15
14 6.53 0.44 5.12 0.19 16.58 1.91 6.53 0.44 3.71 0.03 5.00 0.14

₢ᴁỦ Yt=a+b*t Yt=a+b*t+c*t^2 Yt=a$b^t Yt=Yo+a*(t-to)^b Yt=K/(1+EXP(b-a*t))

ö 2.057 2.537 2.112 2.255 0.123
÷ 0.192 -0.220 1.073 0.152 0.747
ø 0.069
ôĄ 3
ïĄ 3
æ 6
ć 0.776 0.843 0.789 0.695 0.781

ṅ x x

Ø Ù
Ó ỗדᶆ▬ľꞈїג₲ěḾő᷈ēőĽĽ ᵅӲĽדᶆš ̛ĦĵēĹēĽĶṅ ĦĹē!
Ô ỗדᶆ▬šᾤĞ₢ᴁ ĽĕİḾőꞈїג₲Ľ᷈ēˢỗẰ₲ԅ▬šṅ ĨŚőĽķĦĮ!
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Ũ Ũ¥Ŧ Ŧ ǒǽ ∞ǡ È Ǉǲ¥ ǇǲÉ 

 
  

G ˂%g/⁵/ H

ˢỗדᶆ▬ ỗדᶆ▬ ˢỗẰ₲ԅ▬ ňĜԅ▬ ԅ▬

+ᵂ₲ +ᵂ₲ +ᵂ₲ +ᵂ₲ +ᵂ₲

29 17.20
30 17.38 0.18
1 17.25 -0.13 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
2 20.45 3.21
3 18.01 -2.45
Ԍ+ᵂ₲ 0.20

4 19.45 1.45 19.47 1.46 18.51 0.50 19.45 1.44 18.49 0.48 19.45 1.45
5 19.91 0.46 19.94 0.47 18.02 -0.49 19.95 0.50 18.67 0.19 19.91 0.46
6 20.37 0.45 20.41 0.47 17.26 -0.76 20.47 0.52 18.84 0.16 20.37 0.45
7 20.81 0.45 20.88 0.47 16.22 -1.04 21.00 0.53 18.98 0.14 20.81 0.45
8 21.26 0.44 21.35 0.47 14.91 -1.31 21.54 0.54 19.11 0.13 21.26 0.44
9 21.69 0.43 21.82 0.47 13.32 -1.58 22.10 0.56 19.23 0.12 21.69 0.43
10 22.12 0.43 22.29 0.47 11.46 -1.86 22.67 0.57 19.34 0.11 22.12 0.43
11 22.54 0.42 22.76 0.47 9.33 -2.13 23.25 0.59 19.44 0.10 22.54 0.42
12 22.95 0.41 23.22 0.47 6.93 -2.41 23.85 0.60 19.53 0.09 22.95 0.41
13 23.35 0.40 23.69 0.47 4.24 -2.68 24.47 0.62 19.62 0.09 23.35 0.40
14 23.74 0.39 24.16 0.47 1.29 -2.95 25.10 0.63 19.70 0.08 23.74 0.39

₢ᴁỦ Yt=a+b*t Yt=a+b*t+c*t^2 Yt=a$b^t Yt=Yo+a*(t-to)^b Yt=K/(1+EXP(b-a*t))

ö 16.648 15.689 16.690 16.960 0.057
÷ 0.470 1.292 1.026 0.063 -0.002
ø -0.137
ôĄ 18
ïĄ 3
æ 33
ć 0.539 0.570 0.536 0.539 0.539

ṅ x x

Ø Ù
Ó ỗדᶆ▬ľꞈїג₲ěḾő᷈ēőĽĽ ᵅӲĽדᶆš ̛ĦĵēĹēĽĶṅ ĦĹē!
Ô ˢỗדᶆ▬ ˢỗẰ₲ԅ▬ ƯźŻƈťƅűԅ▬ĺĳēĵľ Ŋŋ Ľ₢ᴁᴕΌě ŘśĮě Ḿőꞈїג₲Ľ
᷈ēƯźŻƈťƅűԅ▬šṅ ĨŚőĽķĦĮ!

Ẑ

ḣ
ӏ

Ů ¥21. 69g/ /
14 ¥23. 74g/ /
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Ũ ũ¥Ŧ Ŧ ǒǽ ∞ǡ È Ǉǲ¥ ǇǲÉ 

 
  

G ˂%g/⁵/ H

ˢỗדᶆ▬ ỗדᶆ▬ ˢỗẰ₲ԅ▬ ňĜԅ▬ ԅ▬

+ᵂ₲ +ᵂ₲ +ᵂ₲ +ᵂ₲ +ᵂ₲

29 0.74
30 0.81 0.08
1 0.69 -0.12 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
2 0.90 0.21
3 0.79 -0.11
Ԍ+ᵂ₲ 0.01

4 0.81 0.02 0.85 0.05 0.83 0.04 0.84 0.05 0.81 0.02 0.85 0.05
5 0.82 0.01 0.86 0.02 0.83 0.00 0.86 0.02 0.82 0.01 0.86 0.02
6 0.82 0.01 0.88 0.02 0.82 -0.01 0.88 0.02 0.82 0.01 0.88 0.02
7 0.83 0.01 0.90 0.02 0.81 -0.01 0.91 0.02 0.83 0.01 0.90 0.02
8 0.84 0.01 0.92 0.02 0.79 -0.02 0.93 0.02 0.84 0.01 0.92 0.02
9 0.84 0.00 0.94 0.02 0.77 -0.02 0.95 0.02 0.84 0.00 0.94 0.02
10 0.85 0.00 0.96 0.02 0.75 -0.03 0.98 0.02 0.85 0.00 0.96 0.02
11 0.85 0.00 0.98 0.02 0.71 -0.03 1.00 0.02 0.85 0.00 0.97 0.02
12 0.85 0.00 1.00 0.02 0.67 -0.04 1.02 0.02 0.85 0.00 0.99 0.02
13 0.86 0.00 1.02 0.02 0.63 -0.04 1.05 0.03 0.86 0.00 1.01 0.02
14 0.86 0.00 1.04 0.02 0.58 -0.05 1.08 0.03 0.86 0.00 1.03 0.02

₢ᴁỦ Yt=a+b*t Yt=a+b*t+c*t^2 Yt=a$b^t Yt=Yo+a*(t-to)^b Yt=K/(1+EXP(b-a*t))

ö 0.728 0.708 0.728 0.740 0.055
÷ 0.020 0.036 1.025 0.060 -0.002
ø -0.003
ôĄ 1
ïĄ 3
æ 1
ć 0.386 0.391 0.385 0.387 0.386

ṅ x x

Ø Ù
Ó ỗדᶆ▬ľꞈїג₲ěḾő᷈ēőĽĽ ᵅӲĽדᶆš ̛ĦĵēĹēĽĶṅ ĦĹē!
Ô ỗדᶆ▬šᾤĞ₢ᴁ ĽĕİḾőꞈїג₲Ľ᷈ēňĜԅ▬šṅ ĨŚőĽķĦĮ!
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Ũ Ū¥Ŧ Ŧ ǒǽ ∞ǡ È Ǉǲ¥ ǇǲÉ 

 
  

G ˂%g/⁵/ H

ˢỗדᶆ▬ ỗדᶆ▬ ˢỗẰ₲ԅ▬ ňĜԅ▬ ԅ▬

+ᵂ₲ +ᵂ₲ +ᵂ₲ +ᵂ₲ +ᵂ₲

29 31.51
30 32.74 1.23
1 32.96 0.23 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
2 34.61 1.64
3 35.38 0.77
Ԍ+ᵂ₲ 0.97

4 36.42 1.04 36.32 0.94 36.58 1.20 36.42 1.04 36.36 0.98 36.30 0.92
5 37.48 1.06 37.28 0.96 37.79 1.22 37.48 1.06 36.74 0.38 37.24 0.94
6 38.57 1.09 38.25 0.96 39.08 1.29 38.57 1.09 37.08 0.33 38.17 0.93
7 39.70 1.12 39.21 0.96 40.44 1.36 39.70 1.12 37.37 0.30 39.08 0.92
8 40.85 1.16 40.17 0.96 41.88 1.43 40.85 1.16 37.64 0.27 39.99 0.90
9 42.04 1.19 41.13 0.96 43.39 1.51 42.04 1.19 37.88 0.24 40.88 0.89
10 43.27 1.23 42.09 0.96 44.97 1.58 43.27 1.23 38.10 0.22 41.75 0.87
11 44.53 1.26 43.05 0.96 46.62 1.65 44.53 1.26 38.31 0.21 42.61 0.86
12 45.83 1.30 44.01 0.96 48.35 1.73 45.83 1.30 38.50 0.19 43.45 0.84
13 47.16 1.34 44.97 0.96 50.14 1.80 47.16 1.34 38.68 0.18 44.27 0.82
14 48.54 1.37 45.93 0.96 52.02 1.87 48.54 1.37 38.85 0.17 45.07 0.80

₢ᴁỦ Yt=a+b*t Yt=a+b*t+c*t^2 Yt=a$b^t Yt=Yo+a*(t-to)^b Yt=K/(1+EXP(b-a*t))

ö 30.556 30.811 30.652 31.265 0.061
÷ 0.961 0.743 1.029 0.069 0.069
ø 0.036
ôĄ 35
ïĄ 3
æ 63
ć 0.982 0.983 0.983 0.953 0.982

ṅ x x

Ø Ù
Ó ỗדᶆ▬ľꞈїג₲ěḾő᷈ēőĽĽ ΣῸĹ+ͽדᶆšỞĨĮŐṅ ĦĹē!
Ô ỗדᶆ▬šᾤĞ₢ᴁ ĽĕİḾőꞈїג₲Ľ᷈ēˢỗẰ₲ԅ▬šṅ ĨŚőĽķĦĮ!
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Ũ ū¥Ŧ Ŧ ǒǽ ∞ǡ È ǇǲÉ 

 
  

G ˂% ⁵ H

ˢỗדᶆ▬ ỗדᶆ▬ ˢỗẰ₲ԅ▬ ňĜԅ▬ ԅ▬

+ᵂ₲ +ᵂ₲ +ᵂ₲ +ᵂ₲ +ᵂ₲

29 19.03
30 16.01 -3.02
1 14.60 -1.41 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
2 8.88 -5.71
3 8.61 -0.28
Ԍ+ᵂ₲ -2.60

4 8.61 0.00 5.04 -3.57 5.63 -2.98 6.65 -1.96 6.67 -1.94 6.07 -2.54
5 8.61 0.00 2.24 -2.80 3.43 -2.20 5.35 -1.30 6.04 -0.64 4.47 -1.60
6 8.61 0.00 0.00 -2.24 1.40 -2.03 4.31 -1.05 5.53 -0.51 3.24 -1.23
7 8.61 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.40 3.46 -0.84 5.10 -0.42 2.32 -0.92
8 8.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.79 -0.68 4.75 -0.36 1.65 -0.67
9 8.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.24 -0.54 4.44 -0.31 1.17 -0.49
10 8.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.80 -0.44 4.17 -0.27 0.82 -0.35
11 8.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.45 -0.35 3.94 -0.24 0.57 -0.25
12 8.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.17 -0.28 3.73 -0.21 0.40 -0.17
13 8.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.94 -0.23 3.54 -0.19 0.28 -0.12
14 8.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.76 -0.18 3.37 -0.17 0.19 -0.08

₢ᴁỦ Yt=a+b*t Yt=a+b*t+c*t^2 $ Yt=Yo+a*(t-to)^b Yt=K/(1+EXP(b-a*t))

ö 21.814 22.408 24.529 20.957 -0.364
÷ -2.796 -3.306 0.805 -0.517 -0.710
ø 0.085
ôĄ 9
ïĄ 3
æ 33
ć 0.969 0.970 0.965 0.913 0.971

ṅ x x

Ø Ù
Ó ֕ ĽᵂᾶľŵƯƌŨťƭŻе░ῑĽ̚ӼěᾶĹĚŘĩđĲĮķᶳėŘśŚĢķĚŘ Õי‫ ĽỸ┴ě͕
ĿēĶ₢˒ĨŚőĽķĦĮ!
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Ũ Ŭ¥Ŧ ǒǽ ∞ǡ È Ǉǲ¤ּס ǇǲÉ 

 
 

  

G ˂%t / H

ˢỗדᶆ▬ ỗדᶆ▬ ˢỗẰ₲ԅ▬ ňĜԅ▬ ԅ▬

+ᵂ₲ +ᵂ₲ +ᵂ₲ +ᵂ₲ +ᵂ₲

29 11.86
30 10.50 -1.36
1 10.57 0.06 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
2 10.46 -0.11
3 10.42 -0.04
Ԍ+ᵂ₲ -0.36

4 10.11 -0.32 9.88 -0.54 11.12 0.70 9.93 -0.49 10.11 -0.32 9.88 -0.54
5 9.99 -0.12 9.59 -0.29 12.07 0.94 9.67 -0.26 9.99 -0.12 9.60 -0.29
6 9.89 -0.10 9.30 -0.29 13.36 1.30 9.42 -0.25 9.89 -0.10 9.31 -0.28
7 9.80 -0.09 9.01 -0.29 15.01 1.65 9.18 -0.25 9.80 -0.09 9.03 -0.28
8 9.72 -0.08 8.71 -0.29 17.02 2.00 8.94 -0.24 9.72 -0.08 8.75 -0.28
9 9.65 -0.07 8.42 -0.29 19.38 2.36 8.71 -0.23 9.65 -0.07 8.48 -0.27
10 9.59 -0.06 8.13 -0.29 22.09 2.71 8.48 -0.23 9.59 -0.06 8.21 -0.27
11 9.53 -0.06 7.83 -0.29 25.15 3.06 8.26 -0.22 9.53 -0.06 7.94 -0.27
12 9.48 -0.05 7.54 -0.29 28.57 3.42 8.04 -0.21 9.48 -0.05 7.68 -0.26
13 9.43 -0.05 7.25 -0.29 32.34 3.77 7.84 -0.21 9.43 -0.05 7.42 -0.26
14 9.38 -0.05 6.96 -0.29 36.47 4.12 7.63 -0.20 9.38 -0.05 7.17 -0.25

₢ᴁỦ Yt=a+b*t Yt=a+b*t+c*t^2 Yt=a$b^t Yt=Yo+a*(t-to)^b Yt=K/(1+EXP(b-a*t))

ö 11.641 12.878 11.633 11.560 -0.050
÷ -0.293 -1.353 0.974 -0.076 0.027
ø 0.177
ôĄ 10
ïĄ 3
æ 24
ć 0.750 0.921 0.758 0.878 0.751

ṅ x x

Ø Ù
Ó ỗדᶆ▬ľꞈїג₲ěḾő᷈ēőĽĽ Ԇ Ĺ+ͽדᶆšỞĦĵēŚĮŐṅ ĦĹē!
Ô ỗדᶆ▬šᾤĞ₢ᴁ ĽĕİḾőꞈїג₲Ľ᷈ēňĜԅ▬šṅ ĨŚőĽķĦĮ!
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Ũ ŭ¥Ŧ ǒǽ ∞ǡ È Ǉǲ¤ ǇǲÉ 

 
 

G ˂%t / H

ˢỗדᶆ▬ ỗדᶆ▬ ˢỗẰ₲ԅ▬ ňĜԅ▬ ԅ▬

+ᵂ₲ +ᵂ₲ +ᵂ₲ +ᵂ₲ +ᵂ₲

29 0.59
30 0.58 -0.01
1 0.63 0.05 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
2 0.70 0.07
3 0.72 0.02
Ԍ+ᵂ₲ 0.03

4 0.76 0.05 0.76 0.04 0.79 0.07 0.76 0.05 0.75 0.04 0.75 0.04
5 0.81 0.05 0.79 0.04 0.85 0.07 0.81 0.05 0.77 0.02 0.79 0.04
6 0.86 0.05 0.83 0.04 0.93 0.08 0.86 0.05 0.78 0.01 0.82 0.03
7 0.91 0.05 0.87 0.04 1.02 0.09 0.91 0.05 0.79 0.01 0.86 0.03
8 0.96 0.05 0.91 0.04 1.11 0.09 0.96 0.05 0.80 0.01 0.89 0.03
9 1.02 0.06 0.94 0.04 1.21 0.10 1.02 0.06 0.81 0.01 0.92 0.03
10 1.08 0.06 0.98 0.04 1.32 0.11 1.08 0.06 0.82 0.01 0.94 0.03
11 1.15 0.07 1.02 0.04 1.44 0.12 1.15 0.07 0.83 0.01 0.97 0.03
12 1.22 0.07 1.06 0.04 1.57 0.13 1.22 0.07 0.84 0.01 0.99 0.02
13 1.29 0.07 1.10 0.04 1.71 0.14 1.29 0.07 0.85 0.01 1.02 0.02
14 1.37 0.08 1.13 0.04 1.85 0.15 1.37 0.08 0.86 0.01 1.04 0.02

₢ᴁỦ Yt=a+b*t Yt=a+b*t+c*t^2 Yt=a$b^t Yt=Yo+a*(t-to)^b Yt=K/(1+EXP(b-a*t))

ö 0.529 0.559 0.537 0.562 0.124
÷ 0.038 0.012 1.060 0.136 0.279
ø 0.004
ôĄ 1
ïĄ 3
æ 1
ć 0.951 0.959 0.954 0.894 0.951

ṅ x x

Ø Ù
Ó ỗדᶆ▬ľꞈїג₲ěḾő᷈ēőĽĽ Ԇ Ĺῲ῁דᶆšỞĦĵēŚĮŐṅ ĦĹē!
Ô ỗדᶆ▬šᾤĞ₢ᴁ ĽĕİḾőꞈїג₲Ľ᷈ēˢỗẰ₲ԅ▬šṅ ĨŚőĽķĦĮ!
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Ũ Ů¥Ŧ ǒǽ ∞ǡ È Ǉǲ¤ ǇǲÉ 

 
 

G ˂%t / H

ˢỗדᶆ▬ ỗדᶆ▬ ˢỗẰ₲ԅ▬ ňĜԅ▬ ԅ▬

+ᵂ₲ +ᵂ₲ +ᵂ₲ +ᵂ₲ +ᵂ₲

29 1.24
30 1.38 0.14
1 1.44 0.05 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
2 1.66 0.23
3 1.41 -0.25
Ԍ+ᵂ₲ 0.04

4 1.49 0.08 1.61 0.20 1.30 -0.11 1.62 0.21 1.49 0.08 1.60 0.19
5 1.52 0.03 1.67 0.06 1.05 -0.25 1.69 0.07 1.52 0.03 1.65 0.05
6 1.54 0.03 1.73 0.06 0.72 -0.34 1.77 0.08 1.54 0.03 1.71 0.05
7 1.57 0.02 1.79 0.06 0.29 -0.43 1.85 0.08 1.57 0.02 1.76 0.05
8 1.59 0.02 1.86 0.06 0.00 -0.29 1.93 0.08 1.59 0.02 1.80 0.05
9 1.61 0.02 1.92 0.06 0.00 0.00 2.01 0.09 1.61 0.02 1.85 0.04
10 1.63 0.02 1.98 0.06 0.00 0.00 2.10 0.09 1.63 0.02 1.89 0.04
11 1.64 0.02 2.04 0.06 0.00 0.00 2.20 0.09 1.64 0.02 1.93 0.04
12 1.66 0.02 2.10 0.06 0.00 0.00 2.30 0.10 1.66 0.02 1.97 0.04
13 1.67 0.01 2.16 0.06 0.00 0.00 2.40 0.10 1.67 0.01 2.00 0.03
14 1.69 0.01 2.22 0.06 0.00 0.00 2.50 0.11 1.69 0.01 2.03 0.03

₢ᴁỦ Yt=a+b*t Yt=a+b*t+c*t^2 Yt=a$b^t Yt=Yo+a*(t-to)^b Yt=K/(1+EXP(b-a*t))

ö 1.242 0.933 1.246 1.262 0.109
÷ 0.061 0.327 1.045 0.124 -0.099
ø -0.044
ôĄ 1
ïĄ 3
æ 2
ć 0.638 0.838 0.623 0.716 0.646

ṅ x x

Ø Ù
Ó ỗדᶆ▬ľꞈїג₲ěḾő᷈ēőĽĽ ᵅӲĽדᶆš ̛ĦĵēĹēĽĶṅ ĦĹē!
Ô ỗדᶆ▬šᾤĞ₢ᴁ ĽĕİḾőꞈїג₲Ľ᷈ēňĜԅ▬šṅ ĨŚőĽķĦĮ!
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Ů ¥1. 61t /
14 ¥1. 69t /
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Ũ 10¥Ŧ ǒǽ ∞ǡ È Ǉǲ¤ ǇǲÉ 

 
 

  

G ˂%t / H

ˢỗדᶆ▬ ỗדᶆ▬ ˢỗẰ₲ԅ▬ ňĜԅ▬ ԅ▬

+ᵂ₲ +ᵂ₲ +ᵂ₲ +ᵂ₲ +ᵂ₲

29 0.000
30 0.000 0.000
1 0.005 0.004 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
2 0.000 -0.004
3 0.001 0.000
Ԍ+ᵂ₲ 0.000

4 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 -0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.001
5 0.002 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.002 0.001 0.001 0.000 0.002 0.000
6 0.002 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.003 0.001 0.002 0.000 0.002 0.000
7 0.002 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.004 0.001 0.002 0.000 0.002 0.000
8 0.002 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.005 0.002 0.002 0.000 0.002 0.000
9 0.002 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.008 0.002 0.003 0.000 0.002 0.000
10 0.002 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.011 0.003 0.003 0.000 0.002 0.000
11 0.002 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.015 0.004 0.003 0.000 0.002 0.000
12 0.002 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.021 0.006 0.003 0.000 0.002 0.000
13 0.002 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.029 0.008 0.004 0.000 0.002 0.000
14 0.002 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.041 0.012 0.004 0.000 0.002 0.000

₢ᴁỦ Yt=a+b*t Yt=a+b*t+c*t^2 Yt=a$b^t Yt=Yo+a*(t-to)^b Yt=K/(1+EXP(b-a*t))

ö 0.001 -0.003 0.000 0.000 12.850
÷ 0.000 0.004 1.400 1.193 26.695
ø -0.001
ôĄ 0
ïĄ 3
æ 0
ć 0.061 0.624 -0.056 0.036 0.449

ṅ x x

Ø Ù
Ó ỗדᶆ▬ľꞈїג₲ěḾő᷈ēőĽĽ ᵅӲĽדᶆš ̛ĦĵēĹēĽĶṅ ĦĹē!
Ô ỗדᶆ▬šᾤĞ₢ᴁ ĽĕİḾőꞈїג₲Ľ᷈ēƯźŻƈťƅűԅ▬šṅ ĨŚőĽķĦĮ!
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14 ¥0. 002t /
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Ũ 11¥Ŧ ǒǽ ∞ǡ È Ǉǲ¤ ǇǲÉ 

 
 

  

G ˂%t / H

ˢỗדᶆ▬ ỗדᶆ▬ ˢỗẰ₲ԅ▬ ňĜԅ▬ ԅ▬

+ᵂ₲ +ᵂ₲ +ᵂ₲ +ᵂ₲ +ᵂ₲

29 0.019
30 0.025 0.005
1 0.022 -0.003 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
2 0.022 0.000
3 0.014 -0.008
Ԍ+ᵂ₲ -0.001

4 0.013 -0.001 0.016 0.002 0.004 -0.010 0.016 0.002 0.013 -0.001 0.000 -0.014
5 0.012 0.000 0.015 -0.001 0.000 -0.004 0.014 -0.001 0.012 0.000 0.000 0.000
6 0.012 0.000 0.013 -0.001 0.000 0.000 0.013 -0.001 0.012 0.000 0.000 0.000
7 0.012 0.000 0.012 -0.001 0.000 0.000 0.012 -0.001 0.012 0.000 0.000 0.000
8 0.012 0.000 0.011 -0.001 0.000 0.000 0.011 -0.001 0.012 0.000 0.000 0.000
9 0.011 0.000 0.009 -0.001 0.000 0.000 0.011 -0.001 0.011 0.000 0.000 0.000
10 0.011 0.000 0.008 -0.001 0.000 0.000 0.010 -0.001 0.011 0.000 0.000 0.000
11 0.011 0.000 0.007 -0.001 0.000 0.000 0.009 -0.001 0.011 0.000 0.000 0.000
12 0.011 0.000 0.005 -0.001 0.000 0.000 0.008 -0.001 0.011 0.000 0.000 0.000
13 0.011 0.000 0.004 -0.001 0.000 0.000 0.008 -0.001 0.011 0.000 0.000 0.000
14 0.011 0.000 0.002 -0.001 0.000 0.000 0.007 -0.001 0.011 0.000 0.000 0.000

₢ᴁỦ Yt=a+b*t Yt=a+b*t+c*t^2 Yt=a$b^t Yt=Yo+a*(t-to)^b Yt=K/(1+EXP(b-a*t))

ö 0.024 0.012 0.025 0.023 -6.626
÷ -0.001 0.009 0.924 -0.130 -33.641
ø -0.002
ôĄ 0
ïĄ 3
æ 0
ć 0.521 0.949 0.484 0.301 0.885

ṅ x x

Ø Ù
Ó ỗדᶆ▬ҷłƯźŻƈťƅűԅ▬ľꞈїג₲ě᷈ēőĽĽ ΣῸĹᵂᾶדᶆšỞĨĮŐṅ ĦĹē!
Ô ḚᵭőһᴍĹᵂᾶľᶳėĺĞēĮŐňĜԅ▬šṅ ĨŚőĽķĦĮ!
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Ů ¥0. 011t /
14 ¥0. 011t /
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ũ¥╗ ǒǽǡ ǡ  

 

G ˂%⁵H

ˢỗדᶆ▬ ỗדᶆ▬ ˢỗẰ₲ԅ▬ ňĜԅ▬ ԅ▬

+ᵂ₲ +ᵂ₲ +ᵂ₲ +ᵂ₲ +ᵂ₲

→ 24 2.256
25 2.245 -0.011
26 2.226 -0.019
27 2.206 -0.020
28 2.187 -0.018
29 2.174 -0.013 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
30 2.156 -0.018
1 2.130 -0.026
2 2.111 -0.019
3 2.093 -0.017
Ԍ+ᵂ₲ -0.018

4 2.077 -0.017 2.077 -0.017 2.070 -0.023 2.078 -0.015 2.087 -0.007 2.077 -0.016
5 2.058 -0.018 2.058 -0.018 2.048 -0.022 2.061 -0.018 2.081 -0.006 2.059 -0.018
6 2.040 -0.018 2.040 -0.018 2.025 -0.023 2.043 -0.017 2.075 -0.006 2.040 -0.018
7 2.021 -0.018 2.021 -0.018 2.002 -0.023 2.026 -0.017 2.070 -0.005 2.022 -0.018
8 2.003 -0.018 2.003 -0.018 1.978 -0.024 2.009 -0.017 2.065 -0.005 2.004 -0.018
9 1.984 -0.018 1.984 -0.018 1.953 -0.025 1.992 -0.017 2.061 -0.004 1.985 -0.018
10 1.966 -0.018 1.966 -0.018 1.928 -0.025 1.975 -0.017 2.057 -0.004 1.967 -0.018
11 1.948 -0.018 1.948 -0.018 1.902 -0.026 1.958 -0.017 2.053 -0.004 1.949 -0.018
12 1.929 -0.018 1.929 -0.018 1.875 -0.027 1.942 -0.017 2.049 -0.004 1.931 -0.018
13 1.911 -0.018 1.911 -0.018 1.848 -0.027 1.926 -0.016 2.046 -0.003 1.913 -0.018
14 1.892 -0.018 1.892 -0.018 1.820 -0.028 1.909 -0.016 2.042 -0.003 1.895 -0.018

₢ᴁỦ Yt=a+b*t Yt=a+b*t+c*t^2 Yt=a$b^t Yt=Yo+a*(t-to)^b Yt=K/(1+EXP(b-a*t))

ö 2.280 2.273 2.282 2.288 -0.016
÷ -0.018 -0.015 0.992 -0.033 -0.030
ø 0.000
ôĄ 2
ïĄ 3
æ 4
ć 0.998 0.999 0.997 0.932 0.998

ṅ x x

Ø Ù
Ó ỗדᶆ▬ľ ꞈїג₲ěḾő᷈ēőĽĽ ΣῸĹᵂᾶדᶆšỞĨĮŐṅ ĦĹē!
Ô ˢỗדᶆ▬ ˢỗẰ₲ԅ▬ ƯźŻƈťƅűԅ▬ĺĳēĵľ Ŋŋ Ľ₢ᴁᴕΌě ŘśĮě Ḿőꞈїג₲Ľ
᷈ēˢỗדᶆ▬šṅ ĨŚőĽķĦĮ!
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Ū Ŧ¥ּד ȕȢוֹ ǡ È╗ ǡ É 

 
ẑ ḱ (Ver4.8)4 1  ḱ  

ḭ פֿ ṕ ṇ ḭ ḭ ḭ Ṗ
ךּ  

ḭ קּ ךּ  

 
 

Ø Ù 

  ŸƄŧ Èt CO2/ ÉÞÈ ǡ ǇǛǞÉ ǡ Èt / É✕ ∞

ǒǽǡŸƄŧ Èt CO2/t É 

       ¥ ┐ 2.29tCO2/t  

            ╗ ǡɀɒȢȪȬȘ 2.77tCO2/t  

 

  

H29 H30 R1 R2 R3
12,902 12,140 12,003 11,889 11,818

48.3 48.7 47.2 44.1 54.4
21.2 17.9 19.4 21.5 25.4
2.8 2.8 2.8 2.8 2.8

3,917 3,088 3,406 3,958 3,792
6.65 6.65 6.65 6.65 6.65

80 80 80 80 80
53.2 53.2 53.2 53.2 53.2
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4,753 3,875 4,184 4,729 4,558
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Ū ŧ¥ּד ȕȢוֹ ǡ È ÈŶ ÉÉ 

 
ẑ ḱ (Ver4.8)4 1  ḱ  

 

 
 

Ø Ù 

   Ǟ ƹ טּ Èt CO2/ ÉÞ ÈkL/ É✕ ∞

( GJ/kL)✕ ( tC/GJ)✕44/12 

   ¥ ∞  39.1GJ/kL 

         0.0189tC/GJ 
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Ū Ũ¥ּד ȕȢוֹ ǡ È É 

 
ẑ ḱ (Ver4.8)4 1  ḱ  

 

 
 

Ø Ù 

   Ǟ ƹ טּ ( tCO2)Þ ÈkWh/ É✕ ∞ ǒ

ǽǡ ( tCO2/kWh) 

   ∞ ǒǽǡ ¥0.000479tCO2/kWhÈ ¥ É 

 

  

H29 H30 R1 R2 R3
kWh 1,898,2441,954,7761,914,2211,907,9801,958,886

t-CO2/kWh 0.000479 0.000479 0.000479 0.000479 0.000479
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Ū ũ¥ּד ȕȢוֹ ǡ  

È╗ ǡ ◖ Ǟ ƹ É 

 
ẑ ḱ (Ver4.8)4 1  ḱ  

ḭ צּ ︡ ךּ  

 

 
 

Ø Ù 

   Ǟ ƹ טּ Èt CO2/ ÉÞ ÈkL/ É✕ ∞

ÈGJ/kLÉ✕ ( tC/GJ)✕44/12 

 

     ¥ ∞  37.7GJ/kL 

           0.0187tC/GJ 

H29 H30 R1 R2 R3
l/ 48,819 50,088 51,240 52,828 52,729

GJ/kL 37.7 37.7 37.7 37.7 37.7
tC/GJ 0.0187 0.0187 0.0187 0.0187 0.0187
t- CO2/ 126.2 129.5 132.5 136.6 136.3
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